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馴
鬱
拶劉
錮
醐
特
集
/
壕
々
憲
道
路
の
管
理
誰
濾
繊
殴趨廉
麓
養
が

週
鷺
⑭
離
籍
管
理
に
つ
い
て道

路
局
国
道
･
防
災
課

十
枝
内

美
範

一

は
じ
め
に

道
路
は
、
国
民
生
活
や
経
済
活
動
等
あ
ら
ゆ
る
社
会
生

活
と
深
い
か
か
わ
り
を
持
つ
だ
け
で
な
く
、
そ
の
使
わ
れ

方
も
大
き
く
変
化
す
る
極
め
て
社
会
性
の
強
い
空
間
で
あ

る
。
こ
の
よ
う
な
社
会
的
空
間
と
し
て
に
の
道
路
が
、
今

後
と
も
そ
の
機
能
を
発
揮
し
高
度
な
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
す

る
た
め
に
は
、
適
時
適
切
な
維
持
管
理
を
実
施
し
良
好
な

道
路
ス
ト
ッ
ク
の
保
全
に
努
め
る
必
要
が
あ
る
。
ま
た
、

社
会
の
ニ
ー
ズ
に
対
応
し
た
道
路
の
持
つ
空
間
機
能
の
見

直
し
や
活
用
も
重
要
な
課
題
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
道
路
管

理
者
間
の
交
通
の
分
担
調
整
、
一
体
的
な
危
機
管
理
体
制

の
構
築
、
災
害
時
の
人
的

･
物
的
支
援
な
ど
、
道
路
ネ
ッ

ト
ワ
ー
ク
全
体
と
し
て
求
め
ら
れ
る
役
割
も
大
き
い
。

本
稿
で
は
、
社
会
･
経
済
活
動
を
支
え
る
根
幹
的
な
施

設
で
あ
る
道
路
の
維
持
管
理
の
概
要
に
つ
い
て
紹
介
す

る
。二

道
路
管
理
の
考
え
方

道
路
の
管
理
と
は
、
道
路
管
理
者
が
一
般
交
通
の
用
に

供
す
る
施
設
と
し
て
、
道
路
本
体
の
機
能
を
発
揮
さ
せ
る

た
め
に
行
う
積
極
的
行
為

(道
路
本
来
の
目
的
を
達
成
す

る
た
め
に
行
う
新
設
･
改
築

･
維
持
修
繕
等
)、
消
極
的

行
為

(道
路
の
目
的
に
対
す
る
障
害
の
防
止
･
除
去
･
そ

の
他
の
規
制
等
)
の
一
切
を
さ
す
も
の
で
、
こ
の
道
路
管

理
者
の
機
能
を

｢道
路
管
理
｣
と
い
う
。

【道
路
管
理
の
主
な
内
容
】

①
一
般
交
通
の
用
に
供
す
る
た
め
に
設
置
す
る
道
路
の

新
設
、
改
築

②
設
置
さ
れ
た
道
路
を
道
路
本
来
の
機
能
を
保
持
す
る

た
め
の
維
持
修
繕

③
道
路
の
区
域
の
決
定

･
変
更
及
び
供
用
開
始
ま
た
は

廃
止

④
道
路
管
理
者
以
外
の
者
が
行
う
道
路
に
関
す
る
工
事

ま
た
は
維
持
の
承
認

⑤
道
路
台
帳
の
調
整
、
保
管

⑥
道
路
の
占
用
許
可
、
占
用
料
の
徴
収

⑦
沿
道
区
域
の
指
定

⑥
道
路
標
識
の
設
置

⑨
通
行
の
禁
止
、
制
限
お
よ
び
車
両
制
限

⑲
監
督
処
分

⑪
そ
の
他

以
上
が
、広
義
で
の
道
路
管
理
の
主
な
内
容
で
あ
る
が
、

セ行

一
般
的
に
道
路
管
理
と
い
う
場
合
に
は
、
道
路
の
新
設
、

道

改
築
を
含
め
な
い
の
が
通
常
で
あ
る
。
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三

道
路
維
持
管
理
の
定
義
と
内
容

道
路
本
体
は
半
永
久
的
な
施
設
で
あ
る
が
、技
術
革
新
、

社
会
の
ニ
ー
ズ
に
よ
り
機
能
の
向
上
を
繰
り
返
し
な
が
ら

再
構
築
す
る
施
設
で
あ
る
。
将
来
、
道
路
の
ス
ト
ッ
ク
が

進
み
新
設
主
体
か
ら
、
維
持
管
理
主
体
に
移
行
す
る
こ
と

を
考
え
る
と
、
再
構
築
か
ら
次
の
再
構
築
ま
で
を
ラ
イ
フ

サ
イ
ク
ル
の
一
つ
の
単
位
と
し
て
、
道
路
維
持
管
理
と
道

路
の
更
新
の
繰
り
返
し
と
な
る
。

こ
の
よ
う
な
視
点
か
ら
、
こ
こ
で
は
各
々
の
定
義
を
次

の
よ
う
に
設
定
す
る
。

【道
路
維
持
管
理
】

道
路
維
持
管
理
と
は
、
再
構
築
ま
た
は
新
設
か
ら
次
の

再
構
築
ま
で
の
間
、
(使
用
で
き
る
よ
う
な
状
態
に
す
る

た
め
に
)
道
路
の
機
能
を
確
保

(及
び
回
復
)
し
、
一
般

交
通
に
支
障
を
及
ぼ
さ
な
い
よ
う
に
努
め
る
行
為
で
あ

る
。
維
持
管
理
に
は
、
日
常
の
維
持
的
行
為
、
舗
装
補

修
、
橋
梁
補
修
が
含
ま
れ
る
。

【道
路
の
更
新
】

道
路
の
更
新
と
は
、
維
持
管
理
に
よ
っ
て
道
路
の
機
能

維
持
が
困
難
な
場
合
に
、
現
在
あ
る
道
路
及
び
施
設
の
部

分
あ
る
い
は
全
て
を
新
し
い
施
設
に
交
換
す
る
行
為
で
あ

る
o広

義
的
な
意
味
で
再
構
築
も
更
新
に
含
ま
れ
、
道
路
利

用
環
境
の
変
化
に
対
応
し
た
大
幅
な
施
設
の
機
能
向
上
、

機
能
付
加
も
含
ま
れ
る
。

道
路
維
持
管
理
の
種
類

【維
持
管
理
】
!
再
構
築
ま
で
の
間
使
用
で
き
る
状
態
に

維
持

点
検
･
巡
回

(=
機
能
管
理
)

･
施
設
の
点
検
や
巡
視
等
の
維
持
の
た
め
の
管
理
作

業

維
持

(=
機
能
維
持
)

･
清
掃
等
の
日
常
の
手
入
れ
に
よ
る
機
能
維
持

修
繕

(=
機
能
回
復
)

･
日
常
の
維
持
だ
け
で
は
ま
か
な
い
き
れ
な
い
損
傷

部
分
の
修
理
や
故
障
等
に
よ
る
機
能
停
止
の
修
復

消
耗
品
･
部
品
等
の
取
り
替
え
(=
施
設
の
機
能
維
持
)

･
施
設
の
機
能
を
維
持
す
る
た
め
に
部
品
を
交
換
す

る
行
為
。
機
能
が
向
上
し
た
部
品
に
取
り
替
え
る

場
合
も
含
む
。

災
害
復
旧

(=
緊
急
回
復
)

･
災
害
で
施
設
が
破
損
し
た
場
合
の
、
建
設
当
時

と
同
様
の
水
準
へ
の
迅
速
な
回
復

【更
新
】
!
機
能
を
向
上
し
た
再
構
築

部
分
改
良

(=
機
能
向
上
)

･
シ
ス
テ
ム
の
一
部
を
よ
り
良
い
も
の
に
更
新
、
ま

た
は
取
り
替
え
る
こ
と
に
よ
る
機
能
向
上

部
分
改
造

(=
機
能
付
加
･
機
能
更
新
)

.
新
た
な
設
備
を
付
け
加
え
る
こ
と
に
よ
る
機
能

付
加

全
対
更
新

･
全
体
シ
ス
テ
ム
除
去
と
そ
の
機
能
の
代
替
す
る
も

の
の
新
設

四

道
路
の
維
持
修
繕

【維
持
修
繕
と
は
圓

道
路
の
維
持
修
繕
と
は
前
項
に
も
記
載
し
て
い
る
が
、

｢道
路
維
持
修
繕
要
綱
｣
で
は
、
以
下
の
よ
う
に
区
分
さ

れ
て
い
る
。

｢維
持
｣
…
道
路
の
機
能
を
保
持
す
る
た
め
に
行
わ
れ
る

道
路
の
保
存
行
為
。
一
般
に
日
常
計
画
的
に

反
復
し
て
行
わ
れ
る
手
入
れ
、
又
は
軽
度
な

修
理
。

｢修
繕
｣
…
日
常
の
手
入
れ
で
は
及
ば
な
い
程
大
き
く
な

っ
た
損
傷
部
分
の
修
理
及
び
施
設
の
更
新
。

【工
事
で
は
】

具
体
的
に
、
直
轄
国
道
に
お
け
る
工
事
費
の
場
合
で
の

主
な
支
出
例
は
以
下
の
と
お
り
。

｢維
持
費
｣
…道
路
維
持
工
事

･
緑
地
維
持
工
事

･
除
草

工
事

･
路
面
清
掃
作
業

･
照
明
維
持
工

事

･
雪
寒
地
域
以
外
の
除
雪
等
の
工
事
作

業
。
巡
回
の
作
業
、
道
路
施
設
の
電
力
料

等
工
事
範
囲
は
事
務
所
･出
張
所
単
位
な

ど
広
く
、
工
期
は
年
度
末
ま
で
の
契
約
が

多
い
。

｢修
繕
費
｣
"
舗
装
補
修
工
事

･
橋
梁
補
修
工
事

･
防
災

工
事

･
橋
脚
補
強
工
事
等
。
工
事
範
囲
は

道矛〒セ 2004 1



箇
所
別
、
工
期
は
工
事
に
必
要
な
日
数
計

上
で
契
約
。

五

道
路
ス
ト
ッ
ク
の
現
況

近
年
、
従
来
の
社
会
シ
ス
テ
ム
の
見
直
し
や
、
地
域
社

会
の
今
後
の
あ
り
方
、
社
会
資
本
整
備
の
あ
り
方
な
ど
、

様
々
な
検
討
が
行
わ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
公
共
事
業
に
対

し
て
も
、
事
業
そ
の
も
の
の
必
要
性
や
事
業
執
行
の
効
率

性

･
透
明
性
等
に
関
す
る
厳
し
い
批
判
が
あ
る
。

こ
う
し
た
状
況
の
中
、
財
政
構
造
改
革
等
の
取
組
に
よ

り
、
公
共
事
業
費
に
つ
い
て
は
歳
出
の
縮
減
が
進
め
ら
れ

て
き
た
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
現
在
ま
で
の
道
路
整
備

(ス

ト
ッ
ク
の
形
成
)
の
概
況
は
、
以
下
の
と
お
り
と
な
っ
て

い
る
。

【道
路
ス
ト
ッ
ク
の
現
況
】

平
成
一
四
年
当
初
に
お
け
る
道
路
法
上
の
道
路
延
長
は

約
一
一
八
万
蹴
あ
る
。

国
土
の
骨
格
を
形
成
す
る
高
速
自
動
車
国
道
は
約
六
、

九
0
0
如

(○
･
六
%
)、
一
般
国
道
は
五
三
、
九
〇
〇

如

(四
･
六
%
)
で
あ
り
、
う
ち
国
土
交
通
大
臣
に
よ
っ

て
管
理
さ
れ
て
い
る
一
般
国
道

(指
定
区
間
)
は
約
ニ
ベ

九
0
0
如

(
一
.
九
%
)
で
あ
る
。

平
成
一
四
年
度
当
初
に
お
け
る
橋
長
一
五
m
以
上
の
橋

梁
数
は
全
国
で
約
一
四
二
、
五
〇
〇
橋
、
ト
ン
ネ
ル
数
は

全
国
で
約
八
、三
〇
〇
箇
所
と
な
っ
て
い
る
(表
1
1
3
)。

【道
路
ス
ト
ッ
ク
の
増
加
と
推
移
】

我
が
国
の
道
路
ス
ト
ッ
ク
は
、
道
路
整
備
の
進
展
に
伴

い
着
実
に
増
加
し
て
き
た
が
、
そ
の
伸
び
は
昭
和
四
〇
年

代
以
降
に
お
い
て
著
し
い

(図
1
)。

主
要
な
施
設
の
増
加
状
況
(H
物
/
s
$
)
を
み
る
と
、

道
路
実
延
長
一
〇
六
に
対
し
て
、
舗
装
延
長
一
七
一
、
橋

梁
延
長
一
七
九
、ト
ン
ネ
ル
延
長
三
三
五
の
伸
び
で
あ
る
。

道
路
実
延
長
の
伸
び
に
対
し
て
舗
装
･
ト
ン
ネ
ル
･
橋
梁

の
道
路
ス
ト
ッ
ク
の
伸
び
が
大
き
く
、
防
護
柵
･
植
栽
･

道
路
照
明
等
そ
の
他
ス
ト
ッ
ク
の
伸
び
は
さ
ら
に
著
し
い

(図
2
)。

(平成14年 4月 1日現在)表 1 道路種別延長

道路種別 総 比

)
成
%

構
(

高速自動車国道 榔 偽
一般国道 蹴 範
･一般国道 (指定区間)

臘 皰
･ 一般国道 (指定区間外)

於 幻
都道府県道 顔 鱒
･主要地方道

彌 "
･一般都道府県道

翻 即
市町村道

* 却
一般道路計

鯲 猟
合 計

蘂 ◎出典 :道路統計年報2003

表 2 橋梁の現況 (平成14年 4月 1日現在)

道路種別
箇所数 蹠

㈹合 計 安 全 通行制限 交通不能

高速自動車国道 剱 鰡 321 nv 嬬一般国道 22
,
542 22

,
3l2 l99 31 1

,
989

,
226

･ 一般国道 (指定区間) lo
,
142 lo

,
022 l12 8 1

,
134

,
301

･ 一般国道 (指定区間外)

劇 燃
87 23

臟都道府県道 鯖 蹴
386 m 燃･ 主要地方道 15

,
722

摯
124 郎

蹄･ 一般都道府県道

纖 廓
262 64

鰡市町村道 蠣 獄 嫌 顱 紗一般道路計

脚 鱗 郊 競 葱合 計 142
,
521

眺 鰓 織 総※ ｢通行制限｣ は、 道路法47条の規定により通行荷重等の制限を設けているもの。
出典 :道路統計年報2003 (橋長15 m 以上の橋梁について計上)



表 3 トンネルの現況 (平成』4年 4月 1日現在)

道路種別
10o m

未満

100 ~

500 m

50 0 ~

3 ,0 0 o m

3 ,0 0 0 ~

10 ,0 0 o m

10 ,0 0 o m

以上
合計

高速自動車国道
箇所数 13 289 377 28 l 708
延長 (m ) 848 86,624 446,l92 115,777 11,055 660,496

一般国道
箇所数 596 1,791 792 18 0 3,197
延長 (m ) 37,766 4493083 782,815 79,154 0 上348,818

･一般国道 (指定区間)
箇所数 146 621 318 11 0 1,096
延長 (m ) 9,645 161,354 313,92G 48,098 0 533,023

･一般国道 (指定区間外)
箇所数 450 1'170 474 7 0 2,101
延長 (m ) 28,121 287,729 468,889 31,056 0 815,795

都道府県道
箇所数 681 1,212 293 4 0 2,190
延長 (m ) 37,096 2&1,683 255,084 13,299 0 590,162

･主要地方道
箇所数 339 719 205 3 0 し266
延長 (m ) 18,939 172,65l 173,170 10,121 0 374,881

･一般都道府県道
箇所数 342 493 88 L 0 924
延長 (m ) L8,L57 112,032 81,914 3,178 0 215,28l

市町村道
箇所数 1,318 832 79 1 0 2,230
延長 (m ) 62,825 175,279 60,67l 6,910 0 305,685

一般道路計
箇所数 2,595 3,835 1,164 23 0 7,617
延長 (m ) 137,687 909,045 1,098,570 99,363 0 2,24′も665

合 計
箇所数 2,608 4,124 も541 61 1 8,325
延長 (m ) 138,535 995,669 1,544,762 216,140 11,055 2,905,161

穴

今
後
の
道
路
維
持
管
理
の
課
題

我
が
国
の
道
路
の
維
持
管
理
を
め
ぐ
る
課

題
は
、
道
路
ス
ト
ッ
ク
の
増
大
と
自
動
車
交

通
量
の
増
大
及
び
道
路
利
用
者
の
ニ
ー
ズ
の

多
様
化
な
ど
の
現
状
か
ら
、
以
下
の
三
点
に

出典 :道路統計年報2003

(万km )

125

圓100

75

道
路
施
設
は
道
路
整
備
の
進
展
に
伴
い
年
々
増
加
し

て
い
る
。
特
に
、
舗
装
･
橋
梁
･
ト
ン
ネ
ル
は
戦
後
の

高
度
経
済
成
長
期
の
昭
和
四
〇
年
代
以
降
に
急
激
に
増

加
し
て
お
り
、
今
後
そ
れ
ら
が
更
新
時
期
を
迎
え
る
こ

①
道
路
ス
ト
ッ
ク
の
増
大
へ
の
対
応

　　
る

25

S3 1 36 41 46 51 56 61 H3 8 12

年度
※数値は年度末の値

出典 :道路統計年報2002

図 1 道路種別延長の推移
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図

と
と
な
る
。
ま
た
、
防
護
柵
･
植
栽
･
道
路
照
明
等
そ

の
他
の
ス
ト
ッ
ク
量
は
さ
ら
に
著
し
い
伸
び
を
示
し
て

い
る
。
こ
の
た
め
、
そ
れ
ぞ
れ
の
ス
ト
ッ
ク
の
適
時
適

切
な
補
修
と
維
持
修
繕
費
用
の
確
保
が
必
要
で
あ
る
。

②
交
通
の
量
的
な
増
大
及
び
質
的
な
変
化
へ
の
対
応

道
路
の
輸
送
分
担
率
は
旅
客
･
貨
物
と
も
に
急
激
に

拡
大
し
、
道
路
交
通
量
の
増
加
も
著
し
い
。
ま
た
、
道

路
交
通
は
質
的
も
変
化

(広
域
化

･
長
距
離
化
･
車
両

の
大
型
化
)
し
て
き
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
変
化
は
、
道
路
施
設
、
特
に
舗
装
･
橋

梁
床
板
等
へ
の
負
荷
を
増
大
さ
せ
消
耗
を
は
や
め
さ
せ

て
い
る
。
こ
れ
は
道
路
交
通
の
安
全
性

･
円
滑
性
に
直

接
関
係
す
る
た
め
、
予
防
的
･
計
画
的
な
補
修
の
必
要

が
あ
る
。

③
ニ
ー
ズ
の
多
様
化
･
高
度
化
へ
の
対
応

交
通
の
量
的
な
増
大
及
び
質
的
な
変
化
に
伴
い
、
道

路
利
用
者
の
道
路
管
理
に
対
す
る
ニ
ー
ズ
の
多
様
化
、

高
度
化
の
傾
向
に
も
拍
車
が
か
か
っ
て
い
る
。
ま
た
、

道
路
の
損
傷
な
ど
に
起
因
す
る
事
故
等
に
対
す
る
管
理

責
任
の
追
及
も
厳
し
い
も
の
が
あ
る
。

こ
れ
に
対
応
し
て
い
く
た
め
に
は
、
道
路
巡
回
･
点

検
の
充
実
に
よ
る
道
路
施
設
の
早
期
損
傷
補
修
が
求
め

ら
れ
る
。

ま
た
、
道
路
利
用
者
か
ら
の
各
種
道
路
情
報
に
対
す

る
迅
速
な
対
応
が
可
能
な
管
理
体
制
づ
く
り
、
道
の
駅

の
情
報
機
能
の
拡
充
な
ど
道
路
利
用
者
の
ニ
ー
ズ
へ
の

対
応
策
が
重
要
な
課
題
で
あ
る
。

さ
ら
に
今
後
は
、
道
路
の
維
持
管
理
の
情
報
化
･
シ

ス
テ
ム
化
を
進
め
る
と
と
も
に
、
維
持
管
理
に
対
す
る

国
民
参
加
の
仕
組
み
づ
く
り
を
進
め
て
い
く
必
要
が
あ

る
o七

お
わ
り
に

直
轄
国
道
に
お
い
て
は
、
今
後
の
維
持
管
理
に
お
け
る

課
題
等
に
対
応
す
る
た
め
、
道
路
資
産
の
健
全
度
の
現
状

把
握
や
将
来
予
測
を
行
う
こ
と
に
よ
り
、
投
資
戦
略
の
最

適
化
を
目
指
す
手
法
の
開
発
や
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
･
サ
ポ

ー
ト
･
プ
ロ
グ
ラ
ム
な
ど
の
市
民
参
画
型
の
道
路
管
理
に

取
り
組
ん
で
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

今
後
、
道
路
ス
ト
ッ
ク
の
有
効
活
用
を
進
め
る
上
で
も

維
持
管
理
は
さ
ら
に
重
要
と
な
っ
て
い
く
こ
と
は
明
ら
か

で
あ
り
、
各
道
路
管
理
者
の
連
携
を
強
化
し
て
よ
り
適
切

で
効
率
的
な
管
理
の
あ
り
方
に
つ
い
て
検
討
を
進
め
る
こ

と
が
重
要
で
あ
る
。
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J
H
日
本
道
路
公
団
保
全
交
通
部
保
全
企
画
課

小
笹

浩
司

は
じ
め
に

J
H
で
は
、
平
成
エ
ハ年
一
一
月
一
日
現
在
で
高
速
道

路
七
、
三
四
三
皿
、
一
般
有
料
道
路
は
六
八
道
路
九
三
〇

蹴
の
計
八
、
二
七
三
蹴
の
道
路
を
管
理
し
て
い
ま
す
。

平
成
一
五
年
度
に
お
け
る
高
速
道
路
の
利
用
交
通
量

は
、
一
日
当
た
り
約
四
〇
四
万
台
で
一
般
有
料
道
路
と
合

せ
約
六
一
五
万
台
と
な
っ
て
お
り
、
我
が
国
の
社
会
経
済

活
動
の
み
な
ら
ず
、
国
民
の
生
活
基
盤
と
し
て
の
役
割
は

非
常
に
大
き
い
も
の
と
な
っ
て
い
ま
す

(図
1
)。

一
維
持
管
理
業
務

J
H
で
は
、
お
客
様
が
高
速
道
路
を
安
全
か
つ
円
滑
に

走
行
し
て
頂
く
た
め
に
、様
々
な
業
務
を
実
施
し
て
お
り
、

中
で
も
維
持
修
繕
業
務
、
保
全
点
検
業
務
、
交
通
管
理
業

務
、
料
金
収
受
業
務
は
、
高
速
道
路
事
業
を
運
営
し
て
い

く
上
で
根
幹
を
な
し
て
い
ま
す
。
ひ
と
た
び
、
予
測
･
判

断
･
対
応
を
誤
れ
ば

｢管
理
瑕
疵
｣
や

｢企
業
信
用
の
失

墜
｣
に
直
結
す
る
業
務
で
あ
り
、
高
速
道
路
で
の
不
測
の

事
態
に
対
し
迅
速
か
つ
的
確
な
判
断
と
措
置
が
必
要
と
さ

れ
る
た
め
、
二
四
時
間
三
六
五
日
体
制
で
実
施
し
て
い
ま

す
。
ま
た
、
有
料
道
路
と
し
て
安
定
的
な
収
入
を
も
た
ら

す
た
め
の
J
H
の
商
品
で
あ
る
高
速
道
路
の
価
値
を
左
右

す
る
業
務
で
も
あ
り
、
高
度
化

･
多
様
化
す
る
社
会
の
要

請
に
対
し
、
よ
り
一
層
の
安
全
性
･
信
頼
性

･
高
品
質
を

低
コ
ス
ト
で
実
施
す
る
こ
と
が
不
可
欠
で
あ
り
、
効
率
的

な
実
施
体
制
の
構
築
を
図
っ
て
い
き
ま
す
。

1

維
持
修
繕
業
務

お
客
様
が
高
速
道
路
を
安
全
か
つ
円
滑
に
走
行
で
き
る

よ
う
に
、
道
路
や
付
属
設
備
を
常
時
良
好
な
状
態
に
保
つ

た
め
、
清
掃
作
業
、
植
栽
作
業
、
事
故
復
旧
や
補
修
工
事
、

緊
急
作
業
、
雪
氷
対
策
作
業
を
実
施
す
る
業
務
で
す
。

高
速
道
路
で
発
生
す
る
様
々
な
事
象
(交
通
事
故
対
応
、

地
震
、
降
雨
、
の
り
面
の
崩
壊
、
霧
等
)
に
対
し
短
時
間

で
緊
急
的
に
対
処
す
る
必
要
が
あ
る
た
め
、
二
四
時
間
三

六
五
日
の
体
制
を
必
要
と
し
、
業
務
そ
の
も
の
だ
け
で
な

く
、
地
理
的
条
件
や
道
路
の
周
辺
状
況
な
ど
に
精
通
し
、

す
べ
て
の
事
象
に
対
応
で
き
る
総
合
的
メ
ン
テ
ナ
ン
ス
技

術
を
必
要
と
す
る
業
務
で
す
。
特
に
高
速
道
路
で
は
、
常

時
お
客
様
を
高
速
で
通
行
さ
せ
な
が
ら
、
隣
接
し
て
作
業

や
工
事
を
実
施
す
る
た
め
、
高
度
な
安
全
管
理
が
必
要
と

さ
れ
、
交
通
管
制
室
、
警
察
、
消
防
な
ど
関
係
機
関
と
連

携
を
図
り
な
が
ら
実
施
し
て
い
ま
す
。

　　
　　　　

　

　
　
　

も
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利
用
台
数

2

保
全
点
検
業
務

お
客
様
や
第
三
者
に
対
す
る
被
害
を
未
然
に
防
止
す
る

た
め
、
道
路
本
体
の
異
常
を
早
期
に
発
見
し
、
安
全
で
快

適
な
走
行
環
境
を
確
保
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
、
道
路
や

の
り
面
、
橋
梁
･
ト
ン
ネ
ル
な
ど
の
構
造
物
、
電
力
設
備

や
道
路
付
属
設
備
な
ど
の
劣
化

･
損
傷
･
健
全
性
を
日
常

的
ま
た
は
定
期
的
に
点
検
し
、
体
系
的
に
効
果
的
･
効
率

的
な
改
良
･修
繕
計
画
を
策
定
す
る
基
礎
的
な
業
務
と
し

て
実
施
し
て
い
ま
す
。

図 1 高速道路の開通延長と利用交通量推移

3

交
通
管
理
関
係
業
務

交
通
を
阻
害
す
る
事
故
な
ど
の
異
常
事
象
を
未
然
に
防

止
し
、
ひ
と
た
び
異
常
事
態
が
発
生
し
た
場
合
は
お
客
様

へ
情
報
を
提
供
す
る
と
と
も
に
、
速
や
か
に
回
復
さ
せ
る

た
め
、
警
察
等
関
係
機
関
と
連
携
･
協
力
し
、
二
四
時
間

一三
ハ
五
日
体
制
で
業
務
を
実
施
し
て
い
ま
す
。

交
通
管
制
業
務
と
は
、
交
通
流
の
監
視
･
制
御
が
主
な

目
的
で
、
交
通
管
理
巡
回
及
び
各
種
機
器
に
よ
り
収
集
さ

れ
た
情
報
を
お
客
様
に
提
供
す
る
と
共
に
、
お
客
様
の
救

援
要
請
対
応
、
交
通
管
理
隊
へ
の
指
令
、
災
害
･
事
故
等

の
様
々
な
異
常
事
態
対
応
策
の
警
察
と
の
協
議
･
調
整
等

を
、
全
国
一
二
箇
所
に
あ
る
交
通
管
制
室
で
実
施
し
て
い

ま
す
。

交
通
管
理
巡
回
業
務
は
、
道
路
の
巡
回

舎
疋
期
巡
回
は

五
~

一
二
回
/
日
)
に
よ
り
道
路
交
通
情
報
を
収
集
し
、

路
上
障
害
物
の
発
見
･
処
理
を
行
う
と
共
に
、
交
通
事
故

等
異
常
事
態
が
発
生
し
た
場
合
は
現
場
に
は
急
行
し
、
交

通
規
制
、
事
故
処
理
、
負
傷
者
の
救
護
、
滞
留
車
両
の
誘

導
な
ど
を
、
警
察
･
消
防
と
協
力
し
て
実
施
し
、
交
通
の

早
期
回
復
を
図
る
と
と
も
に
、
後
続
の
お
客
様
の
二
次
事

故
を
防
止
す
る
た
め
に
行
っ
て
い
る
業
務
で
す

法
令
等
違
反
車
両
取
締
業
務
は
、
道
路
法
に
基
づ
く
車

両
制
限
や
道
路
交
通
法
に
違
反
す
る
車
両
の
指
導
･
取
締

り
等
、
交
通
へ
の
危
険
を
未
然
に
防
止
す
る
た
め
に
行
う

法
律
に
基
づ
い
た
行
政
行
為
に
な
り
ま
す
。

4

料
金
収
受
業
務

料
金
収
受
業
務
は
、
高
速
道
路
を
ご
利
用
さ
れ
た
お
客

様
か
ら
通
行
料
金
を
い
た
だ
く
と
い
う
、
有
料
道
路
事
業

の
根
幹
と
な
る
業
務
で
す
。
複
雑
な
車
種
判
別
を
行
っ
た

う
え
で
多
様
な
支
払
手
段
に
応
じ
て
正
確
か
つ
迅
速
な
応

対
が
求
め
ら
れ
る
と
と
も
に
、通
行
止
め
時
の
乗
総
措
置
、

エ
ラ
ー
時
の
臨
機
応
変
な
対
応
や
、
お
客
様
に
対
す
る
割

引
制
度
の
案
内
、
道
路
情
報

･
地
域
情
報
の
提
供
な
ど
、

業
務
内
容
は
多
岐
に
わ
た
っ
て
い
ま
す
。

料
金
所
の
第
一
線
で
、
お
客
様
と
直
接
触
れ
合
っ
て
サ

ー
ビ
ス
を
提
供
す
る
業
務
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
お
客
様
が

快
適
に
高
速
道
路
を
ご
利
用
い
た
だ
け
る
よ
う
、
交
通
量

に
応
じ
た
適
切
な
ブ
ー
ス
開
放
と
応
対
マ
ナ
ー
の
向
上
に

日
々
努
め
て
い
ま
す
。

三

変
通
裏
金
対
策

J
H
で
は
交
通
事
故
減
少
に
向
け
て
事
故
の
特
徴
や
要

因
を
分
析
し
、
総
合
的
な
交
通
安
全
対
策
に
積
極
的
に
取

り
組
ん
で
い
ま
す
。

具
体
的
に
は
、
①
夜
間
や
降
雨
時
の
安
全
性
向
上
の
た

め
の
高
機
能
舗
装
の
全
面
採
用
、
高
視
認
性
区
画
線
の
実

施
、
②
中
央
分
離
帯
突
破
に
よ
る
重
大
事
故
防
止
の
た
め



の
強
化
型
防
護
柵
の
整
備
、
③
道
路
線
形
の
厳
し
い
区
間

で
の
大
型
警
戒
標
識
の
整
備
等
を
実
施
し
て
い
ま
す
。

効
果
事
例
と
し
て
は
、
路
面
湿
潤
時
事
故
の
多
い
区
間

に
お
い
て
、
高
機
能
舗
装
を
実
施
し
た
前
後
で
事
故
件
数

が
約
八
割
減
少
し
ま
し
た
。

こ
う
し
た
取
組
み
に
加
え
、
平
成

エ
ハ
年
七
月
よ
り

｢対
面
通
行
区
間
に
お
け
る
交
通
安
全
強
化
策
｣
に
つ
い

て
集
中
的
に
検
討
を
行
い
、
事
故
が
比
較
的
多
く
発
生
し

て
い
る
区
間
で
は
、
現
在
進
め
て
い
る
四
車
線
化
事
業
の

促
進
と
凹
凸
型
路
面
標
示
や
導
流
レ
ー
ン
マ
ー
ク
等
速
効

性
の
あ
る
交
通
安
全
対
策
を
実
施
す
る
こ
と
と
し
ま
し
た

(写
真
1
･
2
)。

亘

渋
滞
対
策

1

交
通
集
中
渋
滞
対
策

全
国
の
高
速
道
路
に
お
い
て
年
間
約
一
万
五
、
0
0
0

件
に
及
ぶ
交
通
集
中
渋
滞
に
対
し
、
恒
常
的
に
渋
滞
し
て

い
る
箇
所
、
ま
た
は
渋
滞
長
が
長
く
影
響
が
大
き
な
箇
所

な
ど
、
特
に
渋
滞
の
著
し
い
箇
所
に
対
し
、
渋
滞
発
生
状

況
に
応
じ
た
各
種
対
策
を
実
施
し
て
い
ま
す
。

旦
ハ体
的
に
は
、
中
央
自
動
車
道
の
相
模
湖
バ
ス
ス
ト
ッ

プ
付
近
渋
滞
対
策
な
ど
ハ
ー
ド
的
な
対
策
を
進
め
る
ほ

か
、
道
路
交
通
情
報
の
提
供
設
備
の
充
実
、
渋
滞
予
測
広

報
の
充
実
な
ど
ソ
フ
ト
的
な
対
策
等
、
総
合
的
な
対
策
を

推
進
す
る
こ
と
に
よ
り
、
高
速
道
路
の
快
適
性
、
定
時
性

の
確
保
を
図
っ
て
い
き
ま
す
。

2

集
中
工
事
の
実
施

重
交
通
路
線
で
工
事
量
が
多
く
、
時
間
厳
選
で
工
事
規

制
を
実
施
し
て
も
渋
滞
が
発
生
し
、
お
客
様
の
便
益
が
著

し
く
低
下
す
る
東
名
･
名
神
高
速
な
ど
五
路
線

(約
四
八

六
蹴
区
間
)
に
お
い
て
、
工
事
規
制
及
び
工
事
渋
滞
の
削

減
を
目
的
と
し
て
集
中
工
事
を
行
っ
て
お
り
ま
す
。
こ
れ

に
よ
り
、年
間
の
工
事
車
線
規
制
回
数
は
概
ね
七
割
程
度
、

ま
た
、
年
間
の
工
事
渋
滞
回
数
は
概
ね
八
割
程
度
の
削
減

が
図
ら
れ
て
い
ま
す
。
今
後
も
、
道
路
特
性
、
交
通
特
性

に
応
じ
た
工
事
方
法
を
検
討
･
実
施
し
て
ま
い
り
ま
す
。

3

E
T
C
の
利
用
促
進

E
T
C
は
、
料
金
所
一
レ
ー
ン
当
た
り
の
処
理
能
力
が

従
来
レ
ー
ン
に
比
べ
二
倍
~
四
倍
に
向
上
し
、
高
速
道
路

の
交
通
渋
滞
の
う
ち
、
約
三
割
を
占
め
る
料
金
所
渋
滞
の

解
消

･
緩
和
を
図
る
と
と
も
に
、
お
客
様
へ
の
利
便
性
の

向
上
、
停
車

･
発
進
に
よ
る
騒
音
、
排
気
ガ
ス
の
減
少
な

ど
料
金
所
周
辺
の
環
境
改
善
が
図
ら
れ
る
こ
と
が
期
待
さ

れ
て
い
ま
す
。

J
H
で
は
平
成
一
五
年
度
ま
で
に
、
全
料
金
所
の
約
九

割
以
上
に
当
た
る
約
九
〇
〇
箇
所

(高
速
道
路
で
は
ほ
ぼ

一
〇
0
%
)
で
E
T
C
の
整
備
を
行
い
、
全
国
で
く
ま
な

く
ご
利
用
頂
け
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

E
T
C
の
割
引
制
度
に
つ
い
て
は
、
｢E
T
C
前
払
割

引
｣
が
開
始
か
ら
二
年
が
経
ち
、
登
録
者
数
は
約
一
五
○

万
に
達
し
て
い
ま
す
。
ま
た
、
高
速
道
路
の
利
用
促
進
、

写真 1 雨天時対策 (高機能舗装)
写真 2 対面通行区間対策 (凹凸型路面表示)



有
効
活
用
を
図
る
観
点
か
ら
、
E
T
C
を
活
用
し
た
弾
力

的
な
料
金
割
引
と
し
て
、
一
一
月
一
日
か
ら
｢深
夜
割
引
｣

を
開
始
い
た
し
ま
し
た
。
今
後
も

｢大
都
市
早
朝
夜
間
割

引
｣
｢通
勤
割
引
｣
｢大
口
.
多
頻
度
割
引
｣
｢
マ
イ
レ
ー

ジ
割
引
｣
を
順
次
実
施
し
て
い
き
ま
す
。

今
後
は
、
E
T
C
の
利
用
台
数
の
多
い
料
金
所
に
お
け

っ
て
お
り
、
お
客
様
へ
の
情
報
提
供
サ
ー
ビ
ス
の
充
実
に

M

レ
ー
ン
の
増
設
や
、
車
載
器
へ
の
E
T
C
カ
ー
ド
の
挿

努
め
て
い
ま
す
。

る
レ
ー
ン
の
増
設
や
、
車
載
器
へ
の
E
T
C
カ
ー
ド
の
挿

し
忘
れ
を
お
知
ら
せ
す
る
ア
ン
テ
ナ
の
設
置
な
ど
を
行

い
、更
な
る
利
便
性
の
向
上
を
図
っ
て
い
き
ま
す
(図
2
)。

五

防
災
対
策

茜

平
成
一
六
年
一
〇
月
二
三
日
に
発
生
し
た
新
潟
県
中
越

り
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さ
ら
に
、
昨
年
度
に
引
き
続
き
、

｢
E
T
C
普
及
促
進
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
｣

と
し
て
、
総
計
二
三
〇
万
台
を
対
象
に
、

五
、
0
0
0
円
相
当
の
車
載
器
購
入
支

援
、
料
金
還
元
を
実
施
い
た
し
ま
す
。

様
々
な
施
策
の
効
果
も
あ
り
、
車
載

器
の
取
付
台
数
は
四
〇
〇
万
台
を
超

え
、
順
調
に
普
及
し
て
い
ま
す
。

J
H
に
お
け
る
E
T
C
利
用
台
数

は
、
平
成
一
六
年
一
〇
月
で
約
一
一
〇

鬱

万
“

日
と
な
ぞ

お
り
･

利
用
率
で

の

は
二
0
%
を
超
え
て
い
る
と
こ
ろ
で
す

率用

が
、
民
営
化
ま
で
に
六
0
%
、
平
成
一

聯
八
年
春
に
は
七
0
%
を
目
指
し
て
利
用

皺

促
進
に
努
め
て
い
る
と
こ
ろ
で
す
o

な

胎

ぬ

関
越
道
の
新
座
料
金
所
で
は
E
T

鱗
C
の
利
用
台
数
の
増
に
よ
り
、
平
成
一

打
六
年
お
盆
時
期
の
渋
滞
長
が
一
昨
年
と

2

比
較
し
て
、
交
通
量
が
ほ
ぼ
同
じ
日
で

図

も
約
三
五
%
減
少
し
て
お
り
、
渋
滞
緩

和
の
効
果
が
現
れ
て
い
ま
す
。

四

道
路
変
通
情
報
の
提
供

渋
滞
、
交
通
事
故
、
異
常
気
象
等
に
よ
る
交
通
障
害
の

状
況
を
的
確
か
つ
迅
速
に
お
知
ら
せ
す
る
た
め
に
さ
ま
ざ

ま
な
情
報
提
供
設
備
に
よ
る
道
路
交
通
情
報
の
提
供
を
行

っ
て
い
ま
す
。
高
速
道
路
を
走
行
中
の
お
客
様
に
は
文
字

情
報
板
、
ハ
イ
ウ
ェ
イ
ラ
ジ
オ
、
サ
ー
ビ
ス
エ
リ
ア
に
設

置
し
た
情
報
タ
ー
ミ
ナ
ル
、
V
I
C
S
な
ど
で
情
報
を
提

供
し
て
い
ま
す
。
ま
た
、
交
通
量
が
多
く
渋
滞
な
ど
が
発

生
す
る
頻
度
が
高
い
箇
所
で
は
主
要
イ
ン
タ
ー
チ
ェ
ン
ジ

ま
で
の
所
要
時
間
を
表
示
す
る
所
要
時
間
情
報
板
や
サ
ー

ビ
ス
エ
リ
ア
な
ど
の
駐
車
場
の
混
雑
状
況
を
表
示
す
る
休

憩
施
設
混
雑
情
報
板
を
設
置
し
て
い
ま
す
。

ま
た
、
出
発
前
の
お
客
様
に
対
し
て
は
、
ハ
イ
ウ
ェ
イ

テ
レ
ホ
ン
や
ハ
イ
ウ
ェ
イ
F
A
X
に
よ
り
情
報
を
提
供
し

て
い
ま
す
。
ハ
イ
ウ
ェ
イ
ラ
ジ
オ
や
ハ
イ
ウ
ェ
イ
テ
レ
ホ

ン
で
は
台
風
や
大
雪
時
等
の
異
常
気
象
時
に
通
行
止
め
予

告
や
解
除
見
込
み
情
報
等
、
よ
り
詳
細
な
道
路
交
通
情
報

を
提
供
す
る
な
ど
き
め
細
か
い
情
報
内
容
の
一
層
の
充
実

を
図
る
よ
う
に
努
め
て
い
ま
す
。
ま
た
、
J
H
ホ
ー
ム
ペ

ー
ジ
や
携
帯
端
末
に
お
い
て
渋
滞
予
測
情
報
の
提
供
を
行

こコ日平均交通量
÷◆◇÷利用率



地
震
で
は
、
迅
速
な
防
災
体
制
の
立
上
げ
及
び
隣
接
支
社

局
を
中
心
と
す
る
応
援
協
力
体
制
の
構
築
等
、
数
々
の
阪

神
淡
路
大
震
災
時
で
の
教
訓
が
生
か
さ
れ
ま
し
た
。
具
体

的
に
は
、
発
災
直
後
に
北
陸
支
社
で
は
非
常
体
制
を
発
令

す
る
と
と
も
に
、
直
ち
に
非
常
参
集
を
行
い
、
夜
間
で
か

つ
被
災
に
よ
り
車
両
移
動
が
で
き
な
い
過
酷
な
状
況
下

で
、
高
速
道
路
の
緊
急
点
検
を
開
始
。
発
災
後
三
時
間
後

に
は
被
害
が
な
い
五
路
線
、
約
三
六
〇
皿
の
通
行
止
め
を

解
除
。
大
き
な
被
災
を
受
け
た
北
陸
道
や
関
越
道
に
お
い

写真4 関越道通行止め解除後

写真3 関越道被災状況

て
も
発
災
の
翌
日

(
一
〇
月
二
四
日
)
一
三
時
0
0
分
に

は
土
の
う
等
の
応
急
処
置
に
よ
り
緊
急
車
両
が
通
行
可
能

な
最
低
限
の
通
路
を
確
保
。
被
災
地
へ
の
復
旧
･
救
援
物

資
等
の
輸
送
に
貢
献
し
ま
し
た
。
そ
の
後
も
引
き
続
き
二

四
時
間
体
制
で
迅
速
に
緊
急
補
修
を
実
施
し
、
特
に
被
害

の
大
き
か
っ
た
関
越
道
長
岡
I
C
~
小
出
I
C
間
に
つ
い

て
、
片
側
一
車
線
の
暫
定
的
で
は
あ
り
ま
す
が
、
一
般
車

両
が
安
全
に
通
行
で
き
る
状
態
に
ま
で
復
旧
さ
せ
、
三

月
五
日
一
六
時
0
0
分
に
一
般
開
放
を
行
い
全
て
の
通
行

止
め
を
解
除
さ
せ
ま
し
た

(写
真
3
･
4
)。

J
H
で
は
、
阪
神

･
淡
路
大
震
災
以
降
、
よ
り
信
頼
性

の
高
い
道
路
と
な
る
よ
う
整
備
を
図
っ
て
お
り
、
災
害
時

に
高
速
道
路
が
緊
急
輸
送
路
と
し
て
そ
の
機
能
を
充
分
に

発
揮
で
き
る
よ
う
、
構
造
物
の
耐
震
性
向
上
、
地
震
発
生

時
に
お
け
る
迅
速
な
点
検

･
復
旧
体
制
等
の
整
備
、
防
災

設
備
の
充
実
･
強
化
に
努
め
て
い
ま
す
。

構
造
物
の
耐
震
性
向
上
の
対
策
と
し
て
、
平
成
七
年
度

か
ら
九
年
度
に
実
施
し
た

｢震
災
対
策
緊
急
橋
梁
補
強
事

業
｣
に
引
続
き
、
昭
和
五
四
年
以
前
の
道
路
橋
示
方
書
に

よ
り
設
計
さ
れ
た
橋
脚
を
対
象
に
、
耐
震
性
の
低
い
鉄
筋

コ
ン
ク
リ
ー
ト
製
の
単
柱
橋
脚
、
東
名
･
名
神
な
ど
の
重

要
路
線
、
他
の
道
路
と
並
行
区
間
、
道
路

･
鉄
道
を
跨
ぐ

立
体
交
差
区
間
を
優
先
的
に
補
強
対
策
を
実
施
し
て
お

り
、
ま
た
、
昭
和
四
五
年
以
前
の
道
路
橋
示
方
書
に
基
づ

い
て
設
計
さ
れ
た
落
橋
防
止
装
置
も
橋
脚
補
強
に
あ
わ
せ

実
施
す
る
こ
と
で
、
地
震
に
強
い
高
速
道
路
を
目
指
し
て

い
ま
す
。

こ
う
し
た
道
路
構
造
物
の
震
災
対
策
の
ほ
か
、
運
用
面

に
お
い
て
も
、
地
震
の
被
害
と
の
相
関
関
係
が
高
い
計
測

震
度
に
採
用
基
準
を
変
更
し
、
よ
り
合
理
的
か
つ
効
果
的

な
交
通
規
制
が
実
施
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
す
。

宮
城
県
沖
地
区
、
南
関
東
地
区
、
東
海
地
区
、
東
南
海

地
区
及
び
南
海
地
区
の
東
北
か
ら
四
国
に
至
る
太
平
洋
沿

岸
に
お
い
て
は
、
近
い
将
来
広
域
的
大
地
震
の
発
生
が
懸

念
さ
れ
て
い
ま
す
。
被
災
確
率
が
増
す
中
で
、
東
海
地
震

に
つ
い
て
は
、
昨
年
七
月
に
中
央
防
災
会
議
で

｢東
海
地

震
の
地
震
防
災
強
化
地
域
に
係
る
地
震
防
災
基
本
計
画
｣

が
修
正
さ
れ
｢東
海
地
震
注
意
情
報
｣
の
発
表
が
新
設
さ

れ
た
こ
と
を
踏
ま
え
、
J
H
に
お
い
て
も
、
東
海
地
震
注

意
情
報
の
発
表
に
よ
り
、
非
常
参
集
を
行
う
な
ど
の
準
備

行
動
に
関
す
る
要
領
化
を
図
り
、
｢東
南
海
･
南
海
地
震
｣

に
つ
い
て
も
国
の
計
画
に
基
づ
き
、
要
領
化
を
図
っ
た
と

こ
ろ
で
す
。
今
後
と
も
、
大
規
模
地
震
対
策
に
つ
い
て
は
、

国
と
連
携
し
、
更
な
る
防
災
対
策
の
充
実
を
図
っ
て
ま
い

り
ま
す
。

震
災
対
策
以
外
の
落
石
対
策
に
お
い
て
は
、
道
路
の
安

全
性
を
高
め
る
べ
く
、
平
成
八
年
度
の
道
路
防
災
総
点
検

に
よ
る
対
策
必
要
箇
所
に
つ
い
て
、
平
成
一
四
年
度
ま
で

に
対
策
を
完
了
し
ま
し
た

ま
た
、
降
雨
通
行
規
制
基
準
に
つ
い
て
も
過
去
の
災
害

履
歴
や
降
雨
履
歴
に
基
づ
き
よ
り
合
理
的
で
効
果
的
な
規

制
を
実
施
す
る
よ
う
適
宜
見
直
し
を
図
り
ま
し
た
。
今
後



と
も
、
デ
ー
タ
の
蓄
積
を
図
り
つ
つ
基
準
値
の
見
直
し
を

適
宜
実
施
し
て
ま
い
り
ま
す
。

穴

雪
氷
対
策
等
の
充
実

雪
氷
に
よ
る
交
通
障
害
を
最
小
化

(通
行
止
め
の
回
避

又
は
通
行
止
め
時
間
の
短
縮
)
し
、
冬
期
間
に
お
け
る
安

全
か
つ
確
実
な
交
通
を
確
保
す
る
た
め
、
各
地
域
に
よ
っ

て
異
な
る
、
気
象
条
件
、
交
通
特
性
等
の
諸
条
件
に
即
応

し
た
効
果
的
な
雪
氷
対
策
を
推
進
し
ま
す
。

そ
の
具
体
的
な
対
策
と
し
て
こ
れ
ま
で
、

①
定
時
低
速
除
雪
の
更
な
る
重
点
的
強
化

(除
雪
頻
度

の
増
加
)

②
地
吹
雪
に
よ
る
視
程
障
害
対
策
と
し
て
、
防
雪
柵
、

防
雪
林
な
ど
の
整
備

③
急
勾
配
箇
所
や
気
象
急
変
箇
所
等
へ
の
定
置
式
溶
液

散
布
装
置
の
整
備

④
効
率
的
除
雪
作
業
を
実
施
す
る
た
め
の
雪
氷
U
タ

ー
ン
路
の
整
備

⑤
よ
り
的
確
な
路
面
状
況
や
気
象
状
況
を
把
握
す
る
た

め
の
雪
氷
用
I
T
V
の
増
設
や
移
動
観
測
車
両
の
開

発
⑥
小
雪
時
に
わ
だ
ち
部
等
に
溜
ま
る
薄
雪
を
排
除
す
る

た
め
の
ス
ラ
ッ
シ
ュ
除
雪
車
の
導
入

⑦
滞
留
車
両
が
予
想
さ
れ
る
箇
所
へ
の
事
前
レ
ッ
カ
ー

の
追
加
配
置

⑧
異
常
降
雪
時
に
現
有
の
雪
氷
作
業
車
両
を
よ
り
効
果

的
に
運
用
す
る
た
め
の
応
援
体
制
の
確
立

な
ど
に
つ
い
て
、
取
り
組
ん
で
い
ま
す
。

ま
た
、
ハ
イ
ウ
ェ
イ
テ
レ
ホ
ン
や
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト

･

i
モ
ー
ド
等
な
ど
の
出
発
前
情
報
、
ハ
イ
ウ
ェ
イ
ラ
ジ
オ

等
の
本
線
上
で
の
情
報
提
供
な
ど
、
効
果
的
か
つ
広
域
的

な
情
報
提
供
に
努
め
る
と
と
も
に
、
冬
用
タ
イ
ヤ
の
装
着

や
チ
ェ
ー
ン
携
行
な
ど
の
冬
装
備
の
準
備
及
び
雪
道
安
全

走
行
の
啓
蒙
広
報
活
動
な
ど
の
ソ
フ
ト
面
で
の
対
策
も
推

進
し
、
ハ
ー
ド
的
な
対
策
が
よ
り
効
果
的
な
も
の
と
な
る

よ
う
努
め
て
ま
い
り
ま
す
。

さ
ら
に
、
全
国
の
各
地
域
毎
に
各
行
政
や
各
道
路
管
理

者

･
交
通
管
理
者
等
に
よ
る

｢雪
氷
対
策
連
絡
協
議
会
｣

等
の
組
織
化
を
図
り
、
各
関
係
機
関
の
連
携
強
化
や
異
常

降
雪
時
の
地
域
交
通
の
確
保
に
向
け
た
検
討
･
活
動
を
行

っ
て
ま
い
り
ま
す
。

七

道
路
構
造
物
･
付
属
物
の
嚢
金
性
確
保

高
速
道
路
等
の
管
理
延
長
が
約
八
、
O
O
0
鬮
に
達
す

る
な
ど
道
路
資
産
が
増
大
す
る
一
方
、
四
0
年
を
超
え
た

名
神
高
速
道
路
を
始
め
、
約
五
割
の
延
長
が
供
用
後
二
〇

年
以
上
を
経
過
し
て
お
り
、
道
路
構
造
物
の
老
朽
化
に
対

し
て
は
、
新
た
な
対
応
が
必
要
と
な
っ
て
き
て
い
ま
す
。

具
体
的
な
対
応
と
し
て
は
、
平
成
一
一
~
三
一年
度
に

か
け
て
道
路
構
造
物
及
び
付
属
物
の
総
点
検
を
実
施
す
る

と
と
も
に
、
平
成
一
三
年
度
よ
り
高
速
道
路
と
一
般
道
路

や
鉄
道
が
交
差
並
行
す
る
橋
梁
等
に
お
い
て
繊
維
シ
ー
ト

に
よ
る
コ
ン
ク
リ
ー
ト
片
の
剥
離
落
下
防
止
対
策
を
推
進

す
る
な
ど
、
第
三
者
被
害
に
直
結
す
る
落
下
事
故
を
未
然

に
防
止
す
べ
く
、
対
策
を
講
じ
て
き
ま
し
た
。

さ
ら
に
、
平
成
一
一
年
度
よ
り

｢道
路
構
造
物
点
検
に

関
す
る
検
討
委
員
会
｣
を
設
置
し
、
点
検
の
あ
り
方
に
つ

い
て
も
検
討
を
進
め
、
第
三
者
被
害
の
防
止
、
老
朽
化
対

策
に
対
応
し
た
体
制
及
び
点
検
マ
ニ
ュ
ア
ル
を
整
備
し
た

と
こ
ろ
で
す
。

具
体
的
に
は
、

①
高
速
道
路
本
線
外
の
標
識
、
交
差
箇
所
等
の
点
検
強

し
し

②
構
造
物
に
近
接
し
た
点
検
の
際
に
打
音
に
よ
る
健
全

度
の
確
認

③
供
用
前
の
初
期
値
を
把
握
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
た

初
期
点
検
の
追
加

④
交
通
量
に
応
じ
た
車
上
点
検
頻
度
の
設
定

な
ど
で
す
。

ま
た
、
現
在
、
赤
外
線
カ
メ
ラ
に
よ
る
コ
ン
ク
リ
ー
ト

構
造
物
の
点
検
技
術
、
レ
ー
ザ
ー
ク
ラ
ッ
ク
計
測
に
よ
る

ト
ン
ネ
ル
点
検
技
術
や
音
響
解
析
に
よ
る
橋
梁
伸
縮
装
置

点
検
技
術
の
確
立
、
L
C
C
(ラ
イ
フ
サ
イ
ク
ル
コ
ス
ト
)

を
考
慮
し
た
管
理
計
画
を
策
定
す
る
た
め
の
B
M
S

(橋

梁
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
シ
ス
テ
ム
)
の
構
築
な
ど
、
道
路
構
造

物
の
維
持
管
理
の
さ
ら
な
る
効
率
化

･
高
度
化
に
向
け
た

取
組
み
を
進
め
て
ま
い
り
ま
す
。
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効
率
的
な
事
業
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
へ
の
取
組
み

道
路
構
造
物
等
の
老
朽
化
、
顧
客

(お
客
様
や
沿
道
住

民
等
)
に
対
す
る
サ
ー
ビ
ス
の
向
上
や
説
明
責
任
、
コ
ス

ト
縮
減
な
ど
、
保
全
事
業
に
お
け
る
数
多
く
の
課
題
に
対

応
す
る
た
め
に
は
、
こ
れ
ま
で
以
上
に
効
果
的
で
的
確
な

事
業
運
営

(マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
)
を
行
っ
て
い
か
な
け
れ
ば

な
り
ま
せ
ん
。
そ
の
た
め
に
は
、
中
･
長
期
的
な
視
点
に

立
っ
た
保
全
事
業
の
目
標
設
定
と
戦
略
を
明
確
に
し
た
う

え
で
、
構
造
物
等
の
ラ
イ
フ
サ
イ
ク
ル
コ
ス
ト
や
顧
客
満

足
度
を
重
視
し
て
立
案
し
た
各
事
業
が
最
適
な
投
資
効
率

と
な
る
よ
う
事
業
優
先
度
を
決
定
し
、
そ
の
事
業
の
成
果

を
わ
か
り
や
す
く
評
価
す
る
業
務
体
系

(サ
イ
ク
ル
)
を

　　　 　成果主義Iこ
圏■

"

事業評価

メントの業務サイクルイメージ

説明責任の 成果主
遂行 基づく

嶽
を
わ
か
り
や
す
く
評
価
す
る

r
勿

確
立
す
る
こ
と
が
必
要
で
す
o

窮
現
在
、
こ
の
業
務
体
系
の

現
在
、
こ
の
業
務
体
系
の
確
立
に
向
け
、
意
思
決
定
プ

ロ
セ
ス
の
考
え
方
、
支
援
ツ
ー
ル
の
開
発
、
業
務
手
順
書

の
作
成
な
ど
の
検
討
を
進
め
て
お
り
、
｢新
た
な
保
全
事

業
の
展
開
｣
を
図
る
た
め
、
精
力
的
に
取
り
組
ん
で
い
ま

す

(図
3
)。

　　マ保合総 鯰
九

有
料
自
動
車
駐
車
場
の
運
営

総
J
H
は
都
心
部
に
お
い
て
有
料
の
自
動
車
駐
車
場
を
運

3

営
し
て
い
ま
す
。

図

日
比
谷
駐
車
場

(東
京
都
千
代
田
区
、
収
容
台
数
四
七

〇
台
)
は
我
が
国
で
最
初
の
大
規
模
地
下
駐
車
場
と
し
て

昭
和
三
五
年
に
、
ま
た
福
岡
中
央
駐
車
場

(福
岡
市
、
同

二
四
五
台
)
は
同
四
一
年
に
営
業
を
始
め
、
ビ
ジ
ネ
ス
街
、

商
業
地
区
に
近
接
す
る
立
地
条
件
の
良
さ
か
ら
、
連
日
多

く
の
お
客
様
に
ご
利
用
い
た
だ
い
て
い
ま
す
。

現
在
は
、
老
朽
化
に
伴
う
将
来
の
大
規
模
修
繕
に
か
か

る
出
費
に
備
え
て
、
運
営
コ
ス
ト
を
よ
り
一
層
削
減
す
る

こ
と
を
課
題
に
掲
げ
て
い
ま
す
。
取
組
み
の
効
果
が
顕
著

な
例
と
し
て
、
平
成
一
五
･
ニ
ハ年
の
二
ヵ
年
で
両
駐
車

場
の
料
金
収
受
業
務
を
自
動
化
し
、
年
間
約
四
、
0
0
0

万
円
の
人
件
費
を
削
減
す
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。な
お
、

コ
ス
ト
削
減
に
よ
り
得
ら
れ
た
利
益
の
一
部
は
、
駐
車
料

金
を
値
下
げ
し
て
お
客
様
に
還
元
し
て
い
ま
す
。

こ
の
他
に
、
滴
空
情
報
表
示
の
充
実
や
バ
リ
ア
フ
リ
ー

工
事
な
ど
、
よ
り
利
用
し
や
す
い
施
設
と
す
る
た
め
に
施

す
べ
き
策
は
種
々
あ
り
ま
す
が
、
収
益
と
の
バ
ラ
ン
ス
を

考
慮
し
な
が
ら
、
計
画
的
に
実
施
し
て
い
く
こ
と
が
必
要

と
考
え
て
い
ま
す
。

お
わ
り
に

今
後
と
も
、
よ
り
一
層
、
管
理
コ
ス
ト
の
縮
減
を
推
進

し
つ
つ
、
高
速
道
路
を
ご
利
用
い
た
だ
く
お
客
様
の
声
を

広
く
取
り
入
れ
な
が
ら
、
活
力
あ
る
社
会

･
経
済
形
成
へ

の
貢
献
の
た
め
に
、
｢安
全
｣
で

｢快
適
｣
な
道
路
空
間

を
安
心
し
て
ご
利
用
頂
け
る
よ
う
取
り
組
ん
で
ま
い
り
ま

す
。

--‐-----“-----
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剛
醐
#騒
錮
醐
特
集
/
轢
々
憲
道
路
の
管
理
誰
漉
鬮
鬮
圓
鬱
廃

首
都
高
速
遭
睡
に
蘂
捗
る

道
路
管
理
へ
の
顫
組
み
に
つ
い
て

~
首
都
高
速
道
路
三
〇
〇
如
時
代
の
到
来
と
民
営
化
の
は
ざ
ま
で
~

一

保
全
業
務
の
現
状
と
課
題

現
在
、
二
八
三
･
三
m
に
達
す
る
首
都
高
速
道
路
の
ネ

ッ
ト
ワ
ー
ク
は
、

一
日

一
三
一万
台
、
年
間
四
億
台
の
車

に
ご
利
用
頂
い
て
お
り
、
首
都
圏
の
経
済
活
動
等
に
欠
く

こ
と
の
出
来
な
い
役
割
を
果
た
し
て
い
る
と
自
負
し
て
い

る
が
、
今
後
、
建
設
中
の
中
央
環
状
新
宿
線
等
が
順
次
開

通
、
近
い
将
来
に

｢首
都
高
速
道
路
三
〇
0
m
時
代
｣
を

迎
え
る
こ
と
に
な
り
、
そ
の
果
た
す
べ
き
役
割
の
重
要
性

は
益
々
増
大
し
て
い
く
こ
と
に
な
る
と
考
え
て
い
る

(図

1
)
。同

時
に
、
こ
の
膨
大
な
高
速
道
路
資
産
を
確
実
か
つ
効

率
的
に
維
持
管
理
す
る
こ
と
で
お
客
様
に
安
全
で
快
適
な

高
速
道
路
サ
ー
ビ
ス
を
可
能
な
限
り
低
価
格
で
ご
提
供
し

て
い
く
こ
と
は
、
公
団
や
民
営
化
新
会
社
な
ど
の
組
織
形

凡 璽璽蛔= 営 業 路 線

例 ---●- 建 設 中 路 線

首
都
高
速
道
路
公
団
保
全
企
画
課
長

木
暮

深

県

＼

　　　　　　　　　　　　　　
保土ヶ谷ノ“バス

図 1首都高速道路網図

京案道路

東名高速道路



態
に
関
わ
ら
ず
、
我
々
保
全
に
携
わ
る
職
員
に
共
通
に
課

せ
ら
れ
た
使
命
で
あ
る
と
認
識
し
て
い
る
が
、
大
型
車
混

入
率
の
高
い
大
量
の
交
通
を
支
え
続
け
る
首
都
圏
最
重
要

幹
線
道
路
の
ひ
と
つ
で
あ
る
首
都
高
速
道
路
の
維
持
管
理

に
は
以
下
の
よ
う
な
特
殊
性
と
困
難
さ
が
存
在
す
る
の
も

否
定
出
来
な
い
事
実
で
あ
る
。

①
高
い
構
造
物
比
率
…稠
密
な
都
市
内
の
限
ら
れ
た
空
間

に
位
置
す
る
た
め
構
造
物

(高
架
、
ト
ン
ネ
ル
、
半
地

下
)
比
率
が
九
五
%
と
極
め
て
高
く
、
土
工
部
以
上
の

配
慮
が
必
要

(図
2
)。

②
進
行
す
る
老
齢
化
"経
過
年
数
四
〇
年
を
超
え
る
昭
和

三
0
年
代
開
通
の
路
線
も
含
め
、
三
〇
年
以
上
が
約
四

割
、
二
〇
年
以
上
が
約
六
割
と
、
老
朽
化
の
進
行
へ
の

配
慮
が
必
要
。
特
に
、
都
心
環
状
線
千
代
田
ト
ン
ネ
ル

な
ど
老
齢
化
し
た
ト
ン
ネ
ル
が
多
い
の
も
特
徴

(表

1
)
。

③
大
量
の
附
属
施
設
…線
形
の
厳
し
い
高
速
道
路
で
安
全

か
つ
円
滑
な
通
行
を
ご
提
供
す
る
た
め
設
置
さ
れ
て
い

る
一
〇
万
個
を
超
え
る
各
種
附
属
施
設
の
維
持
管
理
も

必
須
。

④
渋
滞
や
環
境
へ
の
配
慮
"百
万
台
を
超
え
る
大
量
交
通

に
常
時
利
用
さ
れ
て
お
り
、
高
速
道
路
上
の
維
持
管
理

作
業
は
交
通
量
が
低
下
す
る
夜
間
に
必
要
車
線
を
確
保

し
つ
つ
実
施
さ
れ
る
が
、
周
辺
環
境
へ
の
配
慮
か
ら
作

業
時
間
が
限
定
さ
れ
る
う
え
効
率
も
低
下
。

一
方
、
公
団
民
営
化
の
流
れ
の
中
で
、
借
入
金
の
償
還

を
確
実
に
す
る
た
め
、
維
持
管
理
費
の
一
層
の
削
減
が
強

く
求
め
ら
れ
、
平
成
一
七
年
度
維
持
修
繕
費
は
対
一
四
年

度
比
三
五
%

(約
一
五
〇
億
円
)
近
い
厳
し
い
コ
ス
ト
縮

減
が
必
要
と
な
っ
て
お
り
、
達
成
に
向
け
て
職
員
一
丸
と

な
り
取
り
組
ん
で
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
な
お
、
維
持
修

表2 維持修繕費コスト縮減の推移

鍍 8 M 15 16 l7

供用延長(km) 24字8 273
,
9 281

.
O 282

.
7 288 8

維持修繕費 (百万円) 刎 鰡 蘂 緘 鸚k m 当たり予算 (百万円位" 鰡 蘇 蹴 9181驫 纖対8年度tヒ ◎ リム･Û 嬬 166nV 鰄H 17年度は見込み

表 1 首都高速道路供用経過年数

供用経過年数 総 比
)

成
%

機
(

長延
載

積
焦

累 累積構成比
(%)

40年以上 13
,
4 4

.
7 13

.
4 4

.
7

30 ~ 39年 94
.
4 33

,
3 107

.
8 38

.
1

20 ~ 29 年 53
.
0 癩 邸 那

lo ~ 19 年 70
.
6 親 獺 離

9年以下 51
.
9 榔 獺 脚

合 計 283 3 100 獺 脚

図 2 首都高速道路の構造種別

88.7%(194.7km )

高架部
82.2%(233l km )



繕
費
の
コ
ス
ト
縮
減
に
は
こ
れ
ま
で
も
前
向
き
に
取
り
組

等
点
検
要
領
、
の
二
つ
で
目
指
す
べ
き
管
理
水
準
を
規
定

ん
で
き
て
お
り
、
平
成
八
年
度
に
比
較
す
る
と
m
当
た
り

し
て
い
る
と
考
え
て
い
る
。

具

生

　

　　

表 3 点検結果判定ランク (｢構造物等点検要領｣から)

点検の結果は、全て以下の損傷ランク概念で判定を行う。具
体的な判定は点検要領に定める判定基準による。

A ランク :緊急対応が必要な損傷等

ん
で
き
て
お
り
、
平
成
八
年
度
に
比
較
す
る
と
m
当
た
り

の
維
持
管
理
費
は
ほ
ぼ
半
減
す
る
こ
と
に
な
る

(表
2
)。

ま
た
、
こ
の
コ
ス
ト
縮
減
は
、
民
営
化
会
社
の
償
還
年
限

四
五
年
で
考
え
れ
ば
約
七
、
0
0
0
億
円
の
負
債
を
減
免

し
た
効
果
に
も
相
当
し
、
確
実
な
履
行
は
民
営
化
新
会
社

の
成
否
の
決
定
的
要
因
の
ひ
と
つ
に
も
な
っ
て
い
る
。

三

管
理
水
準
の
確
保
と
コ
ス
ト
縮
減
の
達
成

｢お
客
様
に
安
全
で
快
適
な
通
行
を
ご
提
供
｣
す
る
こ

と
が
我
々
の
責
務
で
あ
る
が
、
維
持
修
繕
費
削
減
と
い
う

厳
し
い
制
約
の
中
で
こ
の
責
務
を
果
た
す
こ
と
が
求
め
ら

れ
て
お
り
、
如
何
に
安
全
性
、
サ
ー
ビ
ス
レ
ベ
ル
を
低
下

さ
せ
る
こ
と
な
く
コ
ス
ト
縮
減
を
達
成
す
る
か
が
保
全
業

務
を
担
当
す
る
者
の
緊
急
か
つ
永
遠
の
テ
ー
マ
と
な
っ
て

い
る
。

1

管
理
水
準
の
確
保

目
指
す
べ
き
管
理
水
準
と
そ
れ
を
確
保
す
る
た
め
の
方

法

(点
検
や
清
掃
の
頻
度
や
手
法
)
は
必
ず
し
も
理
論
的

に
決
定
さ
れ
て
い
る
訳
で
は
な
く
、
経
験
的
に
定
め
ら
れ

て
き
て
い
る
場
合
が
多
い
が
、
概
念
的
に
は
｢安
全
確
保
｣

が
求
め
ら
れ
る
最
低
管
理
水
準
で
あ
り
、
さ
ら
に
予
算
的

に
許
さ
れ
る
範
囲
で

｢サ
ー
ビ
ス
レ
ベ
ル
の
向
上
｣
を
図

っ
て
い
く
こ
と
に
は
異
論
は
な
い
と
思
わ
れ
る
。

首
都
高
速
道
路
公
団
で
は
、
①
年
次
計
画
、
②
構
造
物

し
て
い
る
と
考
え
て
い
る
。

｢年
次
計
画
｣
で
は
、
基
本
的
な
経
営
方
針
に
基
づ
き
、

経
営
目
標
と
し
て
具
体
的
数
値
目
標
を
設
定
、
達
成
に
向

け
各
種
方
策
を
実
行
す
る
と
と
も
に
、
年
度
末
に
達
成
状

況
の
確
認
分
析
を
行
い
、
翌
年
度
年
次
目
標
を
策
定
す
る

こ
と
と
し
て
い
る
。

今
年
度
の
年
次
計
画
を
維
持
管
理
面
か
ら
見
る
と
、
そ

の
経
営
方
針
で

｢二
八
三
･
三
師
の
首
都
高
速
道
路
ネ
ッ

ト
ワ
ー
ク
を
も
っ
て
、
よ
り
安
全

･
円
滑
な
道
路
交
通
を

目
指
し
て
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
す
る
｣
と
し
て
お
り
、
経
営

目
標
と
し
て
、
総
合
顧
客
満
足
度
の
目
標
値
を
三
･
0

(五
段
階
評
価
)
(不
満
側
四
0
%
)
を
設
定
し
て
い
る
。

さ
ら
に
、
保
全
関
係
の
具
体
的
な
指
標
と
し
て
、
[渋

滞
の
改
善
と
円
滑
な
交
通
流
の
確
保
]
の
観
点
か
ら
①
路

上
工
事
時
間
、
②
工
事
渋
滞
量
、
③
工
事
規
制
回
数
、
④

平
均
事
故
処
理
時
間
を
、
[安
全
走
行
]
の
観
点
か
ら
①

事
故
件
数
、
②
道
路
構
造
物
保
全
率
、
③
走
行
の
安
全
に

関
わ
る
満
足
度
を
、
さ
ら
に

[環
境
の
改
善
]
の
観
点
か

ら
①
高
機
能
舗
装
率
を
、
具
体
的
に
設
定
し
て
い
る
。

一
方
、
首
都
高
速
道
路
の
構
造
物
及
び
附
属
施
設
の
点

検
補
修
の
理
念
を
規
定
し
た

｢構
造
物
等
点
検
要
領
｣

(平
成

一
三
年
制
定
)
で
は
、
損
傷
の
発
生
部
位
、
形
態

等
に
よ
り
、
補
修
の
緊
急
性
必
要
性
の
判
定
基
準
を
定
め

て
い
る

(表
3
)。

こ
の
要
領
の
中
で
、
要
対
応
損
傷
と
さ
れ
る
B
ラ
ン
ク

損
傷
の
対
応
期
限
に
つ
い
て
は

｢実
務
的
に
可
能
な
限
り

早
急
に
対
応
策
を
講
ず
る
｣
こ
と
が
基
本
的
な
考
え
方
で
、

｢遅
く
と
も
点
検
翌
年
度
中
に
対
応
策
を
講
ず
る
こ
と
を

前
提
に
判
定
基
準
を
策
定
｣
し
て
い
る
。
こ
の
判
定
基
準

を
管
理
水
準
の
観
点
か
ら
み
る
と
、
構
造
物
及
び
附
属
施

設
の
状
態
を
B
ラ
ン
ク
の
状
態
以
下
に
置
か
な
い
こ
と
の

宮
音
口と
み
な
せ
る
。

な
お
入
即
ラ
ン
ク
か
ら
D
ラ
ン
ク
ま
で
に
得
点
を
付
与

す
れ
ば
、
構
造
物
等
の
管
理
水
準
の
定
量
的
な
評
価
が
可

能
と
な
る
。
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A oランク :構造物全体の安全性に影響のある A ランク損傷

A 1ランク 構造物全体の安全性に影響はないが第三者被口
ずる恐れがあるA ランク損傷等

B ランク :対応策が必要な損傷等

C ランク :次回点検時まで対応策が必要ない損傷等

D ランク :異常なし (点検実施の事実を記録に残す)



2

コ
ス
ト
縮
減
の
達
成

安
全
性
や
サ
ー
ビ
ス
レ
ベ
ル
を
一
定
以
上
に
保
ち
な
が

ら
厳
し
い
コ
ス
ト
縮
減
を
達
成
す
る
た
め
に
、
清
掃
、
点

検
、
補
修
等
の
維
持
修
繕
業
務
の
内
容

(頻
度
、
手
法
、

単
価
等
)
に
つ
い
て
聖
域
を
設
け
ず
に
抜
本
的
な
見
直
し

を
行
っ
た
。
そ
の
際
、
安
全
性
に
直
接
影
響
の
少
な
い
清

掃
費
、
点
検
費
等
の
固
定
費
を
先
行
的
か
つ
重
点
的
に
削

減
、
安
全
性
に
直
接
関
わ
る
補
修
費
を
可
能
な
限
り
確
保

す
る
よ
う
に
心
が
け
、
全
体
削
減
目
標
を
実
現
す
る
よ
う

に
し
た
。

ま
た
、
維
持
修
繕
業
務
の
内
容
が
経
験
工
学
的
に
決
定

さ
れ
て
い
る
こ
と
も
踏
ま
え
、
今
年
度
下
半
期
に
特
定
路

線
等
で
試
行
実
施
、
そ
の
影
響
を
常
時
フ
ィ
ー
ド
バ
ッ
ク

す
る
こ
と
で
妥
当
な
管
理
水
準
を
求
め
試
行
錯
誤
し
て
い

〈
こ
と
と
し
て
い
る
。
こ
の
種
の
努
力
は
平
成
一
七
年
度

以
降
も
継
続
的
に
行
っ
て
い
く
必
要
が
あ
る
と
考
え
て
い

る
oさ

ら
に
、
如
何
に
コ
ス
ト
縮
減
策
を
工
夫
し
て
も
道
路

管
理
に
お
け
る
隠
れ
た
安
全
率
が
低
下
す
る
の
は
否
め
な

い
事
実
で
あ
り
、
今
後
、
道
路
管
理
者
意
識
を
一
層
高
く

も
ち
管
理
者
責
任
を
全
う
し
て
い
く
こ
と
が
益
々
重
要
に

な
っ
て
い
く
と
考
え
て
い
る
。

三

保
全
業
務
改
善
の
取
組
み

安
全
性
や
サ
ー
ビ
ス
レ
ベ
ル
を
一
定
以
上
に
保
ち
な
が

ら
コ
ス
ト
縮
減
を
達
成
す
る
こ
と
が
、
首
都
高
速
道
路
三

〇
〇
蹴
時
代
の
到
来
と
民
営
化
の
は
ざ
ま
の
中
で
首
都
高

速
道
路
の
保
全
業
務
に
携
わ
る
我
々
に
課
せ
ら
れ
た
課
題

で
あ
る
が
、
そ
の
目
標
を
達
成
す
る
た
め
に
、
①
大
量
に

発
見
さ
れ
る
損
傷
に
確
実
か
つ
効
率
的
に
対
応
し
て
い
く

た
め
の
点
検
補
修
シ
ス
テ
ム
の
再
構
築
、
②
道
路
管
理
者

意
識
を
高
め
管
理
者
責
任
を
直
接
全
う
す
る
た
め
の
イ
ン

ハ
ウ
ス
化
の
促
進
、
③
サ
ー
ビ
ス
レ
ベ
ル
向
上
の
一
環
と

し
て
の
工
事
渋
滞
の
削
減
、
総
構
造
物
の
老
齢
化
に
適
切

に
対
応
し
て
い
く
た
め
の
将
来
管
理
費
や
改
築
費
の
説
明

責
任
、
そ
し
て
、
◎
そ
れ
ら
を
総
括
す
る
意
味
で
の
ア
セ

ッ
ト
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
概
念
の
導
入
、
等
が
首
都
高
速
道
路

の
保
全
業
務
の
中
で
現
在
試
み
ら
れ
て
お
り
、
そ
の
概
要

を
以
下
に
述
べ
る
。

1

点
検
補
修
シ
ス
テ
ム
の
再
構
築

点
検
で
発
見
さ
れ
る
損
傷
を
確
実
に
補
修
し
て
い
く
こ

と
が
高
速
道
路
の
安
全
性
、
円
滑
性
を
保
つ
う
え
で
必
須

で
あ
る
が
、
老
齢
化
し
た
構
造
物
か
ら
発
見
さ
れ
る
大
量

の
損
傷
に
遅
滞
な
く
対
応
し
て
い
く
こ
と
は
決
し
て
容
易

で
は
な
く
、
点
検
補
修
シ
ス
テ
ム
を
構
築
す
る
こ
と
が
必

須
で
あ
る
。

公
団
で
は
、
平
成

=
年
に
首
都
高
速
道
路
で
相
次
い

で
発
生
し
た
附
属
施
設
に
伴
う
事
故
へ
の
真
摯
な
反
省
か

ら
、
点
検
補
修
シ
ス
テ
ム
の
抜
本
的
な
見
直
し
を
行
っ
た

が
、
そ
の
成
果
の
一
つ
と
し
て

｢構
造
物
等
点
検
要
領
｣

の
制
定
を
行
っ
て
い
る
。

こ
の
要
領
で
は
、
道
路
管
理
者
と
し
て
の
責
任
を
全
う

す
る
た
め

｢漏
れ
な
く
点
検
、
漏
れ
な
く
補
修
｣
を
主
眼

に
し
、
点
検
で
大
量
に
発
見
さ
れ
る
損
傷
に
対
し
て
迅
速

か
つ
確
実
に
補
修
等
の
対
応
を
行
っ
て
い
く
こ
と
を
目
的

に
、
従
来
分
野
ご
と
に
分
か
れ
て
い
た
要
領
を
統
合
す
る

と
と
も
に
、
点
検
手
法
や
頻
度
、
点
検
結
果
判
定
ラ
ン
ク
、

点
検
報
告
等
に
つ
い
て
実
務
経
験
に
基
づ
い
た
統
一
的
見

直
し
を
行

っ
て
い
る
。

ま
た
、
本
社
及
び
現
場
管
理
局
に

｢点
検
企
画
班
｣

(土
木
系
及
び
施
設
系
職
員
の
ベ
ア
で
構
成
)
を
設
置
、

点
検
の
企
画
や
結
果
の
最
終
判
定
、
そ
れ
ら
に
基
づ
く
適

切
な
補
修
実
施
、
ま
た
中
期
的
な
補
修
計
画
の
立
案
等
、

点
検
補
修
シ
ス
テ
ム
を
確
実
に
稼
動
さ
せ
る
た
め
組
織
的

な
体
制
作
り
を
行
っ
た
。
ま
た
、
関
係
役
職
員
を
構
成
員

と
し
た

｢点
検
フ
ォ
ロ
ー
ア
ッ
プ
会
議
｣
を
定
期
的
に
開

催
、
補
修
対
応
状
況
や
補
修
計
画
の
確
認
を
行
っ
て
、
点

検
補
修
シ
ス
テ
ム
が
組
織
的
か
つ
永
続
的
に
機
能
し
て
い

く
よ
う
に
努
め
て
い
る
。

さ
ら
に
、
点
検
補
修
シ
ス
テ
ム
の
基
本
と
な
る
点
検
補

修
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
｢保
全
情
報
管
理
シ
ス
テ
ム
(旨
田区
コ
のと

に
つ
い
て
も
、
毎
年
大
量
の
点
検
補
修
デ
ー
タ
が
発
生
し

デ
ー
タ
の
鮮
度
を
保
つ
こ
と
が
大
き
な
課
題
と
な
っ
て
い

る
こ
と
を
勘
案
、
単
な
る
ハ
ー
ド
面
や
ソ
フ
ト
面
の
構
築

だ
け
で
な
く
、
点
検
補
修
結
果
が
逐
次
報
告
さ
れ
て
く
る

現
場
維
持
事
務
所
･
施
設
管
制
所
に
専
属
の
オ
ペ
レ
ー
タ

を
配
属
す
る
な
ど
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
の
即
時
性
と
信
頼
性
を



高
め
る
工
夫
を
し
て
い
る
。
な
お
、
保
全
情
報
管
理
シ
ス

テ
ム
の
管
理
に
つ
い
て
は
、
業
務
の
特
殊
性
及
び
継
続
性

を
重
視
し
一
元
管
理
を
行
っ
て
い
る
。
ま
た
、
関
係
者
に

よ
る
月
例
会
議
で
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
運
用
上
の
問
題
点
に
つ

い
て
常
時
検
討
、
対
応
策
を
講
ず
る
よ
う
に
し
て
い
る
。

2

イ
ン
ハ
ウ
ス
化
促
進

現
在
公
団
で
実
施
し
て
い
る
保
全
業
務
(清
掃
、
点
検
、

設
計
検
討
、
補
修
工
事
等
)
の
多
く
は
、
公
団
職
員
の
監

督
指
示
の
下
、
請
負
業
者
が
実
務
を
行
っ
て
い
る
が
、
道

路
管
理
者
意
識
の
向
上
、
技
術
力
保
持
、
コ
ス
ト
縮
減
の

観
点
か
ら
公
団
職
員
が
自
ら
実
施
す
る
試
み

(イ
ン
ハ
ウ

ス
化
)
を
行
っ
て
い
る
。
対
象
業
務
と
し
て
は
、
点
検
業

務
を
中
心
に
、
従
来
外
注
し
て
い
た
高
速
道
路
上
巡
回
点

検
、
高
速
道
路
上
徒
歩
点
検
、
高
架
下
徒
歩
点
検
等
の
一

部
を
公
団
職
員
自
ら
行
う
よ
う
に
し
て
い
る
。
こ
の
他
、

純
粋
な
意
味
で
の
イ
ン
ハ
ウ
ス
化
で
は
な
い
が
、
毎
年
実

施
し
て
い
る

｢施
設
安
全
週
間
｣
の
中
で

｢M
e
×
ウ
オ

ッ
チ
ン
グ
｣
と
名
づ
け
た
役
職
員
に
よ
る
高
架
下
徒
歩
点

検

(モ
ニ
タ
ー
や
学
生
も
参
加
)
を
行
い
、
道
路
管
理
者

と
し
て
の
意
識
向
上
を
図
る
試
み
も
行
っ
て
い
る
。

ま
た
、
最
近
注
目
を
集
め
て
い
る
鋼
構
造
物
疲
労
対
策

に
つ
い
て
は
、
点
検
、
調
査
、
補
修
検
討
、
工
事
監
督
等

を
直
接
行
う
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
チ
ー
ム
を
構
成
、
専
任
で
業

務
を
行
う
な
ど
、
構
造
物
管
理
に
対
す
る
責
任
あ
る
対
応

と
技
術
力
向
上
を
図
る
努
力
も
し
て
い
る
。

3

工
事
渋
滞
削
減

一
日

-
-
二
万
台
の
お
客
様
に
ご
利
用
頂
い
て
い
る
首

都
高
速
道
路
に
お
い
て
、
渋
滞
解
消
は
最
大
の
課
題
の
ひ

と
つ
で
あ
る
が
、
保
全
業
務
の
実
施
に
お
い
て
も
可
能
な

限
り
渋
滞
を
引
き
起
こ
さ
な
い
よ
う
な
工
夫
を
常
時
行
っ

て
い
る
。

具
体
的
に
は
、
高
速
道
路
上
の
維
持
修
繕
業
務
は
、
緊

急
な
も
の
を
除
き
、
交
通
量
が
低
下
す
る
夜
間
に
限
定

(コ
ス
ト
縮
減
の
観
点
か
ら
交
通
量
の
少
な
い
一
部
路
線

で
昼
間
工
事
も
試
行
し
て
い
る
が
)、
ま
た
夜
間
交
通
量

が
多
い
金
曜
日
を

｢ノ
ー
工
事
デ
イ
｣
と
し
て
、
下
り
線

は
土
日
月
、
上
り
線
は
火
水
木
に
原
則
限
定
し
て
工
事
を

実
施
し
て
い
る

(｢曜
日
指
定
工
事
｣
)。
ま
た
、
工
事
を

舗
装
切
削
の
よ
う
な

｢音
の
出
る
工
事
｣
と

｢音
の
出
な

い
工
事
｣
に
区
分
、
そ
れ
ぞ
れ
の
工
事
開
始
終
了
時
刻
も
、

交
通
量
と
周
辺
環
境
を
配
慮
し
つ
つ
木
目
細
か
く
設
定
し

て
い
る
。
こ
の
た
め
夜
間
交
通
量
が
な
か
な
か
低
下
し
な

い
湾
岸
線
の
よ
う
に
規
制
設
置
撤
去
時
間
を
除
く
と
実
質

作
業
時
間
が
三
時
間
程
度
し
か
確
保
で
き
な
い
場
合
も
生

ず
る
。
ま
た
、
同
じ
規
制
帯
の
中
で
可
能
な
限
り
多
く
の

工
事
を
行
う

｢工
事
の
集
約
化
｣
や
、
J
H
中
央
道
集
中

工
事
と
今
年
初
め
て
一
緒
に
実
施
し
た

｢四
号
新
宿
線
集

中
工
事
｣
の
よ
う
な
工
事
の
集
中
実
施
に
よ
る
工
事
渋
滞

削
減
の
試
み
も
行
っ
て
い
る
。

さ
ら
に
、
交
通
管
制
デ
ー
タ
か
ら
渋
滞
の
時
間
、
長
さ
、

原
因
等
の
情
報
が
詳
細
に
得
ら
れ
る
こ
と
を
活
用
、
渋
滞

デ
ー
タ
の
分
析
結
果
を
も
と
に
｢工
事
渋
滞
削
減
検
討
会
｣

を
月
例
で
開
催
、
年
次
目
標
に
定
め
た
工
事
渋
滞
削
減
目

標
の
達
成
状
況
の
確
認
と
改
善
点
検
討
を
行
っ
て
い
る
。

4

将
来
管
理
費
･
改
築
費
の
説
明
責
任

公
団
で
は
、
平
成
一
三
年
度
よ
り
道
路
構
造
物
や
附
属

施
設
を
対
象
に
総
額
四
〇
〇
億
円
を
超
え
る

｢首
都
高
速

道
路
若
返
り
作
戦
｣
と
名
づ
け
た
構
造
物
の
予
防
保
全
対

策
や
附
属
施
設
の
落
下
防
止
対
策
等
を
実
施
し
て
来
て
お

り
、
老
齢
化
す
る
構
造
物
管
理
対
策
に
万
全
を
期
し
て
き

て
い
る
。

一
方
、
公
団
民
営
化
の
議
論
が
各
種
な
さ
れ
る
中
、
老

齢
化
し
た
構
造
物
や
定
期
更
新
の
必
要
な
大
量
の
附
属
施

設
を
抱
え
る
首
都
高
速
道
路
で
は
、
通
常
の
維
持
管
理
費

の
他
に
、
将
来
予
想
さ
れ
る
大
規
模
構
造
物
改
修
や
施
設

更
新
に
係
る
費
用
、
ま
た
今
後
開
通
す
る
中
央
環
状
新
宿

線
を
は
じ
め
と
す
る
管
理
に
手
間
が
か
か
る
長
大
ト
ン
ネ

ル
構
造
物
の
将
来
維
持
管
理
費
用
を
適
切
に
確
保
す
る
こ

と
が
、
民
営
化
新
会
社
が
道
路
を
適
切
に
管
理
し
て
い
く

う
え
で
欠
く
こ
と
の
出
来
な
い
論
点
の
ひ
と
つ
で
あ
る
と

考
え
て
い
る
。

こ
れ
ら
の
費
用
の
う
ち
、
維
持
修
繕
費
や
施
設
更
新
費

は
こ
れ
ま
で
の
経
験
も
踏
ま
え
比
較
的
容
易
に
試
算
で
き

る
が
、
民
営
化
後
の
四
五
年
間
で
構
造
物
の
劣
化
が
ど
の

よ
う
に
進
行
し
て
い
く
か
は
必
ず
し
も
理
論
的
に
確
立
さ

れ
て
い
る
訳
で
は
な
く
、
構
造
物
の
大
規
模
改
修
費
な
ど



は
一
定
の
仮
定
の
下
で
の
概
算
額
に
な
る
と
考
え
て
い
る

が
、
民
営
化
新
会
社
が
四
五
年
間
に
必
要
と
な
る
管
理
費

用
の
総
額
は
一
兆
円
を
超
え
る
と
試
算
し
て
い
る
。

こ
れ
ら
の
将
来
管
理
費
･
改
修
費
が
民
営
化
の
ス
キ
ー

ム
に
ど
う
組
み
込
ま
れ
て
い
く
か
は
現
時
点
で
は
未
だ
不

明
確
な
点
も
あ
る
が
、
コ
ス
ト
縮
減
を
更
に
進
め
る
と
と

も
に
、
将
来
費
用
の
必
要
性
に
関
わ
る
説
明
責
任
を
果
た

し
て
い
き
た
い
と
考
え
て
い
る
。

5

ア
セ
ッ
ト
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
概
念
の
導
入
と
適
用

道
路
管
理
に
ア
セ
ッ
ト
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
の
概
念
を
導
入

す
る
必
要
性
が
道
路
管
理
者
を
中
心
に
様
々
な
場
で
議
論

さ
れ
て
い
る
が
、
公
団
で
も
、
既
に
述
べ
た

｢点
検
補
修

シ
ス
テ
ム
の
再
構
築
｣
や

｢将
来
管
理
費

･
改
修
費
の
確

保
｣
等
で
ラ
イ
フ
サ
イ
ク
ル
コ
ス
ト
を
意
識
し
た
管
理
を

行
い
つ
つ
あ
る
。

ま
た
、
こ
こ
数
年
、
学
識
経
験
者
の
ご
意
見
を
頂
き
な

が
ら
、
よ
り
進
ん
だ
ア
セ
ッ
ト
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
シ
ス
テ
ム

の
構
築
を
目
指
し
各
種
検
討
を
行
い
、
点
検
補
修
シ
ス
テ

ム
に
つ
い
て
は
舗
装
、
塗
装
等
を
対
象
に
点
検
結
果
の
レ

イ
テ
ィ
ン
グ
に
基
づ
き
補
修
箇
所
の
最
適
化
を
図
る
個
別

マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
シ
ス
テ
ム
を
開
発
、
一
部
で
試
行
を
行
っ

て
お
り
、
今
後
全
面
展
開
さ
せ
る
予
定
で
あ
る

(図
3
)。

さ
ら
に
、
限
ら
れ
た
予
算
の
効
率
的
配
分
を
意
識
し
た

統
合
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
シ
ス
テ
ム
を
構
築
、
デ
ー
タ
に
基
づ

い
た
よ
り
長
期
的
視
点
に
た
っ
た
道
路
管
理
を
目
指
し
て

い
く
予
定
で
あ
る
。

四

ま
と
め

来
年
秋
に
｢首
都
高
速
道
路
公
団
｣
は
｢首
都
高
速
道

路
株
式
会
社
｣
に
移
行
す
る
が
、
最
初
に
述
べ
た
よ
う
に
、

｢安
全
で
円
滑
な
通
行
を
可
能
な
限
り
低
料
金
で
お
客
様

に
ご
提
供
す
る
｣
と
い
う
保
全
業
務
に
携
わ
る
も
の
に
課

せ
ら
れ
た
使
命
は
変
わ
る
こ
と
は
な
い
と
考
え
て
い
る
。

首
都
高
速
道
路
を
管
理
す
る
者
と
し
て
の
責
任
意
識
を
一

層
高
め
な
が
ら
日
常
の
業
務
に
取
り
組
ん
で
い
き
た
い
。
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“榊
鬱
胤刎鋼錮
圓翻鬱
特
集
/
様
々
な
道
路
の
管
理
手
法
圓
鱗
鷲
奪
野

阪
神
高
速
道
路
の
維
持
管
理
筆
法

阪
神
高
速
道
路
公
団
保
全
施
設
部

西
岡

敬
治

一

は
じ
め
に

阪
神
高
速
道
路
公
団
は
昭
和
三
七
年
五
月
に
設
立
さ
れ

て
以
来
、
関
西
都
市
圏
の
発
展
の
た
め
都
市
活
動
や
市
民

生
活
を
支
え
る
基
幹
道
路
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
づ
く
り
と
そ

の
管
理
に
全
力
を
傾
注
し
て
い
る
。
現
在
、
供
用
延
長
二

三
三
･
八
蹴

(図
1
)
、
一
日
の
平
均
利
用
台
数
約
九
三

万
台
を
数
え
る
に
至
っ
て
い
る
。
構
造
種
別
で
み
る
と

図
2
に
示
す
よ
う
に
、
全
体
の
八
六
%
が
橋
梁
区
間
で
あ

る
。
ま
た
阪
神
高
速
道
路
の
経
年
別
供
用
延
長
を
図
3
に

示
す
が
、
現
在
経
年
二
〇
年
以
上
の
構
造
物
が
二
分
の
一

以
上
、三
〇
年
以
上
の
構
造
物
が
三
分
の
一
以
上
を
占
め
、

構
造
物
の
高
齢
化
が
進
ん
で
い
る
。
一
方
構
造
物
の
維
持

管
理
費
は
縮
減
傾
向
に
あ
り
、
図
4
に
示
す
よ
う
に
、
平

成
五
年
度
を
ピ
ー
ク
に
そ
の
後
は
減
少
を
続
け
、
一
蹴
当

た
り
の
維
持
修
繕
費

(維
持
修
繕
費
/
供
用
延
長
)
で
比

較
す
る
と
、
平
成
五
年
度
が
一
億
七
、
0
0
0
万
円
で
あ

っ
た
の
に
対
し
、
平
成
一
五
年
度
は
九
、
0
0
0
万
円
と

五
三
%
に
な
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
厳
し
い
条
件
下
で

大
規
模
か
つ
交
通
量
の
多
い
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
保
全
し
て

い
く
た
め
に
、
管
理
手
法
の
合
理
化
や
新
技
術
の
導
入
な

ど
に
取
り
組
ん
で
い
る
。

二

大
規
模
補
修
工
事

阪
神
高
速
道
路
の
補
修
は
、
通
常
交
通
量
の
少
な
い
夜

間
に
車
線
規
制
に
よ
り
実
施
し
、
騒
音
や
振
動
を
伴
う
よ

う
な
工
事
を
実
施
す
る
場
合
は
、
沿
道
住
民
へ
の
影
響
を

考
慮
し
て
、
休
日
の
昼
間
に
実
施
し
て
い
る
。
し
か
し
、

路
面
を
は
じ
め
と
す
る
道
路
本
体
及
び
付
属
物
の
損
傷

は
、
広
範
囲
か
つ
多
岐
に
わ
た
る
た
め
、
通
常
の
車
線
工

事
に
よ
り
す
べ
て
補
修
す
る
に
は
、
規
制
回
数
の
増
加
及

び
渋
滞
の
多
発
が
避
け
ら
れ
な
い
状
況
に
あ
る
。そ
こ
で
、

利
用
者
及
び
沿
道
住
民
へ
の
影
響
を
最
小
限
と
し
、
安
全

で
効
率
的
な
補
修
を
行
う
た
め
、
交
通
管
理
者
、
関
係
機

関
の
協
力
を
得
て
、
短
期
間
で
集
中
的
に
行
う
大
規
模
補

修
工
事
を
計
画
的
に
実
施
し
て
い
る
。

大
規
模
補
修
工
事
は
、
通
常
の
車
線
規
制
工
事
と
比
較

し
て
、
短
時
間
に
多
く
の
工
事
を
実
施
す
る
こ
と
が
で
き

る
た
め
、
交
通
影
響
及
び
工
事
費
の
面
で
優
れ
て
い
る
。

ま
た
工
事
の
施
工
性
が
良
い
こ
と
か
ら
、
品
質
管
理
、
安

全
管
理
の
面
で
も
優
れ
て
お
り
、
効
率
的
か
つ
経
済
的
な

工
事
手
法
と
い
え
る
o

一
方
、
大
規
模
補
修
工
事
の
実
施
に
際
し
て
は
、
道
路

交
通
や
沿
道
環
境
へ
の
影
響
に
特
に
配
慮
が
必
要
で
あ

る
。
こ
の
た
め
影
響
を
最
小
限
に
す
る
た
め
、
阪
神
高
速

つつ "苫簗ニー1つ う^nれ 11
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図 1 阪神高速道路網図

(平成16年5月現在)

地 区
橋梁区間

土工区間 トンネル区間 合 計鋼 桁 コンクリート桁 小 計
大阪地区
(km )

(48.7 % )
112 ,7

(1l,9% )
27 ,8

(60,1% )
140 5

(0.7% )
1,6

(o.3% )
0,7

(61.1% )
142 .8

兵庫地区
(km )

(20.3% )
47 ,4

(5.6% )
13.1

(25,9% )
60.5

(8.o% )
18 ,6

(5,1% )
11.9

(38.9% )
9 1.O

全
はず本 (68,5% )

160 4

(17.5%〉
40 .9

(86.o% )
20 1,O

(8.6% )
20 ,2

(5,4% )
12 .6

(100.o% )
233.8

I圏鋼 桁 ロコン外輪 圓土工区間 口杉村区間 l

全 体 6 8 .5 % 17 .5 % 6 8 5 %ヌ

大阪地区 78 .9 % 19 .5 %
乱せ%

兵庫地区 5 2 .T % 14 .4 % 2 0 .4 % 1 3 .1 %

0 % 2 0 % 4 0 % 6 0 % 8 0 % 10 0 % l

図 2 阪神高速道路の構造種別



道
路
公
団
で
は
利
用
者
及
び
沿
道
住
民
の
皆
様
に
チ
ラ
シ

工
事
の
効
率
化
を
図
る
た
め
、
平
成
元
年
か
ら
は
表
1
に

に
示
す
一
一
号
池
田
線
に
お
い
て
一
〇
月
二
五
日
か
ら
一

を
配
布
す
る
と
と
も
に
、
横
断
幕
の
設
置
、
テ
レ
ビ
や
ラ

示
す
よ
う
に
上
下
線
を
同
時
に
通
行
止
め
す
る
現
行
方
式

一
月
一
日
ま
で
の
七
昼
夜
間
で
実
施
し
た
。
主
な
工
事

ジ
オ
に
よ
る
C
M
及
び
新
聞
広
告
な
ど
様
々
な
媒
体
を
用

い
て
事
前
の
広
報
を
実
施
し
て
い
る
。
ま
た
施
工
中
の
騒

音
や
振
動
を
低
減
さ
せ
る
た
め
に
、
伸
縮
継
手
補
修
の
ジ

ョ
イ
ン
ト
ス
ラ
イ
ス
工
法

(
ノ
ー
ブ
レ
ー
カ
ー
工
法
)
、

舗
装
補
修
の
ウ
ォ
ー
タ
ー
ジ
ェ
ッ
ト
工
法
と
い
っ
た
新
技

術
を
開
発
･
採
用
し
て
き
た
。

大
規
模
補
修
工
事
は
、
当
初
は
工
事
区
間
を
細
分
化
し

て
、
年
間
数
路
線

･
数
回
に
分
け
て
実
施
し
て
い
た
が
、

図 3 阪神高速道路の経年別供用延長

(平成16年 5月現在)

供 用 年 数
供 F凱 延 長 (km) 癈大阪地区 兵庫地区 全 体

0年以上 5年未満 - I2.6 -2.6 loo o

5年以上1 0年未満 26.1 29.2 55.3 94,6
1 0年以上1 5年未満 隠 聞 捌 脚1 5年以上 2 0年未満 閣 鵺 鮴 饅2 0年以上 2 6年未満 幻 鵺 知 臨
2 5年以上 3 0年未満 蜘 - 鰓 糾3 0年以上 醐 繃 鯰 澗合 計 縦 伽 榔 ー

0
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0
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0
‘
o

f

蛔

堰

1
1
2
2
3

□
□
□
□
□
□
圏

全

楠

鰄
示
す
よ
う
に
上
下
線
を
同
時
に
通
行
止
め
す
る
現
行
方
式

を
採
用
し
て
い
る
。
長
年
の
工
事
経
験
を
経
て
、
工
事
方

法
や
広
報
手
法
の
改
良
を
重
ね
、
今
で
は
ご
利
用
の
ド
ラ

イ
バ
ー
の
皆
様
、
地
元
の
皆
様
、
関
係
機
関
等
か
ら
一
定

の
コ
ン
セ
ン
サ
ス
を
得
て
い
る
。
平
成
一
六
年
度
は
図
1

一
目
平
均
通
行
台
数

(千
台
/
日
)

0凹
の

鱒

閲

0 0

00

M

m

00

00

1

9

8

7

6

5

4

3

2

1

0

撤
回

費

行
く

　
　
　
　

　
　
　
　

　
　
　
　

　
　
　
　
　

0

0

0

0

0

0

0

5

0

5

0

5

3

2

2

1

S 39 S 43 S 47 S 51 S 55 S 59 S 63 H 4 H 8 H T2

図4 年度別維持修繕費の推移

維
持
修
繕
費

(億
円
)
･供
用
延
長
(畑
)

一
月
一
日
ま
で
の
七
昼
夜
間
で
実
施
し
た
。
主
な
工
事
内

容
は
表
2
に
示
す
と
お
り
で
あ
る
が
、
①
安
全
性

･
走
行

性
の
向
上
、
②
周
辺
環
境
の
改
善
、
③
利
用
者
サ
ー
ビ
ス

の
向
上
、
④
老
朽
化
に
よ
る
補
修
を
主
な
工
事
目
的
と
し

て
、
工
事
総
額
約
二
七
億
円
、
延
べ
作
業
人
員
約
一
六
、

0
0
0
人
、
延
べ
作
業
車
両
約
一
0
、
0
0
0
台
の
規
模

で
実
施
し
た
。

ま
た
今
回
の
大
規
模
補
修
工
事
の
効
果
を
表
3
に
示

す
。
ま
ず
今
回
の
大
規
模
補
修
工
事
で
行
う
舗
装
･
ジ
ョ

イ
ン
ト
補
修
等
を
通
常
の
車
線
規
制
工
事
で
実
施
し
た
場

合
、
工
事
日
数
が
約
ニ
ニ
四
日
必
要
で
あ
り
、
こ
れ
ら
の

工
事
は
大
き
な
音
が
す
る
た
め
、
沿
道
の
皆
様
へ
の
影
響

を
考
慮
す
る
と
、
休
日
の
昼
間
に
実
施
せ
ざ
る
を
え
ず
、

そ
の
場
合
は
約
三
･
七
年
か
か
る
こ
と
に
な
る
。

次
に
工
事
渋
滞
に
よ
る
お
客
様
の
時
間
損
失
を
試
算
し

た
場
合
、
通
常
の
車
線
規
制
工
事
と
比
較
し
、
大
規
模
補

修
工
事
で
は
、
約
六
九
億
円
の
縮
減
効
果
が
あ
る
。
さ
ら

に
、
大
規
模
補
修
工
事
の
場
合
、
工
事
ご
と
の
規
制
資
材

の
設
置
･
撤
去
が
不
要
な
こ
と
、
大
型
機
械
の
搬
出
が
一

度
で
済
む
こ
と
、
連
続
し
て
作
業
が
で
き
る
こ
と
等
の
メ

リ
ッ
ト
が
あ
り
、
工
事
広
報
費
を
考
慮
に
入
れ
て
も
、
通

常
の
規
制
工
事
よ
り
約
三
億
円
の
工
事
費
が
縮
減
で
き

る
。



三

ア
セ
ッ
ト
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
へ
の
取
組
み

阪
神
高
速
道
路
公
団
で
は
、
保
全
情
報
管
理
シ
ス
テ
ム

と
い
う
資
産
、
点
検
、
補
修
に
関
す
る
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
シ

ス
テ
ム
を
現
在
運
用
中
で
あ
る
。
ま
た
そ
の
デ
ー
タ
ベ
ー

ス
を
活
用
し
、
構
造
物
を
計
画
的
に
維
持
管
理
す
る
橋
梁

マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
シ
ス
テ
ム
の
構
築
に
着
手
し
て
お
り
、
長

期
的
に
適
切
な
維
持
管
理
を
行
っ
て
い
く
た
め
の
支
援
シ

ス
テ
ム
と
し
て
運
用
す
る
予
定
で
あ
る
。

ス と
表ー 通行止め工事による補修工事の実績　 　 　
年 度 期 間 路線名 範 囲
H 1 H -.= .5 ~ H t ll1 3 池田線

上り)池田人路~ 環状合流 (t42 km )
下り)中之島八路~ 池田出路 “3.6km )

H 2 H2.113 ~ H 2.=‘= 堺線 上り)堺終点~ 環状合流 (122 km )
下り)環状分岐~ 堺終点(千日前線含む) Q 3.4km )

H 3 日3.-02 7 ~日3.= .4
守□･森小

路線
上･下)環状合流~ 守□･森小路終点 (12 1km )

H 4 H 41 0 25 ~ H 4.112
東大阪線 十･下)澱除~ 水走終点 (15.Bk m
大阪西宮線 十･下)阿波座分岐~ 中之島西 命Rk "

H 5 H51 0.17′) H5l o.25
環状線 南行)夕陽丘出路~ 湊町人路 @ .7km )
札M頁範畠 上･下)全欧聞 く12.↑km )

H 6 H61 1.t9ノ〉H6.11 27 池田線 上･下)全区間 (142 km )

H 1 0 H 10.ff.1 ~ H 10.↑1.9
堺線 上り)堺終点 ~ 環状合流 (12.2km )

下男 環状分岐~ 堺終点(千日前線含む) G 3.4km )
西大阪線 上･下)全区間 (3 8km )

H 1 1 H l2.l.l9 ~ H l21 .27
守□･森小

路線
上･下)環状合流~ 守口･森小路終点 (俊.lkm )

H 1 2 H 13 1 30/》H-32 .7
東大阪･大
阪港線

上･下)南港北分岐~ 水走終点 (23.7km )

大阪西宮線 上)中之島西~ 西長堀 (0.捌く諭

H 1 3 H 131 l.20 ~ H131 12 8 環状線 南fa 梅田人路~ 夕陽丘出階 (8.7km )

H 14 H -4.10.23 ~ Hl4.-0.30 環状線 北fの 湊町人路 ~ 梅田出驚 く62 km )

H 1 5 H15J O.21 ~ H↑5.102 9
松原線 上･下)仝反問 “四 km )
環状線 南行)夕陽丘出路~ 湊町合流部 のRkm )

表 2 主な工事内容

事 内容 1 単位 I設備裁量 l 工事教量 1 備 考
1.安全性･走r升生の向上
声文鰭心三名安全は小商い高機能舗装の採用
布連結による安全性･走f劉生の向上

(伸縮能手工事)
綱桁連結
P O桁連結
高欄部表示改良碆

,924 173,310〆 (811)
26
l8
i

高機能舗装

かア区間の視線誘導･
{ “庁彰良

辯
鰤
式

〆 (2363)
252
68
l

2 . 割辺環境の改善
ノージョイント化や高機能舗装の採用による騒音等の低減

I讓鼾 l協 髭箋= 協議 戸 333･補修478

3 .利用者サ-ピスの向上
視認性の高い照明設備 ･情報提供設備への取替

鬮聡 轟増! u‘!総員鰐織om
本 L ooo

1,l60
79

1,I60高欄照明へ取替450m
浦0協照明へ取替700m

箇所 30 8
4 ,老朽旧こよる補修
老朽化し九料金町! -ス ･
料金種フを塔等補修 I一箇所 l 71 7l
門型柱取替 I 基 -

-
2oI

】 51
6 .点検の実施
工事区間全線にわたる構造物の点検

蟻礒寮設備点検十襄 l~ ] ;I豊麗残
※ ( ) は、項目が重複していることを示す。

表 3 通行止め工事による効果

項 目
1車線規制工事 通行止め工事

(b)- (a)
(a) (b)

規制規模l競驚け晶裔 224日 7日

約3.7年 7日
時間便益の損失額(億円) ff5 46 △6 9

工事費(億円) 30 27 △3

車線規制工事 通行止め工事

1

保
全
情
報
管
理
シ
ス
テ
ム

保
全
情
報
管
理
シ
ス
テ
ム
は
、
図
5
に
示
す

｢保
全
情

報
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
｣
と
、
そ
れ
ら
の
デ
ー
タ
を
管
理
す
る

｢管
理
シ
ス
テ
ム
｣
の
二
つ
の
要
素
で
構
成
さ
れ
て
い
る
。

保
全
情
報
デ
ー
タ
は
、構
造
や
部
位
で
一
八
種
に
区
分
し
、
友及 る 情 ※日 .祝日 (騒音の出るエ熟ま昼間) でエ事を実施する場合の期間を示していますo
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図 5 保全除去管理システム

　

　

　
　

ジ

　
　
　
　
　

過不足の記録

現
在
一
六
万
を
超
え
る
デ
ー
タ
が
蓄
積
さ
れ
て
お
り
、
竣

工
図
も
画
像
デ
ー
タ
と
し
て
蓄
積
し
て
い
る
。
補
修
デ
ー

タ
は
一
〇
種
の
区
分
で
、
三
二
万
デ
ー
タ
が
シ
ス
テ
ム
に

納
め
ら
れ
て
い
る
。

く実際彩り維持補修費)

トシステムのシステム構成

2

橋
梁
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
シ
ス
テ
ム

橋
梁
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
シ
ス
テ
ム
は
、
保
全
情
報
管
理
シ

ス
テ
ム
の
莫
大
な
デ
ー
タ
を
活
用
し
、
平
成
一
四
年
度
よ

り
本
格
的
な
シ
ス
テ
ム
の
構
築
に
着
手
し
た
。
こ
の
シ
ス

緘

テ
ム
は
図
6
の
シ
ス
テ
ム
構
成
に
示
す
流
れ
で
、
長
期
的

ム

な
観
点
か
ら
維
持
修
繕
費
の
額
を
算
出
し
、
構
造
物
を
適

テス

切
な
水
準
に
維
持
で
き
て
い
る
か
ど
う
か
を
監
視
す
る
と

、ンの

と
も
に
、
ラ
イ
フ
サ
イ
ク
ル
コ
ス
ト

(L
C
C
)
を
最
小

ムテ

化
す
る
と
い
う
概
念
に
基
づ
き
、
よ
り
効
率
的
か
つ
合
理

荻
的
な
維
持
補
修
計
画
の
立
案
を
支
援
す
る
こ
と
を
目
的
と

　
　ン

し
て
い
る
。
こ
の
シ
ス
テ
ム
が
対
象
と
す
る
橋
梁
の
主
な

渉
構
成
部
位
と
し
て
は
、
塗
装
、
舗
装
･

伸
縮
継
手
･

銅
構

擦

造
、
コ
ン
ク
リ
ー
ト
構
造
･

床
版
の
ムハテ
ー一種
と
し
て
い
る
o

廉

現
在
舗
装
に
関
す
る
試
算
及
び
精
査
を
先
行
し
て
実
施
し

6

て
お
り
、
そ
の
概
要
を
以
下
に
示
す
。

図

L
C
C
が
最
小
と
な
る
補
修
周
期
あ
る
い
は
補
修
時
期

を
最
適
周
期
と
呼
び
、
こ
の
時
点
で
の
機
能
水
準
を
最
適

管
理
水
準
と
呼
ぶ
こ
と
に
す
る
。
あ
る
区
間
に
お
け
る
舗

装
の
管
理
水
準

(M
C
I
)
と
L
C
C
の
関
係
の
一
例
を

図
7
に
示
す
。
こ
の
区
間
で
は
、
M
C
I
=
六
･
一
で
補

修
を
実
施
し
て
い
け
ば
L
C
C
が
最
小
と
な
り
、
こ
の
と

-夕を対銀として、入力およ
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き
の
M
C
I
が
こ
の
区
間
の
最
適
管
理
水
準
と
な
る
。

四

維
持
管
理
の
新
技
術

阪
神
高
速
道
路
を
利
用
者
が
安
全
で
快
適
に
走
行
で
き

る
よ
う
に
、
日
常
的
及
び
定
期
的
な
構
造
物
の
点
検
を
実

施
し
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
道
路
構
造
物
の
現
状
は
、

建
設
後
の
経
年
に
よ
り
老
朽
化
が
進
み
、
ま
た
交
通
量
の

増
大
や
過
積
載
車
の
走
行
な
ど
に
よ
り
、
構
造
物
の
損
傷

が
早
く
現
れ
る
こ
と
が
想
定
さ
れ
る
。

ま
た
阪
神
高
速
道
路
を
支
え
る
構
造
施
設
と
し
て
は
、

道
路
本
体
と
し
て
の
橋
梁
や
ト
ン
ネ
ル
な
ど
の
土
木
構
造

物
を
始
め
、
照
明
、
標
識
、
非
常
電
話
、
料
金
所
等
の
道

路
付
属
施
設
な
ど
多
岐
に
わ
た
る
と
と
も
に
、
管
理
数
量

が
増
大
し
て
い
る
。
一
方
、
こ
れ
か
ら
の
社
会
を
考
え
た

場
合
、
点
検
技
術
者
の
高
齢
化
に
よ
る
減
少
が
予
想
さ
れ

る
。
ま
た
そ
の
管
理
手
法
も
従
来
の
対
処
療
法
的
な
保
全

で
な
く
、
構
造
物
の
長
寿
命
化
を
念
頭
に
置
い
た
予
防
保

全
が
必
要
と
な
っ
て
き
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
今
後
と
も

現
在
行
っ
て
い
る
点
検
の
質
を
踏
襲
し
、
更
な
る
合
理

例

化

.
効
率
化
を
図
り
、
か
つ
安
全
性
の
向
上
や
客
観
的

聽

デ
ー
タ
の
取
得
な
ど
を
目
的
と
し
た
新
技
術
の
開
発
が
望

凋

ま
れ
て
お
り
、
阪
神
高
速
道
路
公
団
で
は
こ
の
よ
う
な
課

斡
題
に
い
ち
早
く
取
組
み
、
舗
装
な
ど
の
路
面
状
況
を
判
定

7

で
き
る
高
速
路
面
点
検
車
を
開
発
し
た
。
ま
た
構
造
物
の

園

長
寿
命
化
の
技
術
に
も
積
極
的
に
取
り
組
ん
で
い
る
。
さ

ら
に
照
明
柱
な
ど
の
付
属
物
や
高
速
道
路
下
の
通
信
ケ
ー

ブ
ル
の
状
況
を
リ
ア
ル
タ
イ
ム
に
管
理
す
る
光
ケ
ー
ブ
ル

セ
ン
サ
ー
を
開
発
中
で
あ
る
。
以
下
に
阪
神
公
団
で
取
り

組
ん
で
い
る
構
造
物
の
長
寿
命
化
及
び
維
持
管
理
の
新
技

術
の
概
要
を
紹
介
す
る
。

高
い
こ
と
が
上
げ
ら
れ
る
。
こ
の
鋼
床
版
で
は
従
来
グ
ー

ス
ア
ス
フ
ァ
ル
ト
が
標
準
的
な
基
層
材
と
し
て
採
用
さ
れ

て
き
た
が
、
阪
神
高
速
道
路
公
団
で
は
、
耐
摩
耗
性
･
耐

流
動
性
･
水
密
性
に
優
れ
る
砕
石
マ
ス
マ
チ
ッ
ク
ア
ス
フ

ァ
ル
ト
を
試
験
的
に
採
用
し
て
い
る
。

2

防
水
技
術

コ
ン
ク
リ
ー
ト
構
造
物
は
当
初
防
水
と
い
う
概
念
が
な

か
っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
鉄
筋
の
腐
食

･
膨
張
に
よ
る

か
ぶ
り
コ
ン
ク
リ
ー
ト
の
剥
落
、
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
床

版
の
疲
労
損
傷
に
与
え
る
水
の
影
響
、
ア
ル
カ
リ
骨
材
反

応
に
お
け
る
ゲ
ル
の
吸
水
膨
張
な
ど
の
劣
化
が
水
に
よ
っ

て
も
た
ら
さ
れ
た
。
こ
れ
に
対
し
て
、
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー

ト
床
版
や
コ
ン
ク
リ
ー
ト
構
造
物
表
面
保
護
工
に
代
表
さ

れ
る
よ
う
に
、
コ
ン
ク
リ
ー
ト
構
造
物
を
水
や
二
酸
化
炭

素
な
ど
の
劣
化
因
子
か
ら
守
る
こ
と
を
目
的
と
し
た
技
術

が
開
発
さ
れ
た
。
阪
神
高
速
道
路
公
団
で
も
、
鉄
筋
コ
ン

ク
リ
ー
ト
高
欄
や
橋
脚
天
端
、
路
肩
コ
ン
ク
リ
ー
ト
へ
の

ウ
レ
タ
ン
樹
脂
拭
き
付
け
や
防
汚
塗
料
の
施
工
な
ど
様
々

な
試
験
施
工
を
実
施
し
て
い
る
。
今
後
と
も
こ
れ
ら
防
水

工
を
L
C
C
の
視
点
か
ら
評
価
し
た
り
、
年
々
開
発
さ
れ

る
新
し
い
材
料
を
効
率
的
に
評
価
す
る
試
験
方
法
や
シ
ス

テ
ム
に
つ
い
て
も
検
討
を
進
め
る
。

3

防
食
技
術

鋼
材
の
宿
命
と
し
て
腐
食
す
る
と
い
う
弱
点
が
あ
り
、

1

舗
装
技
術

阪
神
高
速
道
路
の
構
造
物
の
特
徴
に
鋼
床
版
の
比
率
が



環
境
条
件
に
よ
っ
て
は
さ
ら
に
腐
食
が
促
進
す
る
こ
と
も

あ
る
。
し
た
が
っ
て
鋼
構
造
物
を
長
く
維
持
す
る
に
は
鋼

材
を
防
食
こ
と
が
必
須
と
な
っ
て
い
る
。
防
食
方
法
と
し

て
最
も
一
般
的
な
施
工
法
は
塗
装
で
あ
り
、
塗
装
材
料
と

し
て
は
塩
化
ゴ
ム
、
ポ
リ
ウ
レ
タ
ン
樹
脂
、
フ
ッ
素
樹
脂

が
あ
る
。
都
市
内
に
位
置
す
る
阪
神
高
速
道
路
の
場
合
、

L
C
C
以
外
に
も
塗
替
え
工
事
に
伴
う
高
架
下
街
路
の
交

通
渋
滞
や
安
全
性
な
ど
の
社
会
的
影
響
を
考
慮
す
る
と
、

で
き
る
だ
け
塗
替
え
周
期
の
長
い
塗
装
系
を
採
用
す
る
こ

と
が
望
ま
し
く
、
長
寿
命
化
を
図
る
べ
く
い
わ
ゆ
る
重
防

食
塗
装
と
呼
ば
れ
る
新
た
な
塗
料
や
塗
装
の
設
計
に
関
す

る
検
討
を
進
め
て
い
る
。
一
方
、
北
神
戸
線
に
お
い
て
は

無
塗
装
耐
候
性
橋
梁
を
全
面
的
に
採
用
し
て
い
る
。現
在
、

冬
季
に
お
け
る
凍
結
防
止
剤
散
布
の
影
響
を
把
握
す
る
た

め
、
定
点
調
査
を
実
施
し
て
お
り
、
無
塗
装
耐
候
性
橋
梁

の
維
持
管
理
マ
ニ
ュ
ア
ル
の
作
成
の
検
討
を
行
っ
て
い

る
o

4

照
明
柱
疲
労
評
価
シ
ス
テ
ム

阪
神
高
速
道
路
に
設
置
さ
れ
て
い
る
電
気
通
信
設
備

は
、定
期
的
に
目
視
に
よ
る
近
接
点
検
を
行
っ
て
い
る
が
、

風
及
び
交
通
振
動
等
の
常
時
振
動
に
よ
る
照
明
柱
の
疲
労

が
懸
念
さ
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
光
フ
ァ
イ
バ
セ
ン
サ
技
術

を
応
用
し
た
評
価
シ
ス
テ
ム
の
構
築
に
着
手
し
て
い
る
。

こ
れ
ま
で
に
、
光
フ
ァ
イ
バ
振
動
セ
ン
サ
や
歪
セ
ン
サ
な

ど
の
適
用
可
能
な
セ
ン
サ
方
式
を
検
討
し
、
そ
れ
ぞ
れ
に

要
素
技
術
と
し
て
実
用
化
が
可
能
で
あ
る
と
の
検
証
結
果

を
得
て
い
る
。
ま
た
現
地
計
測
の
結
果
か
ら
主
桁
振
動
レ

ベ
ル
と
の
関
係
に
よ
る
照
明
柱
の
疲
労
評
価
が
可
能
で
あ

る
こ
と
を
検
証
し
た
。
今
後
は
、
さ
ら
に
主
桁
や
照
明
柱

の
特
性

(振
動
モ
ー
ド
、
固
有
周
期
、
周
波
数
応
答
、
応

力
分
布
、
疲
労
等
級
な
ど
)
の
解
析
的
把
握
や
交
通
量
を

含
め
た
グ
ル
ー
プ
化
指
標
と
の
関
係
の
整
理
、
サ
ン
プ
ル

計
測
に
よ
る
フ
ィ
ー
ド
バ
ッ
ク
を
行
い
、
各
種
セ
ン
サ
や

解
析
の
組
み
合
わ
せ
と
利
用
方
法
、
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
の
規

模
に
つ
い
て
検
討
を
進
め
る
。

五

お
わ
り
に

二
一
世
紀
は
整
備
さ
れ
た
社
会
資
本
を
良
好
な
状
態
に

維
持
す
る

｢維
持
管
理
の
時
代
｣
と
言
わ
れ
て
い
る
。
阪

神
高
速
道
路
公
団
に
お
い
て
も
、
今
後
は
事
後
保
全
だ
け

で
な
く
、
本
文
で
述
べ
た
よ
う
に
点
検
結
果
を
適
切
に
分

析
し
、
構
造
物
の
長
寿
命
化
策
の
立
案
な
ど
、
L
C
C
を

最
小
と
す
る
予
防
保
全
の
考
え
方
を
積
極
的
に
取
り
入

れ
、
よ
り
合
理
的
な
維
持
管
理
に
努
め
る
所
存
で
あ
る
。



融邊
臓
物
繃榊
榊
特
集
/
様
々
窓
道
路
の
管
理
筆
法
繊
鬮
圓
鬱緒

本
州
四
国
連
綣
精
公
圏
に
蘂
捗
る

週
睡
の
管
理
薹
濾
に
つ
い
て

本
州
四
国
連
絡
橋
公
団
保
全
企
画
課

平
原

伸
幸

本
州
四
国
連
絡
橋
公
団
(以
下
｢本
四
公
団
｣
と
い
う
。)

は
、
本
州
と
四
国
を
結
ぶ
海
峡
部
長
大
橋
群
で
あ
る
本
州

四
国
連
絡
橋
の
道
路
、
鉄
道
の
建
設
及
び
管
理
を
総
合
的

か
つ
効
率
的
に
行
う
こ
と
等
に
よ
り
、
本
州
と
四
国
の
間

の
交
通
の
円
滑
化
を
図
り
、
も
っ
て
国
土
の
均
衡
あ
る
発

展
と
国
民
経
済
の
発
達
に
資
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
昭

和
四
五
年
七
月
に
設
立
さ
れ
た
。

以
来
、昭
和
五
四
年
の
大
三
島
橋
供
用
開
始
に
始
ま
り
、

瀬
戸
中
央
自
動
車
道

(及
び
本
四
備
讃
線
へ鉄
道
と
、
神

戸
淡
路
鳴
門
自
動
車
道
の
全
線
、
平
成
一
一
年
五
月
の
新

尾
道
大
橋
、
多
々
羅
大
橋
及
び
来
島
海
峡
大
橋
な
ど
の
開

通
に
よ
り
西
瀬
戸
自
動
車
道
が
概
成
し
、
本
州
と
四
国
は

三
つ
の
ル
ー
ト

(以
下
、
｢本
四
道
路
｣
と
い
う
。)
で
結

ば
れ
た
。

現
在
、
当
公
団
の
管
理
延
長
は
三
ル
ー
ト
合
計
で
一
七

二
･
九
蹴
あ
り
、
そ
の
う
ち
二
三
･
七
m
は
海
峡
部
で
二

一
橋
の
長
大
橋
を
有
し
て
い
る
。
橋
梁
種
別
は
吊
橋
、
斜

張
橋
、
ト
ラ
ス
橋
等
多
種
多
様
な
も
の
と
な
っ
て
い
る
。

長
大
橋
の
維
持
管
理
の
基
本
的
な
考
え
方
、
さ
ら
に
現
在

実
施
し
て
い
る
具
体
例
と
し
て
防
食
技
術
、
非
破
壊
検
査

技
術
に
つ
い
て
紹
介
す
る
。

二

基
本
的
な
考
え
方

道
路
の
保
全
業
務
は
、
安
全
で
円
滑
な
交
通
を
確
保
す

る
た
め
、
構
造
物
点
検
、
清
掃
･
植
栽
管
理
等
維
持
作
業
、

小
規
模
修
繕
、
事
故
や
災
害
復
旧
及
び
雪
氷
対
策
作
業
な

ど
道
路
の
維
持
管
理
を
行
う
ほ
か
、
交
通
環
境
の
変
化
に

伴
い
更
に
機
能
を
向
上
さ
せ
る
た
め
の
各
種
改
良
や
災
害

を
未
然
に
防
止
す
る
た
め
の
対
策
な
ど
を
含
ん
で
い
る
。

ま
た
、
近
年
は
地
域
社
会
や
自
然
環
境
と
の
調
和
を
も
求

め
ら
れ
て
き
て
い
る
。

本
四
道
路
は
多
く
の
海
峡
部
長
大
橋
を
有
す
る
た
め
、

次
の
よ
う
な
特
徴
が
あ
る
。

①

他
に
代
替
ル
ー
ト
が
な
く
、
交
通
路
と
し
て
の
常

時
性
の
確
保
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。

②

多
く
の
費
用
を
投
じ
た
貴
重
な
社
会
資
本
で
あ

り
、
長
期
永
続
的
に
良
好
な
状
態
に
保
つ
必
要
が
あ

る
。

③

長
大
橋
は
長
さ
方
向
に
細
長
い
構
造
の
た
め
、
自

動
車
や
鉄
道
等
の
荷
重
に
よ
り
大
き
く
伸
縮
す
る
、

動
き
の
あ
る
構
造
物
で
あ
る

(例
え
ば
橋
の
長
さ
方

向
の
設
計
伸
縮
量
は
、
明
石
海
峡
大
橋
で
土
一
四
五

皿
、
南
備
讃
瀬
戸
大
橋
で
プ
ラ
ス
六
二
伽
~
マ
イ
ナ



ス
六
七
ゆ
。

④

海
上
部
を
横
断
し
て
い
る
た
め
、
塩
分
、
風
雨
に

曝
さ
れ
る
等
厳
し
い
自
然
条
件
下
に
設
置
さ
れ
て
い

る
。

構
造
物
は
老
朽
化
に
よ
り
次
第
に
維
持
修
繕
費
が
増
大

す
る
。
特
に
、
本
四
連
絡
橋
を
代
表
と
す
る
長
大
橋
は
貴

重
な
社
会
資
本
で
あ
り
、
橋
梁
の
架
け
替
え
や
大
規
模
な

補
修
が
困
難
で
あ
る
た
め
、
長
期
に
亘
り
健
全
に
保
つ
必

要
が
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
当
公
団
に
お
い
て
は
構
造
物

の
劣
化
、
損
傷
が
発
生
し
て
か
ら
行
う
事
後
保
全
で
は
な

く
、
劣
化
の
進
行
、
健
全
度
を
評
価
し
、
適
切
な
時
期
に

補
修
を
行
う
予
防
保
全
を
目
指
し
て
い
る
。

予
防
保
全
と
は
ラ
イ
フ
サ
イ
ク
ル
コ
ス
ト

(初
期
の
建

設
の
費
用
だ
け
で
な
く
、
供
用
中
の
維
持
管
理
の
費
用
や

更
新
時
の
費
用
を
も
含
ん
だ
全
体
の
費
用
)
を
最
小
化
す

る
こ
と
を
目
的
と
し
、
定
期
的
に
点
検
、
劣
化
予
測
、
評

価
、
判
定
を
行
う
こ
と
に
よ
り
、
適
切
な
時
期
に
補
修
、

対
策
を
実
施
し
構
造
物
の
延
命
化
、
維
持
修
繕
費
の
節
減

を
図
る
こ
と
で
あ
る
。

三

技
術
開
発

長
大
橋
の
維
持
管
理
を
行
う
に
あ
た
り
、
構
造
物
の
延

命
化
の
た
め
の
技
術
開
発
に
取
り
組
ん
で
お
り
、
以
下
に

そ
の
代
表
例
を
示
す
。

1

吊
橋
ケ
ー
ブ
ル
送
気
乾
燥
シ
ス
テ
ム

吊
橋
の
ケ
ー
ブ
ル
は

｢素
線
｣
と
呼
ば
れ
る
直
径
約
五

皿
の
鋼
線
で
構
成

(例
え
ば
、
明
石
海
峡
大
橋
で
は
片
側

の
ケ
ー
ブ
ル
当
た
り
五
皿
の
素
線
が
三
六
、
八
三
〇
本
集

ま
っ
て
直
径

一
･
一
m
の
ケ
ー
ブ
ル
と
な

っ
て
い
る
。
)

さ
れ
て
お
り
、
素
線
を
束
ね
た
ケ
ー
ブ
ル
は
わ
ず
か
な
が

ら
空
隙
を
有
し
て
い
る
。
こ
の
空
隙
に
水
分
と
酸
素
が
界

在
す
る
と
、
錆
の
発
生
に
よ
り
将
来
的
な
強
度
低
下
が
懸

念
さ
れ
る
。
そ
の
対
応
と
し
て
、
こ
の
空
隙
に
乾
燥
空
気

　

　

　

　

一

気
…

}

気

　

　

　

送気用機械設備

-ア

　　
　

　
　

、ン燥

　
　
　　　
　　
　

　送図

を
送
り
込
む
こ
と
に
よ
り
、
ケ
ー
ブ
ル
内
部
の
水
分
を
除

去
し
、
ケ
ー
ブ
ル
内
の
湿
度
を
あ
る
一
定
値
以
下
と
す
る

こ
と
で
、
錆
の
発
生
を
押
さ
え
る
シ
ス
テ
ム
を
構
築
し
て

い
る

(図
1
)。

醇

2

海
中
基
礎
鋼
ケ
ー
ソ
ン
電
着
防
食
工
法

海
峡
部
橋
梁
の
海
中
基
礎
は
、
鋼
ケ
ー
ソ
ン
と
呼
ば
れ

る
型
枠
に
、
コ
ン
ク
リ
ー
ト
を
打
設
し
て
構
築
さ
れ
て
い

る
。
当
初
、
海
中
に
没
し
た
鋼
ケ
ー
ソ
ン
の
表
面
は
一
様

　

　
　　　

流

一

　

　

　

　

　
　
　
　

　を

職
　
　

　



に
錆
び
て
い
く
も
の
と
想
定
し
て
い
た
が
、
建
設
後
の
調

査
の
結
果
、
部
位
に
よ
り
著
し
く
発
錆
が
進
行
す
る
孔
食

と
い
う
現
象
が
発
見
さ
れ
た
。
こ
の
孔
食
を
こ
の
ま
ま
放

置
し
、
鋼
ケ
ー
ソ
ン
が
腐
食
、
消
滅
し
た
場
合
、
内
部
の

コ
ン
ク
リ
ー
ト
に
悪
影
響
を
与
え
る
こ
と
か
ら
、
鋼
ケ
ー

ソ
ン
の
腐
食
を
防
ぐ
必
要
が
生
じ
た
。
そ
こ
で
、
海
水
中

に
微
弱
電
流
を
流
す
こ
と
で
、
海
水
中
の
カ
ル
シ
ウ
ム
や

水
酸
化
マ
グ
ネ
シ
ウ
ム
を
主
成
分
と
す
る
物
質
を
鋼
ケ
ー

ソ
ン
壁
面
に
付
着
さ
せ
、
腐
食
を
抑
え
る
シ
ス
テ
ム
を
構

築
し
て
い
る

(図
2
)
。

3

非
破
壊
検
査

吊
橋
の
ハ
ン
ガ
ー
ロ
ー
プ

(桁
を
ケ
ー
ブ
ル
か
ら
吊
り

下
げ
る
た
め
の
ロ
ー
プ
)
は
、
建
設
し
て
数
十
年
後
に
は

取
り
替
え
る
必
要
が
あ
り
、
こ
の
ハ
ン
ガ
ー
ロ
ー
プ
の
交

換
時
期
を
推
定
す
る
た
め
に
、
現
状
の
耐
力
を
架
橋
位
置

に
お
い
て
、
ロ
ー
プ
を
破
壊
す
る
こ
と
な
く
簡
便
か
つ
正

確
な
測
定
方
法
の
開
発
が
望
ま
れ
た
。

そ
こ
で
、
ハ
ン
ガ
ー
ロ
ー
プ
の
内
部
腐
食
の
状
況
を
確

認
す
る
た
め
、
ロ
ー
プ
を
強
く
磁
化
す
る
こ
と
で
生
じ
る

磁
束

(あ
る
断
面
を
通
る
磁
力
線
の
数
)
に
着
目
し
た
全

磁
束
法
が
開
発
さ
れ
た
。

ま
た
、
ア
ン
カ
レ
イ
ジ
や
海
中
基
礎
の
コ
ン
ク
リ
ー
ト

構
造
物
に
対
し
て
も
よ
り
合
理
的
な
管
理
を
行
う
た
め
、

レ
ー
ダ
ー
波
に
よ
り
、
鉄
筋
の
位
置
を
把
握
し
、
コ
ン
ク

リ
ー
ト
の
か
ぶ
り
量
を
推
定
す
る
非
破
壊
検
査
を
導
入
し

て
い
る
。

こ
れ
ら
の
検
査
か
ら
得
ら
れ
た
定
量
的
な
デ
ー
タ
に
よ

り
、
劣
化
現
況
の
把
握
と
劣
化
予
測
を
行
い
、
適
切
な
時

期
、
補
修
方
法
の
検
討
を
行
っ
て
い
る
(写
真
1
、
図
3
)。

4

長
期
防
錆
型
塗
装

海
峡
部
の
橋
梁
は
、
鋼
橋
で
構
成
さ
れ
て
お
り
、
そ
の

総
塗
装
面
積
は
約
四
〇
〇
万
話
と
膨
大
で
あ
る
た
め
、
塗

替
は
多
大
な
工
費
と
工
期
が
予
測
さ
れ
る
。
こ
の
た
め
、

厳
し
い
腐
食
環
境
に
耐
え
、
か
つ
、
塗
替
塗
装
作
業
の
頻

度
を
低
減
す
る
た
め
耐
久
性
の
優
れ
た
重
層
構
造
の
長
期

防
錆
型
塗
装
系
が
採
用
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
塗
装
の
特
徴

は
、
錆
止
め
塗
料
と
し
て
防
食
性
に
優
れ
た
厚
膜
型
無
機

ジ
ン
ク
リ
ッ
チ
ベ
イ
ン
ト

(亜
鉛
を
高
濃
度
に
含
ん
だ
塗

料
)
を
第
一
層
目
に
採
用
す
る
こ
と
で
、
亜
鉛
の
も
つ
電

気
化
学
的
な
犠
牲
防
食
機
能
に
よ
り
、
鉄
を
錆
か
ら
守
る

も
の
で
あ
る
。

当
公
団
で
は
、
現
場
で
の
塗
替
が
困
難
な
、
第
一
層
目

の
無
機
ジ
ン
ク
リ
ッ
チ
ペ
イ
ン
ト
の
塗
膜
を
常
に
健
全
に

保
つ
こ
と
を
目
的
と
し
て
、
上
塗
層
、
中
塗
層
の
塗
膜
の

損
耗
速
度
を
暴
露
試
験
及
び
室
内
試
験
を
実
施
し
、
下
塗

層
の
露
出
す
る
時
期
を
よ
り
正
確
に
想
定
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
、
各
橋
梁
の
年
度
ご
と
の
施
工
を
行
っ
て
い
る
。
ま

た
、
施
工
に
お
い
て
は
、
効
率
よ
く
塗
り
替
え
る
た
め
の

塗
装
ロ
ボ
ッ
ト
の
開
発
を
行
い
、
省
力
化
及
び
経
済
化
を

図
っ
て
い
る
。
(写
真
2

･
3
)
。

写真 1 検査状況

　

　
　

ド
ー

ド
ー

シ

ン

ド

ラ

ラ

ン

ト

ト

ラ

図 3 全磁束法の概念図
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　(アーム先端の塗装ロールは、 斜部 ,垂直にも塗装 写真 2 塗装ロボット (その 1 )
可能) (塗装ロボットによる箱桁下面の(塗装ロボットによる箱桁下面の塗装状況)

写真 3 塗装ロボット (その 2 )

四

農
夫
橋
の
点
検

長
大
橋
の
点
検
に
は
、
そ
の
場
所
に
接
近
す
る
た
め
の

足
場
等
が
必
要
と
な
る
。
そ
こ
で
橋
梁
の
点
検
及
び
補
修

の
た
め
、
様
々
な
点
検
補
修
用
作
業
車
が
設
置
さ
れ
て
い

る
。
作
業
車
は
自
走
可
能
で
手
元
操
作
に
よ
っ
て
点
検
箇

所
に
自
由
に
移
動
で
き
る
よ
う
な
も
の
と
し
、
補
修
工
事

等
の
作
業
足
場
と
し
て
も
活
用
さ
れ
て
い
る
。

こ
う
し
た
点
検
用
の
作
業
車
に
は
、
桁
外
面
作
業
車
、

桁
内
面
作
業
車
、
吊
橋
ケ
ー
ブ
ル
作
業
車
、
塔
外
面
作
業

車
等
が
あ
り
、
橋
梁
の
多
く
の
箇
所
の
近
接
目
視
点
検
が

可
能
と
な
っ
て
い
る

(写
真
4

･
5
)
。

五

そ
の
他

当
公
団
に
お
い
て
も
他
公
団
と
同
様
に
、
本
線
上
に
設

置
さ
れ
て
い
る
気
象
観
測
装
置
(風
向
風
速
計
、
視
程
計
、

路
温
計
等
)
に
よ
り
、
リ
ア
ル
タ
イ
ム
で
道
路
の
気
象
状

写真 4 桁外面作業車

況
を
確
認
で
き
る
と
と
も
に
、
気
象
予
測
シ
ス
テ
ム
に
よ

り
、
強
風
、
降
雨
や
冬
季
の
路
面
凍
結
を
あ
ら
か
じ
め
予

測
し
、
防
災
時
等
に
は
迅
速
な
対
応
を
行
っ
て
い
る
。

六

最
後
に

本
四
連
絡
橋
は
、
本
州
と
四
国
を
結
ぶ
重
要
な
交
通
路

で
あ
る
だ
け
で
な
く
、
後
世
へ
引
き
継
ぐ
べ
き
貴
重
な
社

会
資
本
で
あ
る
。
特
に
海
峡
部
の
構
造
物
は
、
厳
し
い
自

然
環
境
に
位
置
す
る
こ
と
か
ら
、
通
常
の
土
木
構
造
物
に

比
べ
、
点
検
、
補
修
等
に
多
大
な
労
力
と
費
用
を
要
す
る

こ
と
に
な
る
。

今
後
と
も
効
率
的
な
管
理
手
法
、
効
果
的
な
補
修
方
法

の
確
立
を
目
標
に
道
路
管
理
を
行
っ
て
ま
い
り
た
い
。 写真 5 ケーブル作業車



4魂
鬱將鰭悩
洲
鬱
特
集
/
様
々
窓
道
路
の
管
理
手
法
総鬮
瀰消鬮
繃鬱
忽が

参
週
融
鬮
シ
ス
テ
ム
を
贓
い
礎

舗
装
冷
却

(C
O
O
L
R
O
A
◎
)
に
関
す
る
飜
究

山
形
県
鶴
岡
市
建
設
部
都
市
計
画
課
都
市
計
画
係
長

有
澤地

於袷
之

一

は
じ
め
に

高
齢
化
が
加
速
す
る
中
で
、
今
後
の
社
会
基
盤
整
備
に

は
、
一
層
の
バ
リ
ア
フ
リ
ー
化
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。
高

齢
者
は
、
公
共
交
通
機
関
を
主
な
移
動
手
段
と
す
る
こ
と

か
ら
、
そ
れ
ら
を
繋
ぐ
歩
行
空
間
の
整
備
に
は
、
歩
行
者

の
身
体
的
負
担
の
軽
減
に
対
す
る
配
慮
が
求
め
ら
れ
る
。

と
こ
ろ
が
歩
行
空
間
の
整
備
に
お
い
て
、
歩
行
者
を
取
り

巻
く
熱
環
境
に
つ
い
て
は
ほ
と
ん
ど
配
慮
さ
れ
て
お
ら

ず
、
首
都
圏
な
ど
歩
行
者
の
多
い
地
域
で
は
、
毎
年
数
百

人
に
上
る
熱
中
症
患
者
が
道
路
上
で
発
生
し
て
い
る
。
一

方
、
夏
期
間
の
日
中
の
日
射
量
は
、
三
〇
分
で
死
に
至
る

と
さ
れ
る
消
防
研
究
所
が
定
め
た
火
災
時
の
限
界
放
射
照

度
の
四
五
%
に
達
し
て
お
り
、
都
市
の
歩
行
回
遊
性
を
向

上
さ
せ
る
視
点
か
ら
も
、
歩
行
空
間
に
お
け
る
熱
環
境
の

改
善
策
が
求
め
ら
れ
る
状
況
に
あ
る
。

そ
こ
で
筆
者
ら
C
O
O
L

R
O
A
D
研
究
会
は
、
構

造
体
が
吸
収
･
蓄
積
し
た
熱
を
輸
送
し
、
地
下
水
、
河
川

水
等
へ
拡
散
さ
せ
る
技
術

｢C
O
O
L

R
O
A
D
｣
を

考
案
し
た
。
本
稿
で
は
、
気
象
計
測
、
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
、

サ
ー
モ
グ
ラ
フ
ィ
撮
影
等
多
角
的
な
調
査
か
ら
明
ら
か
に

な
っ
た
C
O
O
L
R
O
A
D
の
効
果
に
つ
い
て
報
告
す

る
。
な
お
、
C
O
O
L

R
O
A
D
と
い
う
名
称
は
、
｢涼

し
い
道
路
｣
と
い
う
意
味
だ
け
で
な
く
、
｢
い
か
し
た
道

路
｣
と
い
う
意
味
も
込
め
て
命
名
し
た
。

二

研
究
の
概
要

本
研
究
は
、
試
験
路
を
用
い
た
基
礎
研
究

(※
1
)
と
、

公
道
を
用
い
て
市
民
に
C
O
O
L

R
O
A
D
を
提
供
し

た
社
会
実
験

(※
2
)
か
ら
成
る
。

基
礎
研
究
で
は
試
験
路
を
用
い
て
、
そ
の
舗
装
体
内
に

埋
設
し
た
放
熱
管
内
に
チ
ラ
ー

(冷
凍
機
)
で
冷
却
し
た

不
凍
液
を
循
環
さ
せ
、
舗
装
体
内
温
度
等
の
計
測
を
行
っ

た
。
舗
装
体
内
の
構
造
を
図
1
に
示
す
。
そ
の
結
果
、
①

夏
期
の
日
中
に
お
い
て
一
0
℃
程
度
の
不
凍
液
を
循
環
さ

せ
る
と
四
~
八
℃
路
面
温
度
が
低
下
す
る
こ
と
、
②
二
二

時
か
ら
八
時
ま
で
の
夜
間
冷
却
で
も
、
舗
装
体
の
冷
蓄
熱

に
よ
り
日
中
の
路
面
温
度
低
下
を
可
能
と
す
る
こ
と
が
わ

か
っ
た
。
ま
た
、
人
体
表
面
の
サ
ー
モ
グ
ラ
フ
ィ
か
ら
、

C
O
O
L

R
O
A
D
上
で
は
人
体
の
表
面
温
度
が
低
下

す
る
こ
と
が
確
認
で
き
た
。

社
会
実
験
は
、
基
礎
研
究
よ
り
明
ら
か
に
な
っ
た
数
値

上
の
効
果
が
、
ヒ
ト
の
感
覚
に
対
し
て
有
効
か
、
ま
た
、

ヒ
ー
ト
ア
イ
ラ
ン
ド
の
防
止
に
対
し
て
有
効
か
を
把
握
す

る
た
め
、
中
心
市
街
地
の
歩
道
に
整
備
さ
れ
た
ヒ
ー
ト
ポ き為さ養諾々をそぎをベヘヘ



層
.一.

馬

　
　　　

　
　
　

プ
.一.
･

ン
プ
融
雪
シ
ス
テ
ム
を
逆
サ
イ
ク
ル
運
転
さ
せ
る
こ
と
に

よ
り
四
五
三
･
五
ぱ
の
歩
道
の
冷
却
を
行
い
、
実
際
に
C

O
O
L
R
O
A
D
を
市
民
に
提
供
し
た
。

図 1 舗装体の構造

れ
て
い
る
。

融
雪
運
転
で
は
地
下
水
と
熱
交
換
す
る
熱
交
換
器
を
蒸

発
器
、
舗
装
体
の
不
凍
液
と
熱
交
換
す
る
熱
交
換
器
を
凝

縮
器
と
す
る
こ
と
に
よ
り
、
地
下
水
を
熱
源
と
し
て
歩
道

の
融
雪
を
行
う
シ
ス
テ
ム
で
あ
る
。
C
O
O
L
R
O
A

D
運
転
で
は
、こ
の
ヒ
ー
ト
ポ
ン
プ
を
四
方
弁
を
用
い
て
、

蒸
発
器
と
凝
縮
器
を
逆
転
さ
せ
て
運
転
を
行
な
い
、
歩
道

に
冷
却
し
た
不
凍
液
を
循
環
さ
せ
、
地
下
水
に
放
熱
を
行

三

裏
験
装
置
及
び
裏
験
方
法

社
会
実
験
に
用
い
た
ヒ
ー
ト
ポ
ン
プ
シ
ス
テ
ム
を
図
2

に
示
す
。

本
シ
ス
テ
ム
は
基
本
的
に
融
雪
シ
ス
テ
ム
で
あ
り
、
定

格
電
力
六
五
蜥
の
R
4
0
4
A
冷
媒
の
圧
縮
機
、
地
下
水

と
冷
媒
の
熱
交
換
を
す
る
熱
交
換
器
、
舗
装
体
内
に
埋
設

し
た
パ
イ
プ
内
を
循
環
す
る
不
凍
液
と
冷
媒
の
熱
交
換
を

す
る
熱
交
換
器
、
歩
道
の
路
面
か
ら
九
三
･
五
皿
の
深
さ

に
二
、
八
三
九
寸
の
面
積
で
埋
設
し
た
放
熱
管
で
構
成
さ

公園内、 ④

~
＼

R

院

‐

　

　

　
　　

内
＼　

　
　
　

な愈

穐
嚢
藝

受

.

図 3 C O O L R O A D 提供実験場所

　　 　　　　　 　　　　　



な
っ
た
。

こ
れ
に
よ
り
、
舗
装
体
が
吸
収

･
蓄
積
し
た
熱
を
不
凍

液
が
輸
送
し
、
地
下
水
に
渡
す
と
い
う
サ
イ
ク
ル
が
形
成

さ
れ
る
。

実
験
に
お
い
て
は
歩
道
の
冷
却
に
用
い
た
不
凍
液
の
供

給
温
度
は
0
℃
に
設
定
し
た
。
C
O
O
L

R
O
A
D
は

図
3
･
図
4
に
示
す
よ
う
に
日
射
を
受
け
る
歩
道
、
バ
ス 図 4 C O O L R O A D 提供実験の全景

停
を
模
擬
し
て
メ
ッ
シ
ュ
シ
ー
ト
に
よ
り
日
陰
を
作
っ
た

歩
道
、
公
園
内
の
遊
歩
道
の
三
種
類
と
し
た
。
C
O
O
L

R
O
A
D
を
行
な
っ
た
面
積
は
車
道
に
面
し
た
歩
道
で
三

四
一
･
七
甘
、
公
園
内
の
遊
歩
道
で
三

一
･
八
話
の
計

四
五
三
･
五
話
と
し
た
。
ま
た
、
同
じ
舗
装
体
構
造
の
冷

却
を
行
わ
な
い
路
面
を
対
照
路
と
し
て
用
い
た
。

C
O
O
L

R
O
A
D
の
運
転
で
は
融
雪
面
積
に
対
し

て
C
O
O
L

R
O
A
D
実
施
面
積
を
一
六
%
と
し
た
た

め
、
圧
縮
機
は
五
0
%
の
容
量
制
御
で
運
転
を
行
っ
た
。

こ
の
と
き
冷
却
熱
量
は
路
面
全
体
で
平
均
一
四
四
曙

圧

縮
機
電
力
は
三
六
･
五
姻
で
あ
っ
た
。
実
験
は
八
月
か
ら

九
月
に
か
け
て
実
施
し
、
C
O
O
L

R
O
A
D
を
広
く

市
民
に
提
供
す
る
と
と
も
に
、
気
象
計
測
、
路
面
温
度
の

測
定
、
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
、
サ
ー
モ
グ
ラ
フ
ィ
の
撮
影
に

よ
り
、
多
角
的
に
C
O
O
L

R
O
A
D
を
評
価
す
る
こ

と
に
し
た
。
運
転
方
法
は
二
四
時
間
舗
装
体
の
冷
却
を
行

う
運
転
、
夜
間
の
一
〇
時
間
冷
却
を
行
う
運
転
の
二
通
り

行
な
っ
た
。

四

実
験
結
果

1

路
面
冷
却
効
果

図
5
に
二
四
時
間
の
冷
却
運
転
時
の
各
路
面
温
度
、
不

凍
液
温
度
の
デ
ー
タ
を
示
す
。

対
照
路
の
路
面
温
度
が
五
0
℃
程
度
ま
で
上
昇
す
る
の

に
対
し
、
C
O
O
L

R
O
A
D
で
は
日
射
路
面
で
七
℃

~

=
℃
、
日
陰
路
面
で
二
四
℃
の
温
度
低
下
が
確
認
さ

れ
た
。
公
園
内
の
C
O
O
L

R
O
A
D
も
通
常
の
C
O

O
L

R
O
A
D
と
同
様
の
温
度
と
な
っ
て
い
た
こ
と
、

対
照
路
の
日
陰
部
は
、
気
温
と
同
様
の
温
度
に
な
っ
て
い

た
と
が
わ
か
っ
た
。
ま
た
、
夜
間
に
お
い
て
は
路
面
温
度

は
露
点
以
下
に
低
下
し
て
お
り
、
結
露
が
発
生
し
、
日
中

に
は
結
露
水
の
蒸
発
潜
熱
も
冷
却
効
果
に
寄
与
し
て
い
た

こ
と
が
わ
か
っ
た
。
な
お
、
八
月
二
二
日
の
昼
間
の
日
射

対路照日射部 (◎)
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量
は
約
一
,
一
姻
/
甘
で
あ
っ
た
o

図
6
は
、
ニ
ニ
時
か
ら
八
時
ま
で
の
夜
間
電
力
で
冷
却

運
転
を
行
っ
た
結
果
を
示
し
た
も
の
で
あ
る
。
本
結
果
か

ら
、
夜
間
の
み
の
運
転
で
も
、
舗
装
体
内
の
蓄
熱
効
果
と

夜
間
の
結
露
発
生
に
よ
る
蒸
発
潜
熱
に
よ
り
、
日
中
の
路

面
温
度
を
低
下
さ
せ
る
効
果
が
あ
る
こ
と
が
わ
か
っ
た
。

な
お
、
天
候
条
件
が
異
な
る
た
め
、
二
四
時
間
冷
却
運
転

と
の
冷
却
効
果
の
定
量
的
な
比
較
は
で
き
な
か
っ
た
。

ゆ
い

2

C
O
O
L

R
O
A
D
の
冷
却
効
果

図
7
に
C
O
O
L
R
O
A
D
の
サ
ー
モ
グ
ラ
フ
ィ
を

示
す
。
黒
く
見
え
る
ほ
ど
温
度
が
低
い
。

路
面
の
温
度
は
人
体
の
表
面
温
度
や
芝
生
の
温
度
と
ほ

ぼ
同
じ
温
度
に
な
り
、
歩
行
者
は
路
面
か
ら
の
放
射
熱
を

感
じ
る
こ
と
な
く
、
芝
生
の
上
と
同
様
の
感
覚
で
舗
装
の

上
を
歩
く
こ
と
が
可
能
と
な
っ
た
。

一
〇
代
か
ら
七
〇
代
に
わ
た
る
計
一
七
四
名
の
ア
ン
ケ

ー
ト
調
査
で
は
、
約
六
割
の
人
が
効
果
が
あ
る
と
し
て
お

り
、
人
間
の
感
覚
か
ら
も
C
O
O
L
R
O
A
D
の
効
果

が
確
認
で
き
た
と
い
え
る
。

図
8
は
バ
ス
停
に
見
立
て
た
日
陰
部
分
を
冷
却
し
た
と

き
の
サ
ー
モ
グ
ラ
フ
ィ
を
示
し
た
も
の
で
あ
る
。
日
陰
部

の
冷
却
を
行
う
と
、
路
面
温
度
は
人
体
表
面
温
度
よ
り
も

約
一
0
℃
低
下
し
、
空
間
や
人
体
を
冷
却
す
る
効
果
が
生

じ
る
こ
と
が
わ
か
っ
た
。
こ
れ
に
よ
り
冷
房
の
き
い
た
部

図 7 C O O L R O A D 日

一モグラフイ測定結果

8 C O O L R O A D 日
一モグラフイ測定結果

　　
　
　
　
　
　
　
　
　
　の

　
　
　
　　
　

sい
きぬ

後

　
　

　

　
　　
　

　　
　　
　

屋
に
入
っ
て
い
る
よ
う
な

感
覚
に
な
る
結
果
が
得
ら

れ
、
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
で

は
八
八
%
の
人
が
効
果
的

で
あ
る
と
し
て
い
た
。

表 1 日射量の熱収支 (単位W /雨)

日射量 路面反射 路面放射 対流熱 舗装体吸収熱

COOL ROAD

1
,
044 範 80 95 /○引

100 % 00食
J

く･J 眺 % 鰡
対照路面

1
,
044 543 0

ノ
く
J2 4

T
0
ノ

l00 % 00)う･J
に、J 00く･J

うる 概食
J %Q

O

% 道々テセ 2004.11

3

ヒ
ー
ト
ア
イ
ラ
ン
ド

防
止
効
果

日
射
量
に
関
す
る
熱
収

支
を
表
1
に
示
す
。
日
射

に
よ
り
地
上
に
到
達
す
る

熱
は
、
反
射
、
対
流
、
放

射
し
、
そ
の
九
一
･
五
%

が
地
上
に
留
ま
る
。
C
O

O
L

R
O
A
D
で
は
、

舗
装
体
の
冷
却
に
よ
り
日

射
量
の
三
0
%
を
舗
装
体

が
吸
収
し
、
地
上
に
留
ま

る
熱
は
七
0
%
に
削
減
さ

れ
る
。
よ
っ
て
そ
の
差
二

一
･
五
%
の
熱
は
融
雪
パ

イ
プ
内
の
不
凍
液
に
よ
り

熱
交
換
器
に
運
ば
れ
、
地

下
水
と
熱
交
換
さ
れ
る
こ

と
に
よ
り
、
都
市
の
熱
を

移
動
･
拡
散
す
る
こ
と
が

"
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可
能
に
な
る
。

仮
に
都
市
の
二
五
%
が
道
路
で
あ
る
と
仮
定
し
、
そ
の

全
て
を
C
O
O
L

R
O
A
D
と
し
た
場
合
、
夏
期
間
の

正
午
か
ら
午
後
一
時
の
都
市
内
の
熱
を
五
･
四
%

(0
･

二
一
五
×
0
-
二
五
)
削
減
す
る
こ
と
が
で
き
る
計
算
に

な
る
。

五

今
後
の
展
望

C
O
O
L

R
O
A
D
は
、
融
雪
シ
ス
テ
ム
に
必
要
な

①
ヒ
ー
ト
ポ
ン
プ
ユ
ニ
ッ
ト
、
②
放
熱
管
に
加
え
て
、
③

舗
装
体
か
ら
奪
っ
た
熱
を
拡
散
さ
せ
る
た
め
の
冷
熱
源
で

あ
る
地
下
水
、
ま
た
は
河
川
水

(下
水
処
理
水
で
も
代
用

可
能
)
が
必
要
に
な
る
。
こ
の
た
め
、
融
雪
シ
ス
テ
ム
が

一
鮒
当
た
り
概
ね
九
~
一
〇
万
円
程
度
で
あ
る
の
に
対

し
、
C
O
O
L

R
O
A
D
は
河
川
水
、
ま
た
は
下
水
処

理
水
へ
排
熱
す
る
方
式
で
一
〇
万
円
、
地
下
水
へ
排
熟
す

る
方
式
で
三
一万
円

(さ
く
丼
費
用
を
含
む
)
と
少
し
割

高
に
な
る
。
し
か
し
、
都
市
の
熱
を
確
実
に
輸
送
で
き
る

技
術
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
歩
行
者
の
身
体
的
負
担
の
軽
減

や
ヒ
ー
ト
ア
イ
ラ
ン
ド
の
緩
和
の
た
め
に
も
適
用
が
望
ま

れ
る
。

本
研
究
で
は
C
O
O
L

R
O
A
D
を
金
銭
的
に
評
価

す
る
た
め
に
o
o日
日
中
g
[
<
巴
こ
鰈
勲o口
区
g
g
o
(仮
想
評
価

法
、
以
下

｢C
V
M
｣
)
を
実
施
し
た
。
C
V
M
で
明
ら

か
に
な
っ
た
C
O
O
L
R
O
A
D
に
対
す
る
増
白
日
轡
の粉

け
せ
淺

(支
払
意
思
額
、
以
下

｢W
T
P
｣
)
は
、
一
世

帯
当
た
り
一
、
0
三
八
･
四
円
で
あ
っ
た
。
C
O
O
L

る
支
払
い
意
思
額
は
、
一
世
帯
当
た
り
一
、
0
三
八

R
O
A
D
の
運
転
経
費
は
夜
間
の
蓄
熱
運
転
で
は
一
寸
当

た
り
一
月
約
九
四
円
で
あ
る
。
よ
っ
て
、
一
世
帯
当
た
り

の
W
T
P
で
二

ぱ
を
冷
却
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

六

研
究
の
ま
と
め

本
研
究
で
得
た
知
見
を
以
下
に
ま
と
め
る
。

①

C
O
O
L

R
O
A
D
の
路
面
温
度
は
対
照
路
に
比

較
し
て
七
℃
~

=
℃
温
度
が
低
下
し
、
人
体
の
表
面

温
度
や
芝
生
の
温
度
と
ほ
ぼ
同
じ
温
度
と
な
る
。ま
た
、

バ
ス
停
を
模
擬
し
た
日
陰
部
の
路
面
温
度
は
二
四
℃
程

度
低
下
し
、
舗
装
体
の
冷
却
に
よ
り
冷
房
と
同
様
な
効

果
が
得
ら
れ
る
。

②

夜
間
運
転
に
お
い
て
も
、
舗
装
体
の
蓄
熱
や
路
面
に

発
生
す
る
結
露
に
よ
り
、
冷
却
効
果
が
生
ず
る
。

③

-
七
四
名
の
C
O
O
L
R
O
A
D
利
用
者
に
よ
る

ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
か
ら
、
六
割
の
人
が
C
O
O
L

R

O
A
D
を
効
果
的
と
し
て
い
た
。
ま
た
、
日
陰
と
の
組

合
わ
せ
に
お
い
て
は
八
八
%
の
人
が
効
果
的
と
し
て
お

り
、
C
O
O
L

R
O
A
D
を
バ
ス
停
な
ど
の

｢待
つ

場
所
｣
に
設
置
す
る
こ
と
が
最
も
望
ま
し
い
と
い
う
意

見
が
多
か
っ
た
。

④

対
照
路
で
は
日
射
の
熱
量
の
丸
一
･
五
%
が
地
上
に

留
ま
る
が
、
C
O
O
L

R
O
A
D
で
は
七
〇
%
に
削

減
さ
れ
る
。

⑤

C
V
M
調
査
に
よ
り
C
O
O
L

R
O
A
D
に
対
す

四
円
で
あ
り
、
一
世
帯
当
た
り
の
W
T
P
で

=
甘
を

冷
却
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

本
研
究
は
国
土
交
通
省
道
路
局
の
平
成
一
五
年
度
社
会

実
験
と
し
て
鶴
岡
市
が
実
施
し
た
。研
究
に
当
た
っ
て
は
、

早
稲
田
大
学
理
工
学
部
浅
野
研
究
室
、
東
北
公
益
文
科
大

学
、
御
土
木
研
究
所
ご
㈱
前
川
製
作
所
に
C
O
O
L

R

O
A
D
研
究
会
員
と
し
て
ご
協
力
頂
い
た
こ
と
を
記
し
、

感
謝
の
意
を
表
し
ま
す
。

へ引
用
文
献
〉

※
1

有
地
裕
之
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集
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窯嬢

平
成
一
四
年
度
道
路
焚
通
管
理
統
計
の
概
要

道
路
局
道
路
交
通
管
理
課
企
画
係
長

横
田

直
樹

=

は
じ
め
に

道
路
交
通
管
理
統
計
調
査
は
、
全
国
の
道
路
に
お
け
る

道
路
の
管
理
体
制
、
道
路
管
理
施
設
の
整
備
状
況
等
の
道

路
交
通
管
理
の
実
態
を
的
確
に
把
握
す
る
と
と
も
に
、
今

後
の
社
会
情
勢
の
変
化
に
対
応
し
、
道
路
の
実
態
に
即
し

た
望
ま
し
い
道
路
交
通
管
理
の
あ
り
方
に
つ
い
て
検
討
す

る
た
め
の
基
礎
資
料
を
得
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
、
毎
年

度
実
施
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
。

本
調
査
は
、
道
路
法
に
基
づ
き
指
定
又
は
認
定
さ
れ
、

道
路
管
理
者
が
管
理
し
て
い
る
す
べ
て
の
道
路
を
対
象
と

し
て
お
り
、
道
路
運
送
法
に
基
づ
く
一
般
自
動
車
道
等
は

含
ま
れ
て
い
な
い
。

調
査
項
目
に
つ
い
て
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

①
道
路
監
理
員
の
任
命
状
況

②
道
路
管
理
用
車
両
の
保
有
状
況

③
道
路
パ
ト
ロ
ー
ル
の
実
施
実
績

④
道
路
情
報
管
理
施
設
等
の
設
置
状
況

⑤
道
路
災
害
の
発
生
状
況

⑥
異
常
気
象
時
の
通
行
規
制
実
績

⑦
異
常
気
象
時
の
警
戒
･緊
急
体
制
の
発
動
実
績

⑧
道
路
情
報
モ
ニ
タ
ー
の
活
動
実
績

⑨
車
両
取
締
り
機
器
等
の
設
置
状
況

⑲
道
路
標
識
に
よ
る
高
さ
、
総
重
量
等
の
制
限
の
状
況

⑪
特
殊
車
両
の
指
導
取
締
り
実
績

⑫
路
上
放
置
車
両
の
処
理
実
績

三

平
成
一
四
年
度
道
路
交
通
費
理
統
計
の
概

要

1

道
路
管
理
の
現
況

道
路
交
通
管
理
統
計
に
お
い
て
は
、
道
路
管
理
の
現
況

を
知
る
た
め
、
道
路
の
管
理
体
制
、
施
設
の
整
備
状
況
に

つ
い
て
調
査
を
行
っ
て
い
る
。

道̂
路
情
報
管
理
施
設
の
整
備
状
況
に
つ
い
て
〉

道
路
情
報
管
理
施
設
と
は
、
道
路
管
理
者
が
安
全
か
つ

円
滑
な
道
路
交
通
の
確
保
の
た
め
必
要
な
情
報
を
収
集

し
、
又
は
道
路
利
用
者
に
当
該
情
報
を
提
供
す
る
た
め
に

設
置
さ
れ
る
施
設
で
あ
り
、
道
路
上
の
道
路
情
報
提
供
装

置
、
車
両
監
視
装
置
、
気
象
観
測
装
置
、
緊
急
連
絡
施
設

等
が
含
ま
れ
る
。



へ異
常
気
象
時
に
お
け
る
通
行
規
制
実
施
に
つ
い
て
〉

豪
雨
、
地
震
等
の
異
常
気
象
時
に
お
い
て
、
道
路
の
構

造
を
保
全
し
、
又
は
交
通
の
危
険
を
防
止
す
る
た
め
、
各

道
路
管
理
者
は
、
通
行
規
制
基
準
、
通
行
規
制
区
間
を
定

め
、
事
前
の
通
行
規
制
を
実
施
し
て
い
る
。

平
成
一
四
年
度
に
お
い
て
、
道
路
管
理
者
が
道
路
法
第

四
六
条
に
基
づ
き
実
施
し
た
通
行
止
回
数
は
、
約
五
、
八

〇
0
件
と
な
っ
て
お
り
、う
ち
豪
雨
に
よ
る
も
の
が
約
三
、

九
〇
〇
件
と
大
部
分
を
占
め
て
い
る

(表
3
参
照
)。

2

　　
平
成
一
五
年
四
月
一
日
現
在
に
お
け
る
主
な
施
設
の
整

備
状
況
は
、
雨
量
計
約
七
、
三
〇
〇
基
、
温
度
計
約
四
、

七
〇
〇
基
、
風
速
計
約
二
、
三
〇
〇
基
等
と
な
っ
て
お
り
、

近
年
に
お
い
て
は
い
ず
れ
も
増
加
傾
向
に
あ
る

(表
2
参

照 近 七
ち 年 ○

に ○

　　

=
道
路
情
報
板
等
の
設
置
状
況
に
つ
い
て

平
成
一
五
年
四
月
一
日
現
在
に
お
け
る
主
な
施
設
の
整

備
状
況
は
、
道
路
情
報
板
約
二
万
一
、
0
0
0
基
、
路
側

放
送
約
四
〇
〇
区
間
、
ビ
ー
コ
ン
約
二
、
九
〇
〇
基
等
と

な
っ
て
お
り
、
近
年
に
お
い
て
は
、
特
に
路
側
放
送
や
ビ

ー
コ
ン
と
い
っ
た
、
よ
り
高
度
な
道
路
情
報
提
供
が
推
進

さ l な
(2) れ コ つ

て ン て
気 い と お
綴 る い り

、 年
退り衾だ近
置 参 よ に
設題豊挾

つ
い
て

表 1 道路情報板等の設置状況(平成15年 4月 1日現在)

道路種別

道路情 報 板
(基)

笄報表示板
(基) (台)

交通量潮粍器
(基) 路側敢送

(区間}
ビーコン
(基)

道路交通
速断装置
(基)A型 B型 C型 電光式 計 トンネル その他 計 トンネル その他 針 料金所 その他 計

高速自動車国道 2-0わ 丸第l 0 499 37㈹ 3,026 l74 3-l" ]-959 497 2月66 0 2,913 2-9l3 207 し640 7㈹
本州四国連絡道路 0 25 6 124 !55 29 8 37 6l 60 M} 92 24 =6 2 18 0
都 市 高 速 道 路 Il8 0 17 l-155 1290 105 = li6 739 1,331 2-070 643 4-618 626l 65 55I 16

鹸焉爛発 ]95 l35 8 2-600 名838 1,230 98 1-328 IJ60 3,819 ,々979 0 1,003 LO08 99 “8 657
187 433 も002 も831 3性53 930 48 978 161 68 229 4 14 】8 四 29 200

都 道 府 県 道 133 826 2,672 2J06 5-736 646 l,8第 2,473 45 37 82 0 7 7 5 30 733
市 町 村 道 241 3lo 674 365 1,580 142 l29 271 22 2 2毒 0 9 9 2 l 76

路露鬮笑窪
391 303 0 206 9㈹ 482 = 釜3 .

448 74
一
622 0

【~
0

446 l46 18 196 170
0 0 0

--
0

--
0

-ゑ
0 ▼り .

- o
‐

0 二o 0 0 0 0
･ 0

で
31746 96 121 一も99一一 862 弱写 ･l7 ･ 222 一一584 一言28 一面2【~ 542 99一一詞匿I u ･22

きf 3P81 3,268 4,500 9-3お 20,5I4 6邇93 2,324 9-117 5,169 6,1!6 !1285 1-28l 9-138 lo,419 434 2,8l3 2,869
注(1)施設は道路管理者が所有しているものを計上し、警察等他機関に貸与しているものを含む。

(2)道路情報板の種類は、 ｢道路情報装置の規格について｣ (昭和47年9月27日付け建設省道企発第52号道路局企画課長通達)による。
A 型 :オーバーヘッド型式のもの。 B 型 :路側設置型で表示幕により表示するもの。
C 型 :路側設置型で表示板により表示するもの。 電光式 :オーバーヘッド型、路側設置型といった型式にかかわらず、電光式のもの。

(3)警報表示板は、専らトンネル内事故、雪崩等災害の発生を表示するものを、トンネル内事故発生を表示するため設置したものとその他のものを区別して計上した。
(4)車両監視用テレビは、道路交通の状態を監視するため設置したテレビカメラで、トンネル内の状態を監視するためのものとその他のものを区別して計上した。
(5)驚倒放送とは、路側に設置された中波放送機 (モノポールアンテナ、誘導通信ケーブル)により、車載のカーラジオを通じて、道路交通情報を常時提供でき
るシステムをいい、中波放送機1基の放送区間を1箇所とし、同一区間であっても、 2基の放送機によって上下線で異なる放送を行っている場合は、 2箇所と
して計上した。
(6)ビーコンとは、 V I C S (道路交通情報通信システム :電波を用いて、リアルタイムで道路交通情報等運転者が必要とする情報を車載のコンピュータに提供
するシステム)における発信器として、道路管理者が路側に設置したものをいう。

表 2 気象観測装置の設置状況 (平成15年 4月 1日現在)

道路橇別

雨儉譜
温度計 触雷濯計 蟄議艫 優速計 擬難壺道路宮窪者餓震 その他の 訃

自動伝運 その他 者の設置 自動信越 その他 讃 自動伝進 その他 計 自動伝遊 その他 計 自動伝達 その他 8r 自動伝達 その他 計
高速自動車凪道 933 0 16 918 768 20 788 347 17 364 954 0 954 6明 10 701 361 5 369
本州四国遮絡う盡狢 16 0 0 15 23 0 23 0 0 0 23 0 23 26 4 “ l8 3 21
都 市 高 速 道 路 29 0 0 29 71 0 7美 】2 0 l2 70 0 " 60 0 50 “ 0 17

腿輻潴讓 1-066 60 5l L167 869 28l 1-l50 651 62 7I3-養親--癈‐髓 610
‘、 L

87一考さ一変珍&
163

J
39 …8÷“167 168 690 925 337 68l 爾8

“一癖6
-髭 462

都 道 府 県 道 361 141 1-067 1,569 386 G59 L046 4B5 l69 654 354 ln 465 l88 50 236 lgo 10 200
市 町 村 道 463 681 %4I4 2,488 209 325 53隻 101 322 423 67 29 86 20} !90 391 4 1 5

j講
日本道路公団 97

′
0 認こむ歪

^ I9み
93 3 96 38 0 38 105 0 105 80 I 8l 26 0 26

--
o
67

ー
o
51

-を8 0
-〕』 - -

0
--

0 =- o
‐

0 0 0 0 0 0
--了報

土木部企紫局
地方産焔公社 88 146

--]壽 一言 24
一一

鼓
ー

L7
ー

?l " 20 97 107 6
計 3,219 990 3,182 7-39l 2,823 1,920 4,?43 2,023 667 2,690 2,696 401 2,997 1,937 332 2-269 928 37 966

注の施設は道路管理者が所有しているものを計上し、警察等他機関に貸与しているものを含む。
(2)自動伝達式とは、テレメータ等により、自動的に道路管理者の事務所等に観測結果を伝達するものをいう
(3)規程障害観測装置とは、透過率計、 IT V等の霧、吹雪等による視程障害の程度を観測する装置をいう。



表 3 異常気象時の通行止回数 (平成14年度実績)

原 因

鱗 覇内外の別 ＼＼＼ 豪雨 地震 豪雪 地吹雪 路面凍結 雪崩 霧 強風 波浪 河川氾濫 その他 計
道路種別

高速自動車国道
内 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
外 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

本州四国連絡道路
内 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
外 0 0 1･▲ 0 0 0 0 0 0 0 0 1上
計 0 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 1驫

都 市 高 速 道 路
内 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
外 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

般
国
道

指定区間内
内 75 0 2 13 2 9 0 0 15 2 2 120
外 40 0 1具 38 12 5 0 2 6 2 8 114
計 115 0 3 5 1 l4 14 0 2 2 1 4 10 234

指定区間外
内 350 2 47 0 35 4 0 4 3 1 23 469
外 138 0 13 14 4 2 8 0 8 -1･L- 2 27 253
計 48 8 2 60 14 77 12 0 12 4 3 50 722

都 道府県道
内 L 057 2 106 29 33 15 0 30 4 0 8 96 1,4 16

外 505 38 76 108 5 1 8 4 5 2 22 2 l9 1,038

計 1,562 40 182 13 7 84 23 4 35 4 2 30 3 15 2,454

市 町 村 道
内 368 0 36 l 7 3 0 13 13 34 11 486
外 1.29 1 13 2 3 5 63 6 0 6 5 14 1 14 72 1,666
計 1,65 9 13 59 6 70 9 0 78 2 7 14 8 83 2, 152

般
有
料
道
路

日本道路公団
内 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
外 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

土木部企業局
内 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
外 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

地方道路公社
内 29 0 72 11̂ 8 7 0 0 18 8 0 5 220
外 7 0 19 12 3 0 0 1 0 0 5 4 7
計 36 0 9 1 13 90 0 0 19 8 0 10 267

計
内 1,8 79 4 263 44 164 3 1 0 65 79 45 13 7 2,7 11

外 1,98 1 5 1 133 177 17 l 2 7 4 8 1 23 L4 0 33 1 3, ll9
計 3,860 55 39 6 22 l 335 58 4 14 6 102 185 468 5,830

ー-
べくこ
ぐ

斧
什
凝
弾

く
"

注(1)道路管理者が道路法第拓条に基づき実施した通行止を、主たる原因別に計上した。
(2)規制区間内外の別の ｢内｣は規制区岡内で実施した規制を、 ｢外｣は規制区間外で実施した規制をさす。

なお、規制区間白ま、｢異常気象時における道路通行規制要領｣ (昭和44年4月 1日付け建設省道政発第16号及び第16号の2建設省道路局長通達別紙)第二に
規定する異常気象時通行規制区間及び ｢道路管理の強化について｣ (昭和45年9月18日付け建設省道政発第84号及び第84号の2建設省道路局長通達)記二に規定す
特殊通行規制区間をいう。
(3)規制区間内外にまたがった通行規制は、区間の長い方に計上した。
(4)通例の積雪による冬季閉鎖など異常気象に伴うものでない通行止は計上していない。



3

違
法
車
両
の
取
締
り
等

=

特
殊
車
両
の
取
締
り
に
つ
い
て

①

特
殊
車
両
の
指
導
取
締
り
実
績

道
路
管
理
者
は
、
車
両
制
限
令
の
基
準
を
超
え
て

い
る
車
両
で
、
道
路
法
第
四
七
条
の
二
第
一
項
に
基

づ
く
特
殊
車
両
通
行
許
可

(以
下
、
｢通
行
許
可
｣

と
い
う
。)
を
受
け
ず
に
通
行
し
て
い
る
車
両
及
び

通
行
許
可
の
条
件
に
違
反
し
て
通
行
し
て
い
る
車
両

の
指
導
取
締
り
を
行
っ
て
い
る

(表
4
参
照
)。

②

違
反
車
両
の
違
反
内
容

違
反
件
数
に
つ
い
て
は
、
通
行
許
可
を
受
け
て
い

な
い
場
合
が
約

一
五
、
三
〇
〇
件

(約
八
五
%
)
、

通
行
許
可
を
受
け
て
い
る
場
合
が
約
二
、
七
〇
〇
件

(約
一
五
%
)
と
な
っ
て
お
り
、
通
行
許
可
を
受
け

な
い
で
車
両
を
走
行
さ
せ
て
い
る
ケ
ー
ス
が
多
い
こ

と
が
う
か
が
え
る
。

違
反
内
容
と
し
て
は
、
通
行
許
可
を
受
け
て
い
な

い
場
合
に
お
い
て
は
、
寸
法
超
過
が
約
八
、
四
〇
〇

件
、
重
量
超
過
が
約
五
、
二
〇
〇
件
、
両
方
の
超
過

が
約
一
、
七
〇
〇
件
と
な
っ
て
い
る
。
通
行
許
可
を

受
け
て
い
る
場
合
に
お
い
て
は
、
重
量
超
過
単
独
で

の
違
反
が
約
七
〇
〇
件
で
あ
り
、
全
体
の
約
四
分
の

一
を
占
め
て
い
る

(表
5
参
照
)。

③

車
両
取
締
り
機
器
の
設
置
状
況

道
路
管
理
者
は
、
道
路
法
に
違
反
し
て
道
路
を
連

行
す
る
車
両
の
指
導
取
締
り
を
行
う
た
め
、車
重
計
、

付随的に料金所の軸重計により違反者を発見し、措置を行った場合。)は含まない。
(め許可取消、刑事告発の欄については、指導取締り基地における取締りの際の措置命令違反、常習違反による件数のほか、道路法47条第1項の規定又は許可条
件に違反して車両を通行させ、重大事故を発生させたことによるものを含む。

(3)措置内容の区分は、 ｢車両の通行の制限について｣ (昭和53年12月 1日付け建設省道交発第96号建設省道路局長通達)別添2 ｢特殊車両の通行に関する指導取
締要領｣による。

日導警告 :措置命令の必要がない程度が軽微である場合に、文書をもって再発防止等を指導警告すること。
日置命令 :違反車両に対し、車両構造の一部取り外し又は積載貨物の分割による重量、寸法の軽減措置、通行の中止、通行条件の遵守等を文書をもって命令する　

　
　

　
　
　

　

　
　

　
　
　

　

　
　

　
　
　

　

　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

量

籤
所

(4)日本道路公団の違反車両台数には、口頭による指導警告台数 (高速自動車国道 :6517台、一般有料道路 :698台)は含まない。
(の首都高速道路公団の違反車両台数には、口頭による指導警告 :lo,447件及び料金所における簡易な指導警告 :5,o66件は含まない。

は

の
に

　　　　

表 4 特殊車両の指導取締り状況 (平成14年度実績)

i萱証導管“聖者

死文皺帝り濯岳峰勘

対象車両
(台)

違反車両
(台)

措 置 内

蕎 間
間

時
時 裾 導

管
の

指
響
仲

置̂
"“

指
命
仲

箒乍可野女Y肖 夕刊邸[告発

賤交遊載りに係るもの
彎F故に
係糸るもの

耶又締事7に係、るもの
3｣“敦に鈷系るもの

日本!浦野“公団 (高速白簿功重囲
j道) 鰔 総 鰊 鱗 廓 潴 継 0 0 0 0

本州四区=連絡橋公団 郷 囎 鮴 627 397 397 0 0 0 0 0

都
市
高
速
道
路
公
団
等騨福

α

鯲

87

0

閑

歩
2

窮
嚼

0

…
“
徽
0

節

芻
露

し

繁
翁
鵺
0

鮖

賑

L

G

828

467

59

0

51

0 鰓 0

2

0

0

0

ジー

0 0 14

締於0

“

22

0

0

0

0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

。
-

。12 笈

矧 猟 燃 鰔 翳 紳 廓 廊 22 0 0 "‘

地
方
笹
鮪
局
等

ゴヒ前節萓｢肌発局) れ 46 鸚 173 れ 62 19 0 0 0 0
瑚電ネヒ地方門鵞‘錺局 65 鯰 郷 453 138 “ 別 0 0 0 ?-
僂副艇挺リブ塵備局 港 臘 娯 椰 瀦 搜 閲 0 0 0 0

ネヒじ室地方園封#釘局 滋 鉈 鵺 鴉 邱 30 6 0 0 0 0

中音邪気蛙ステ密遂‘繭芳訃 " 鱒 賊 768 滋 151 129 " 0 0 0

近誌“田方囃イ篇局 188 426 絲 双 507 餓 ① 0 11 0 0
中国地リブ轆‘爺局 " 227 902 筋 377 知 髄 0 0 Û
I円Iq地沈ア竪計ゞ窮局 銘 “ 405 汲 柤 俎 0 0 0 0 0

ノリ=地方軽国商局J 郎 郷 幼 鰓 眺 親 範 ô) 14 0 0

訥l僻目純潔令彗F務 は 22 167 61 8 7･ 11 0 0 0 0

梯
704 蹄 鞠 鵺 郷 紳 686 " クー 0 .･

扣$ 〆直 ′住 県 18 38 檄 97 芻 19 '‐▲ 0 0 0 t‘▲
ず自 走 市 2 姐 ?･ クー 2 0 0 0 0 0
市 町 村 22 “ 旧 血 6 6 0 0 n) 11 0

一般
百
科
道
路

日イミl宣ば各ノ礬、圃 製 鰡 鰡 痢 巡 臘 抑 0 0 0 0

土イく鼾$企‐業局 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

地方‐J道路夕"トt 2 4 笈 2 0 0 0 0 0 0 0

計 嫌 * 郷 袖 鵞 納 燧 鉈 2 6



表5 違反車両の違反状況 (平成14年度実績)
違反区分 許 可 な し (件) 許 可 あ り (件)
重量超過 e e e e @ @ e e e e

道路管理者 慈躍浚 = 雙 隻 計
‐ @ “ - : 雙 。 : @ : @ $ 。 。 ‐

:+ 計

その他違反 ‐ @ @ e e @ ● @ ◎

日本道路公団“報堕.-勤明嘲勘 4,753 5,525 7“ 11.042 262 37 28 103 9 14 9 2 49 37 8 8 26 3 1 n96 n ,638
オ州四囲姉“洛橋公団 41 356 0 397 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 397

堆曄首都 高速 道路 公団 邊o 372 44 536 o o 6 4 5 0 26 22 0 74 11 嬉 0 0 0 292
迷 阪 神 高 速 活 路 公 団 96 809 141 1,o46 85 o o 5 43 5 o lo 17 204 2 37 0 0 3……“-11 ,. ]護町

名 古 難 高 速 公 社 11 32 0 43 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 8 16

沽 広 島 高 速 公 社 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

甕 鐙 聞 北 九州 高速 公社 o 51 0 51 o o o o o o o o o o o o o o o 0 5l
朝

ノト 善十 227 1･264 l85 L 676 85 o 6 9 48 - 26 32 17 278 13 181 8 0 l1

四 国 地 方 整 備 局 0 4 14 18 2 l 0 1 0 0 0 0 0 0 l o l 1 16 23 ll
九 州 地 方 整 備 局 39 165 69 273 55 14 O 9 1 0 27 16 9 2 17 3 92 263 536
沖 縄 総 合 事 務 局 1 3 0 4 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 ｣

小 計 107 55l 398 1.056 342 101 30 107 6 40 12 u 60 19 33 9 l40 38 385 1,333 23 89
部 濱 府 県 3 3 4 10 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 9 0 2 l4 24
指 定 市 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 9
市 町 村 6 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6

餓 日 本 活 路 公 団 79 718 372 L.l69 0 0 0 0 0 0 0 0 1] 0 1 0 0 0 5 17 1.1S6
瀞 土 木 部 企 業 局 o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o
料 地 方 道 路 公 社 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

注(1)違反内容の区分については、以下のとおり。
①無許可"道路法第47条の2第1項に基づく特殊車両通行許可を有しない場合。
○重量超過-車両総重量、軸重、隣接軸車及び辯論荷重について車両制限令第3条に規定する限度を超えて道路を通行していた場合。
○寸法超過一幅、高さ及び長さについて車両制限令第3条に規定する限度を超えて道路を通行していた場合。

②許可有り "何らかの特殊車両通行許可を有する場合。
○経路違反-許可証と通行経路が異なる場合。
○積荷違反-許可証の積載貨物と積荷が異なる場合。
○重量超過-許可証の許可重量 (総重量、軸重等)を超える場合。
○寸法超過-許可証の許可寸法 (幅、高さ及び長さ)を超える場合。
○条件違反-条件書の許可条件 (徐行条件、時間制限等)に違反した場合。
○その他 -その他の許可証及び条件書の記載内容違反、許可証不携帯等。

(2) 1台の車両に複数の違反内容が該当する場合は、各々 1件として計上している。



軸
重
計
等
の
重
量
測
定
機
器
の
設
置
を
行
っ
て
い
る

(表
6
参
照
)。

②

路
上
放
置
車
両
の
処
理
に
つ
い
て

近
年
、
廃
棄
車
両
の
処
理
費
用
の
高
騰
等
に
よ
り
、
道

路
上
に
放
置
さ
れ
一
般
交
通
の
障
害
と
な
っ
て
い
る
車
両

(路
上
放
置
車
両
)
が
増
加
傾
向
に
あ
り
、
社
会
問
題
と

な
っ
て
い
る
。

平
成
一
四
年
度
の
路
上
放
置
車
両
発
見
台
数
は
全
体
で

約
三
万
三
、
0
0
0
台
で
あ
る
が
、
こ
の
う
ち
三
0
%
以

上
が
指
定
市
に
お
け
る
も
の
で
あ
る

(表
7
参
照
)。
ま

た
、
市
町
村
道
の
約
一
七
、
九
〇
〇
件
の
う
ち
、
約
半
数

が
東
京
、
大
阪
、
名
古
屋
の
三
大
都
市
圏
に
お
け
る
も
の

で
あ
り
、
特
に
大
都
市
圏
内
で
問
題
と
な
っ
て
い
る
こ
と

が
わ
か
る
。

道
路
管
理
者
は
警
察
と
協
力
し
つ
つ
放
置
車
両
の
排
除

に
努
め
て
い
る
も
の
の
、
所
有
者
の
確
認
等
、
困
難
な
場

合
が
多
い
た
め
、
道
路
管
理
者
が
廃
棄
せ
ざ
る
を
得
な
い

状
況
に
あ
り
、
そ
れ
が
さ
ら
に
路
上
放
置
を
助
長
す
る
と

い
う
悪
循
環
が
生
じ
て
い
る
例
も
見
受
け
ら
れ
、
今
回
の

調
査
時
点
に
お
い
て
も
約
二
0
%
が
未
処
理
と
な
っ
て
い

る
。
さ
ら
に
平
成
一
七
年
一
月
一
日
か
ら
自
動
車
リ
サ
イ

ク
ル
法
が
施
行
さ
れ
る
こ
と
も
含
め
、
道
路
管
理
者
と
し

て
は
今
後
と
も
他
機
関
と
の
連
携
を
緊
密
に
し
、
こ
の
問

題
に
取
り
組
む
必
要
が
あ
る
。

　る　　
0疫

り
を

　
　

　
　

は
車

表6 取締り機器 (定置式) の設置状況 (平成15年 4月 1日現在)

道路載ド藝
重 重 計 璋l 重 計 鱈 荷 重 計 -′"-E

商 計
箇 所 数 全 基 数

( カメラ付 き)
箇 所 数 全 基 数

( カメラ付 き)
箇 所 数 全 基 数

( カメラ付き)
箇 所 数 全 基 数

( カメラ付 き)

高速自動車国道 187

“◎
676

“◎
nY 0◎

697

剥◎本州四国連絡道路 AV 。◎
"

“
に〉 ‘◎

鴉

“⑤都市高速道路 OU ,◎
267

議
QU ‘②

324

“◎一般
国
道

指定区間内

指定区間外

都道府県道 芻

。②
メ年 “◎

Û 0⑧
nv 0◎市町村道 nU 0◎

=̂〉 0◎
Û 0◎

nY 0⑥一般
有
識
担

日本道路公団

有
事
道

土木部企業局
)
“

o

o
…("路

地方道路公社

計 351

“⑤
廓 鰡鰄

斡

“③
纖 紳⑤注(1)管理を警察等他機関に委託しているものを含め、道路管理者が所有するものを計上している。

お
量
軸
輪
は
も
プ

0
、

と
重
車
車
て
て
の
る
は

の
総
の
の
い
っ
数
い
に

次
両
つ
つ
つ
あ
複
て
)

は
車

一
一
に
で
に
し

類
i
1

数
点
等
上
(

分
汁
什
計
所
地
所
計
の

の
輻
輻
重
箇

一
金
て
棚

器
璧
薹
荷
置
同
料
し
数

機
車
軸
輪
設
①
②
と
基

②

③

④
して計上している。
棚の ( )には、違反取締り用カメラを有するものを内数で示す。

軸重計 :一つの車軸の荷重を計測する装置
輪荷重計 :一つの車輪の荷重を計測する装置
設置箇所数については、
①同一地点であっても、上下線それぞれに設置している場合は、 2箇所
②料金所等に複数のブースがあり、各々 に機器が設置してある場合は、全体で1箇所



表 7 路上放置車両の処理実績 (平成14年度実績)

道路管理者 放置車両
発見台数

放 置 車 両 処 理 台 数

未処理
所 有 者
撤去台数

道路管理者撤去台数
清掃当局
撤去台数

警 察
撤去台数 計

廃棄物 違法放置物
件

日本道路公団
502

( 206 )

240

( 76 )

61

( 40 )

24

( 17 )

0

( 0 )

3

( 0 )

328

( 133 )

174

( 73 )

本州四国
連絡橋公団

0

( 0 )

0

( 0 )

0

( 0 )

0

( 0 )

0

( 0 )

0

( 0 )

0

( 0 )

0

( 0 )

轟轆鵲
147

( 4 )

83

( 0 )

1

( 0 )

18

( 4 )

0

( 0 )

45

( 0 )

147

( 4 )

0

( 0 )

地方整備局等
544

( 222 )

132

( 37 )

193

( 136 )

29

( 8 )

l

( 0 )

30

( 3 )

385

( 183 )

159

( 39 )

都道府県
2,676

( 238 )

487

( 68 )

994

( 102 )

165

( 9 )

6

( 2 )

17

( 1 )

l,669

( 182 )

1'007

( 56 )

指定市
= ,666

( 460 )

2,476

( 122 )

3-600

( 255 )

2,970

( 49 )

964

( 0 )

76

( 2 )

10,086

( 428 )

1,579

( 32 )

市町村
17,907

( 4,005 )

5,283

( 1,163 )

5,456

( l,363 )

2,563

( 253 )

670

( 88 )

140

( 19 )

14,1l2

( 2,886 )

3,795

( l,119 )

一般
有料
道路

土木部企業局
0

( 0 )

0

( 0 )

0

( 0 )

0

( 0 )

0

( 0 )

0

( 0 )

0

( 0 )

0

( 0 )

地方道路公社
36

( “

28

( 0 )

4

( 1 )

l

( 0 )

0

( 0 )

0

( 0 )

33

( 1 )

3

( 0 )

計

H14分

繰越分

33,477

( 5,l36 )

8,729

( 1逐66 )

10-309

( 1,896 )

5-770 1,641 311 26,760

( 3,817 )

6-717

( 1,319 )( 340 ) ( 90 ) ( 25 )

合計 38,613 lo,195 12,205 6,110 1,731 336 30,677 8,036

注 (1)ここでいう ｢車両｣ には、自転車等の ｢軽車両｣ は含まない。
(2)発見台数には、道路管理者がパトロール時等に自ら発見した場合のほか、通報を受けた結果発見した場合も含む。
(3)所有者撤去台数には、所有者が判明し、道路管理者が所有者に撤去させたものを計上している。
(4)道路管理者撤去台数には、道路管理者が費用を負担して (路上放棄車処理協力会から寄付を受けた場合も含む。)、自ら又は回収業者に依頼
して撤去した台数を計上している。

(5)清掃当局撤去台数には、道路管理者が清掃当局に連絡して処理を任せたものを計上している。
(6)警察撤去台数には、道路管理者が警察に連絡し、刑事事件にかかわる可能性などから警察が撤去する旨回答を得たものを計上している。
(7)上段は当該年度分。下段括弧書きは、前年度以前からの繰越分。ただし、繰越分が把握できない管理者分は計上していない。



三

お
わ
り
に

我
が
国
は
、
国
土
の
四
分
の
三
が
山
地
で
あ
り
、
か
つ
、

特
に
本
年
に
お
い
て
は
、
平
成
一
六
年
新
潟
県
中
越
地
震

を
は
じ
め
、
地
震
･
台
風
な
ど
に
よ
る
自
然
災
害
が
多
く

発
生
し
て
い
る
。
こ
う
し
た
自
然
条
件
の
下
で
、
道
路
管

理
者
は
道
路
を
良
好
に
保
ち
、
道
路
交
通
の
安
全
を
確
保

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
た
め
、
道
路
管
理
者
は
豪

雨
等
の
自
然
現
象
に
よ
り
災
害
の
発
生
の
恐
れ
が
あ
る
箇

所
に
つ
い
て
は
、
重
点
的
な
パ
ト
ロ
ー
ル
等
を
実
施
す
る

こ
と
に
よ
り
常
に
異
常
の
有
無
を
把
握
し
、
異
常
が
認
め

ら
れ
た
場
合
は
速
や
か
に
対
策
を
講
じ
る
必
要
が
あ
る
。

ま
た
、
災
害
発
生
時
に
お
い
て
は
状
況
を
的
確
に
把
握
し

て
対
処
す
る
た
め
に
、
関
係
機
関
と
の
協
力
体
制
、
情
報

収
集

･
提
供
体
制
を
充
実
す
る
必
要
が
あ
る
。

さ
ら
に
、
道
路
管
理
者
は
、
道
路
構
造
の
保
全
、
交
通

の
危
険
防
止
等
の
た
め
、
道
路
法
に
違
反
し
て
い
る
車
両

の
指
導
取
締
り
を
実
施
し
て
い
る
が
、
近
年
、
物
流
の
効

率
化
を
図
る
観
点
か
ら
車
両
の
大
型
化
に
対
応
し
た
車
両

総
重
量
の
許
可
限
度
の
見
直
し
、
車
高
の
最
高
限
度
の
見

直
し
が
行
わ
れ
た
一
方
、
違
反
車
両
の
走
行
は
後
を
絶
た

な
い
状
況
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
今
後
、
指
導
取
締
り
体

制
や
関
係
機
関
と
の
連
携
を
一
層
強
化
す
る
こ
と
に
よ
っ

て
、
よ
り
効
果
的
に
違
反
車
両
数
の
抑
制
を
図
る
こ
と
が

重
要
で
あ
る
。

さ
ら
に
、
道
路
利
用
者
の
道
路
交
通
情
報
に
対
す
る
ニ

ー
ズ
は
ま
す
ま
す
高
度
化
、
多
様
化
し
て
き
て
お
り
、
従

来
の
道
路
交
通
情
報
を
よ
り
充
実
さ
せ
る
と
と
も
に
、
高

度
化
し
て
い
く
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。

以
上
の
よ
う
な
道
路
管
理
上
の
さ
ま
ざ
ま
な
課
題
を
検

討
す
る
た
め
の
資
料
と
し
て
、
全
国
の
道
路
管
理
者
に
本

調
査
結
果
を
活
用
し
て
い
た
だ
け
れ
ば
幸
い
で
あ
る
。

最
後
に
本
調
査
に
ご
協
力
い
た
だ
い
た
全
国
の
担
当
者

に
、
こ
の
誌
面
を
お
借
り
し
て
御
礼
を
申
し
上
げ
、
本
稿

を
終
わ
る
こ
と
と
す
る
。



道路防災週間の成溜みについてて

想
さ
れ
る

｢東
南
海

･
南
海
地
震
｣
に
つ
い
て
、
そ
の
対

阪
神
･
淡
路
大
震
災
か
ら
10
年

｢道
路
防
災
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
｣

i
災
害
に
強
い
地
域
づ
く
り
、
道
づ
く
り
を
考
え
る
i

近
畿
地
方
整
備
局
道
路
管
理
課

二

基
調
講
演

最
初
に
、
藤
本
貴
也
国
土
交
通
省
近
畿
地
方
整
備
局
長

が
、
｢日
頃
か
ら
道
路
防
災
事
業
を
鋭
意
進
め
て
い
ま
す
。

ま
た
、
阪
神

･
淡
路
大
震
災
以
来
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動

が
盛
ん
に
な
っ
て
き
て
お
り
、集
中
豪
雨
の
あ
っ
た
新
潟
、

福
井
で
も
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
皆
さ
ん
が
災
害
後
の
復
旧

に
非
常
に
活
躍
さ
れ
ま
し
た
。
今
後
、
そ
の
役
割
は
ま
す

ま
す
大
き
く
な
る
と
思
い
ま
す
。｣
と
主
催
者
挨
拶
を
行

い
ま
し
た
。

次
に
、
河
田
惠
昭
京
都
大
学
防
災
研
究
所
巨
大
災
害
研

究
セ
ン
タ
ー
長
･
教
授
に
よ
る
基
調
講
演

｢ス
ー
パ
ー
広

域
災
害
と
道
路
防
災
~
東
南
海

･
南
海
地
震
へ
の
備
え

~
｣
を
行
い
ま
し
た
。
災
害
研
究
に
関
す
る
多
く
の
経
験

か
ら
、
阪
神
･
淡
路
大
震
災
を
上
回
る
甚
大
な
被
害
が
予

一

は
じ
め
に

近
畿
地
方
整
備
局
で
は
毎
年
、
道
路
防
災
の
大
切
さ
を

道
路
利
用
者
の
方
々
へ
普
及
す
る
一
環
と
し
て
広
報
活
動

を
行
っ
て
い
ま
す
。

今
年
は
阪
神

･
淡
路
大
震
災
か
ら
一
〇
年
。
そ
の
深
刻

な
被
害
か
ら
教
訓
を
学
び
、
次
世
代
に
ど
う
生
か
し
て
い

く
べ
き
か
を
考
え
る

｢道
路
防
災
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
｣
(国

土
交
通
省
、
兵
庫
県
、
神
戸
市
、
日
本
道
路
公
団
、
阪
神

高
速
道
路
公
団
、
本
州
四
国
連
絡
橋
公
団
、
神
戸
新
聞
社

主
催
)
を
、
平
成
一
六
年
八
月
二
九
日
、
神
戸
市
内
の
ホ

テ
ル
に
て
開
催
し
ま
し
た
。
当
日
は
基
調
講
演
、
パ
ネ
ル

デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン
、
パ
ネ
ル
展
示
会
な
ど
を
行
い
ま
し

た
。

策
の
重
要
性
を
指
摘
さ
れ
ま
し
た
。

｢
一
九
四
四
年
に
東
南
海
地
震
が
起
き
、
四
六
年
に
南

海
地
震
が
発
生
し
て
い
る
が
、
東
海
地
震
は
し
ば
ら
く
発

生
し
て
い
ま
ま
せ
ん
。
近
い
将
来
、
三
地
震
が
同
時
に
発

生
す
る
恐
れ
が
高
ま
っ
て
お
り
、
二
〇
三
〇
年
頃
は
特
に

要
注
意
で
す
。
今
か
ら
対
策
の
準
備
に
か
か
る
必
要
が
あ

り
ま
す
。

三
地
震
が
同
時
に
発
生
し
た
場
合
、
被
害
人
口
は
阪

神

･
淡
路
大
震
災
の
一
〇
倍
の
五
千
万
人
、
死
者
は
約
二

万
八
千
人
、
一
0
m
を
超
え
る
津
波
で
約
九
六
万
棟
の
住

宅
･
建
物
が
全
壊
す
る
な
ど
、
経
済
被
害
は
国
家
予
算
規

模
の
約
八
七
兆
円
に
達
す
る
と
さ
れ
て
い
ま
す
。｣

ま
た
、
｢道
路

の
利
用
は
貨
物
の

総
輸
送
量
の
九

一
%
、
旅
客
の
総

輸
送
人
員
の
七

四
%
を
占
め
て
お

り
、
高
速
道
路
は

災
害
発
生
時
の
生

命
線
で
す
。
経
済

性
だ
け
で
語
れ
な

い
高
速
道
路
の
建

設
の
意
義
が
、
そ

こ
に
あ
り
ま
す
。｣



と
語
ら
れ
、
災
害
の
多
い
日
本
に
お
け
る
道
路
整
備
の
重

要
性
を
強
調
さ
れ
ま
し
た
。

ニ

バ
ネ
ル
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン

パ
ネ
ル
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン

｢災
害
に
強
い
ま
ち
づ
く

り
、
み
ち
づ
く
り
｣
で
は
、
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
の
近
藤
三

津
枝
氏
を
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー
に
、
中
村
順
子
氏

(N
P

O
法
人
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
･
サ
ポ
ー
ト
セ
ン
タ
ー
神
戸
理
事

長
)、
や
す
み
り
え
氏

(川
柳
作
家
)、
山
崎
聡
一
氏

(神

戸
市
建
設
局
中
部
建
設
事
務
所
管
理
課
長
)、
梅
山
和
成

氏

(国
土
交
通
省
道
路
局
国
道
･防
災
課
道
路
防
災
対
策

室
長
)
の
四
氏
を
パ
ネ
リ
ス
ト
に
迎
え
、
活
発
な
意
見
交

換
が
行
わ
れ
ま
し
た
。
今
回
は
特
に
、
阪
神
･
淡
路
大
震

災
で
の
経
験
に
基
づ
き
、
防
災
面
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
づ
く

り
の
必
要
性
や
道
路
防
災
の
重
要
性
が
訴
え
ら
れ
ま
し

た
。

き
＼潴

“

′

'
庁写真 1 パネルディスカッションの様子

｢阪
神

･
淡
路
大
震
災
の
際
は
、
揺
れ
を
地
震
と
理
解

す
る
の
に
時
間
が
か
か
り
ま
し
た
。
何
も
か
も
あ
る
の
が

当
た
り
前
と
思
っ
て
い
た
考
え
方
を
見
直
す
機
会
に
も
な

り
ま
し
た
。｣
(や
す
み
氏
)

｢災
害
は
起
こ
る
と
い
う
前
提
に
立
ち
、
ど
う
被
害
を

最
小
限
に
食
い
止
め
る
の
か
と
い
う

『減
災
』
と
い
う
考

え
方
が
あ
り
、
そ
の
た
め
に
ソ
フ
ト
面
で
の
人
間
関
係
づ

く
り
が
大
切
で
す
。
多
元
な
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
を
つ
く
り
、

地
域
福
祉
力
を
高
め
て
い
く
こ
と
が
で
き
れ
ば
と
思
っ
て

い
ま
す
。｣
(中
村
氏
)

｢震
災
に
よ
っ
て
地
域
の
連
携
の
大
切
さ
を
教
訓
と
し

て
得
ま
し
た
。神
戸
市
で
は
平
常
時
に
は
福
祉
サ
ー
ビ
ス
、

非
常
時
に
は
防
災
の
助
け
合
い
を
す
る
、
防
災
福
祉
コ
ミ

ュ
ニ
テ
ィ
を
小
学
校
単
位
で
組
織
し
て
お
り
、
す
で
に
一

八
〇
以
上
あ
り
ま
す
。
地
域
の
つ
な
が
り
に
よ
っ
て
防
災

力
が
高
ま
り
、
被
害
を
軽
減
で
き
る
と
思
い
ま
す
こ

(山

崎
氏
)

｢中
央
防
災
会
議
で
は
人
的
、
経
済
的
な
被
害
を
減
ら

す
た
め
の
目
標
を
立
て
て
い
ま
す
。
具
体
的
に
は
緊
急
輸

送
道
路
の
耐
震
強
化
が
あ
り
、
高
速
道
路
で
は
ほ
ぼ
耐
震

化
を
終
え
て
お
り
、
今
後
は
一
般
国
道
や
都
道
府
県
道
で

進
め
て
い
き
ま
す
。
ま
た
災
害
時
の
生
命
線
で
あ
る
高
規

格
道
路
の
計
画
･
整
備
と
と
も
に
、
広
域
活
動
を
担
う
支

援
ル
ー
ト
の
検
討
も
行
っ
て
い
ま
す
。｣
(梅
山
氏
)

そ
れ
ぞ
れ
の
立
場
に
立
っ
た
各
氏
か
ら
の
お
話
に
、
会

場
に
集
ま
っ
た
方
々
は
興
味
深
く
耳
を
傾
け
て
い
ら
っ
し

を　ル　にる
塘　　

　
　

　
　
　
　

や
い
ま
し
た
。
最
後
に
近
藤
氏
が

｢道
路
は
人
、
モ
ノ
、

情
報
を
つ
な
ぐ
も
っ
と
も
大
切
な
ま
ち
の
基
盤
。
地
域
の

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
を
熟
成
さ
せ
て
い
く
た
め
に
も
、
道
の
役

割
を
多
角
的
に
と
ら
え
て
い
く
こ
と
が
必
要
だ
と
思
い
ま

す
。
｣
と
ま
と
め
ら
れ
、
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン
の
終
了
と

な
り
ま
し
た
。

四

パ
ネ
ル
展
示
会

会
場
で
は
、
阪
神

･
淡
路
大
震
災
の
被
災
状
況
と
道
路

防
災
の
た
め
の
さ
ま
ざ
ま
な
対
策
を
紹
介
す
る
パ
ネ
ル
展

示
も
行
い
ま
し
た
。

道
路
防
災
の
対
策
に
つ
い
て
は
、
近
畿
地
方
整
備
局
、

兵
庫
県
、
神
戸
市
、
日
本
道
路
公
団
、
阪
神
高
速
道
路
公

団
、
本
州
四
国
連
絡
橋
公
団
の
事
業
主
体
ご
と
に
防
災
へ

の
取
組
み
を
紹
介
し
、
こ
れ
ら
広
報
活
動
を
通
し
て
、
防

災
知
識
を
育
み
道
路
利
用
者
の
理
解
と
協
力
の
も
と
防
災

対
策
を
着
実
に
進
め
て
い
き
ま
す
。



道
路
関
係
園
公
団
民
営
電
関
係
法
そ
の
3

爛
離
暹
漸
轢
鬮
濾
⑫

大
臣
官
房
道
路
関
係
四
公
団
民
営
化
関
係
組
織
設
立
準
備
室

大
塚

久
司

前
回
に
引
き
続
き
、
独
立
行
政
法
人
日
本
高
速
道
路
保

有

･
債
務
返
済
機
構
法

(以
下

｢法
｣
と
い
う
。)
に
つ

い
て
解
説
す
る
。

三

業
務
実
施
計
画

法
第
十
四
条
は
、
独
立
行
政
法
人
日
本
高
速
道
路
保

有

･
債
務
返
済
機
構

(以
下

｢機
構
｣
と
い
う
。)
と

個
々
の
高
速
道
路
株
式
会
社

(以
下

｢会
社
｣
と
い
う
。)

と
の
間
で
締
結
さ
れ
る
協
定
を
受
け
て
、
そ
の
内
容
に
基

づ
き
、
機
構
が
作
成
す
る
業
務
実
施
計
画
に
関
す
る
規
定

で
あ
る
。

ー

業
務
実
施
計
画
の
内
容

〔業
務
実
施
計
画
の
作
成
単
位
〕

業
務
実
施
計
画
は
、
機
構
と
会
社
と
の
間
で
締
結
さ
れ

る
協
定
と
は
異
な
り
、
機
構
の
基
本
的
な
業
務
単
位
と
な

る
全
国
路
線
網
、
地
域
路
線
網
又
は
一
の
路
線
ご
と
に
作

成
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
同
一
の
路
線
網
又
は
路
線
に
つ

い
て
は
、
複
数
の
会
社
と
協
定
を
締
結
し
た
場
合
に
も
、

作
成
さ
れ
る
業
務
実
施
計
画
の
数
は
一
つ
で
あ
る
。

〔業
務
実
施
計
画
の
記
載
事
項
等
〕

業
務
実
施
計
画
の
記
載
事
項
は
、
法
第
十
四
条
第
一
項

各
号
に
規
定
さ
れ
て
い
る
。
第
一
号
か
ら
第
六
号
ま
で
の

事
項
に
つ
い
て
は
、
前
回
の
協
定
に
関
す
る
記
載
事
項
に

つ
い
て
の
説
明
事
項
と
同
様
で
あ
る
た
め

(法
第
十
三
条

第

一
項
第
一
号
か
ら
第
六
号
ま
で
)、
こ
こ
で
は
割
愛
す

る
o第

七
号
の
機
構
の
収
支
予
算
の
明
細
に
つ
い
て
は
、
い

わ
ゆ
る
償
還
計
画
を
意
味
す
る
も
の
で
あ
る
。
機
構
が
会

社
と
締
結
し
た
協
定
の
中
身
、
経
済
成
長
率
、
交
通
量
の

見
通
し
等
に
基
づ
き
、
各
路
線
網
又
は
路
線
の
貸
付
料
等

の
収
入
、
返
済
債
務
額
等
の
支
出
に
つ
い
て
、
道
路
関
係

四
公
団
の
民
営
化
後
四
五
年
間
以
内
と
規
定
さ
れ
て
い
る

貸
付
期
間
の
満
了
ま
で
の
推
移
を
明
示
す
る
も
の
で
あ

る
。
業
務
実
施
計
画
を
国
土
交
通
大
臣
が
認
可
す
る
際
に

は
、
今
回
の
民
営
化
の
目
的
で
あ
る
道
路
資
産
に
係
る
債

務
の
確
実
な
返
済
を
行
う
こ
と
を
担
保
す
る
観
点
か
ら
、

こ
れ
ら
の
情
報
を
チ
ェ
ッ
ク
す
る
こ
と
が
で
き
る
償
還
計

画
を
業
務
実
施
計
画
上
に
記
載
さ
せ
る
こ
と
は
極
め
て
重

要
で
あ
る
。

同
一
の
路
線
網
に
つ
い
て
、
複
数
の
会
社
と
協
定
を
締

結
し
た
場
合
に
は
、
第
二
号
か
ら
第
六
号
ま
で
に
規
定
す

る
事
項
は
、
会
社
ご
と
に
条
件
が
異
な
る
こ
と
か
ら
、
会

社
ご
と
に
作
成
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
と
さ
れ
て
い

る
。



な
お
、
今
回
の
民
営
化
に
よ
り
、
高
速
自
動
車
国
道
及

②

貸
付
料
の
額
が
法
第
十
七
条
に
定
め
る
基
準
に
適

国
土
交
通
大
臣
が
審
査
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
o

び
い
わ
ゆ
る
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
型
一
般
有
料
道
路
が
全
国
路

合
し
て
い
る
こ
と

ま
た
、
折

･
曰法

三

一
口

蜆

線
網
と
し
て
一
体
管
理
さ
れ
る
が
、
こ
れ
は
、
債
務
返
済

時
期
を
合
わ
せ
る
た
め
で
あ
り
、
相
互
補
助
を
行
う
も
の

で
は
な
い
。
相
互
補
助
を
行
わ
な
い
こ
と
を
担
保
す
る
た

め
、
そ
れ
ぞ
れ
の
債
務
返
済
計
画
を
添
付
さ
せ
る
こ
と
が

検
討
さ
れ
て
い
る
。

ま
た
、
高
速
自
動
車
国
道
の
既
存
の
債
務
は
、
機
構
が

一
体
と
し
て
管
理
す
る
が
、
会
社
間
の
競
争
原
理
を
確
保

す
る
た
め
、
高
速
自
動
車
国
道
の
今
後
の
建
設
に
係
る
債

務
は
、
会
社
ご
と
に
料
金
収
入
に
よ
る
貸
付
料
で
返
済
す

る
こ
と
に
つ
い
て
、
独
立
行
政
法
人
通
則
法

(以
下

｢通

則
法
｣
と
い
う
。
)
第
二
十
九
条
に
規
定
さ
れ
て
い
る
中

期
目
標
に
記
載
し
、
機
構
に
指
示
す
る
こ
と
が
検
討
さ
れ

て
い
る
。

〔業
務
実
施
計
画
の
認
可
要
件
〕

業
務
実
施
計
画
に
つ
い
て
国
土
交
通
大
臣
が
認
可
す
る

に
当
た
っ
て
、
法
第
十
四
条
第
四
項
各
号
に
規
定
さ
れ
て

い
る
以
下
の
三
点
を
満
た
さ
な
い
限
り
、
認
可
し
て
は
な

ら
な
い
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
。

①

業
務
実
施
計
画
が
協
定
の
内
容
に
適
合
す
る
こ
と

機
構
の
業
務
が
会
社
と
締
結
さ
れ
た
協
定
の
内
容

に
従
っ
て
行
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
か
ら
、

機
構
の
業
務
実
施
計
画
に
つ
い
て
、
協
定
の
内
容
に

適
合
し
て
い
る
か
ど
う
か
を
審
査
す
る
必
要
が
あ

る
o

合
し
て
い
る
こ
と

機
構
が
会
社
に
道
路
資
産
を
貸
し
付
け
る
こ
と
に

伴
い
会
社
か
ら
支
払
わ
れ
る
貸
付
料
は
、
機
構
が
負

う
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
債
務
を
返
済
す
る
た
め
の
最

大
の
原
資
と
な
る
も
の
で
あ
り
、
貸
付
期
間
内
に
お

け
る
債
務
の
完
済
を
担
保
す
る
た
め
に
は
、
貸
付
料

の
額
が
、
貸
付
期
間
内
に
す
べ
て
の
費
用
を
賄
う
よ

う
設
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
審
査
す
る
必
要
が
あ

る
o

③

収
支
予
算
が
当
該
高
速
道
路
に
つ
い
て
、
債
務
の

返
済
の
確
実
か
つ
円
滑
な
実
施
が
図
ら
れ
る
も
の
で

あ
る
こ
と

債
務
の
返
済
が
確
実
か
つ
円
滑
に
行
わ
れ
る
こ
と

が
今
回
の
民
営
化
の
目
的
の
一
つ
で
あ
る
こ
と
か
ら

業
務
実
施
計
画
上
、
②
と
関
連
し
て
、
債
務
の
返
済

見
通
し
を
示
す
収
支
予
算
が
こ
れ
に
即
応
す
る
も
の

で
あ
る
か
ど
う
か
を
審
査
す
る
必
要
が
あ
る
。

〔業
務
実
施
計
画
の
発
効
要
件
〕

機
構
と
会
社
と
の
間
で
協
定
が
締
結
さ
れ
た
後
、
機
構

に
対
す
る
業
務
実
施
計
画
の
認
可
と
会
社
に
対
す
る
日
本

道
路
公
団
等
の
民
営
化
に
伴
う
道
路
関
係
法
律
の
整
備
等

に
関
す
る
法
律
第
一
条
に
よ
る
改
正
後
の
道
路
整
備
特
別

措
置
法

(以
下

｢新
特
措
法
｣
と
い
う
。)
第
三
条
に
よ

る
有
料
道
路
事
業
の
許
可
(以
下
｢事
業
許
可
｣
と
い
う
。)

に
お
い
て
、
協
定
の
内
容
と
適
合
し
て
い
る
か
ど
う
か
を

ま
た
、
新
特
措
法
第
三
条
第
五
項
第
二
号
の
規
定
に
よ

り
、
機
構
に
対
す
る
業
務
実
施
計
画
の
認
可
は
、
会
社
に

対
す
る
事
業
許
可
の
要
件
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
事

業
許
可
に
先
立
っ
て
業
務
実
施
計
画
の
認
可
が
行
わ
れ
る

こ
と
と
な
る
。
し
た
が
っ
て
、
業
務
実
施
計
画
の
認
可
は
、

事
業
許
可
を
受
け
て
か
ら
発
効
す
る
も
の
こ
と
と
さ
れ
て

い
る
。四

独
立
行
政
法
人
日
本
高
速
道
路
保
有
･
債

務
返
済
機
構
の
財
務
及
び
会
計

1

区
分
経
理

法
第
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
、
法
第
十
二
条
第
一
項
の

業
務

(以
下

｢高
速
道
路
業
務
｣
と
い
う
。)
又
は
同
条

第
二
項
の
業
務

(以
下

｢本
四
鉄
道
業
務
｣
と
い
う
。
)

ご
と
に
経
理
を
区
分
し
、
そ
れ
ぞ
れ
勘
定
を
設
け
て
整
理

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
旨
が
規
定
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
区
分
経
理
を
行
う
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
の

は
、
高
速
道
路
業
務
又
は
本
四
鉄
道
業
務
に
つ
い
て
、
業

務
内
容
及
び
財
源
が
異
な
る
か
ら
で
あ
る
。具
体
的
に
は
、

①
業
務
内
容
に
つ
い
て
、
高
速
道
路
業
務
が
、
高
速
道

路
に
係
る
資
産
-
債
務
を
保
有
し
、
会
社
か
ら
の
貸

付
料
で
債
務
を
返
済
す
る
こ
と
を
主
と
し
て
い
る
の

に
対
し
、
本
四
鉄
道
業
務
が
、
本
州
と
四
国
を
連
絡

す
る
鉄
道
施
設
の
管
理
を
行
い
、
鉄
道
事
業
者
に
有

償
で
貸
し
付
け
、
利
用
料
を
徴
収
す
る
こ
と
を
主
と



し
て
い
る
こ
と

②
財
源
に
つ
い
て
、
高
速
道
路
業
務
の
勘
定
に
お
け
る

業
務
収
入
の
太
宗
が
会
社
か
ら
の
貸
付
料
で
あ
る
と

と
も
に
、
出
資
金
は
、
機
構
の
解
散
ま
で
に
各
出
資

者
に
資
本
金
相
当
額
を
残
余
財
産
と
し
て
分
配
す
る

こ
と
と
さ
れ
て
い
る
の
に
対
し
、
本
四
鉄
道
業
務
の

勘
定
に
お
け
る
業
務
収
入
が
鉄
道
事
業
者
か
ら
の
利

用
料
で
あ
る
こ
と

と
な
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
高
速
道
路
業
務
の
勘
定
と
本

四
鉄
道
業
務
の
勘
定
を
区
分
し
て
経
理
す
る
必
要
が
あ
る

た
め
で
あ
る
。

2

独
立
行
政
法
人
通
則
法
の
例
外

機
構
に
つ
い
て
は
、
通
則
法
に
関
し
て
以
下
の
よ
う
な

特
例
が
設
け
ら
れ
て
い
る
。

の

利
益
及
び
損
失
の
処
理
の
特
例
等

通
則
法
第
四
十
四
条
の
規
定
に
よ
り
、
独
立
行
政
法
人

が
一
定
の
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
の
下
で
弾
力
的
か
つ
効
率
的

な
財
務
運
営
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
す
る
た
め
の

仕
組
み
と
し
て
、
あ
る
事
業
年
度
に
お
い
て
、
前
事
業
年

度
か
ら
繰
り
越
さ
れ
て
い
る
損
失
が
あ
る
と
き
に
は
、
そ

れ
を
補
填
し
、
そ
れ
で
も
な
お
当
該
事
業
年
度
に
生
じ
た

利
益
に
残
余
が
あ
る
場
合
に
は
、
積
立
金
と
し
て
積
み
立

て
る
こ
と
を
原
則
と
す
る
と
と
も
に
、
主
務
大
臣
が
承
認

す
る
金
額
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
を
中
期
目
標
の
剰
余
金
の

使
途
の
項
目
で
あ
ら
か
じ
め
定
め
て
お
い
た
使
途
に
翌
年

度
以
降
充
て
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
損
益
計
算
上
の
利

益
及
び
損
失
の
取
扱
い
が
定
め
ら
れ
て
い
る
。

し
か
し
、
機
構
が
行
う
高
速
道
路
業
務
に
関
し
て
は
、

高
速
道
路
に
係
る
債
務
の
早
期
の
確
実
な
返
済
を
行
う
こ

と
が
今
回
の
民
営
化
の
目
的
の
一
つ
で
あ
る
こ
と
か
ら
、

法
第
二
十
一
条
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
損

益
計
算
上
の
利
益
に
つ
い
て
、
債
務
の
返
済
及
び
資
本
金

相
当
額
の
出
資
者
へ
の
残
余
財
産
と
し
て
の
分
配
を
確
実

に
行
う
た
め
、
剰
余
金
の
処
分
を
認
め
ず
、
す
べ
て
積
立

金
と
し
て
整
理
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
中
期

目
標
の
最
後
の
事
業
年
度
に
お
け
る
積
立
金
の
取
扱
い
に

つ
い
て
は
、
同
様
の
考
え
方
か
ら
、
す
べ
て
積
立
金
と
し

て
整
理
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
。

一
方
で
、
法
第
二
十
一
条
第
三
項
か
ら
第
六
項
ま
で
の

規
定
に
よ
り
、機
構
が
行
う
本
四
鉄
道
業
務
に
関
し
て
は
、

損
益
計
算
上
の
損
益
の
取
扱
い
に
つ
い
て
、
通
則
法
第
四

十
四
条
の
規
定
に
従
う
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
中

期
目
標
の
最
後
の
事
業
年
度
に
お
け
る
積
立
金
の
取
扱
い

に
つ
い
て
は
、
国
土
交
通
大
臣
の
承
認
を
得
た
額
に
つ
い

て
は
、
次
の
中
期
目
標
の
期
間
に
機
構
が
行
う
同
業
務
の

財
源
に
充
て
、
そ
の
残
余
額
に
つ
い
て
は
、
国
庫
に
納
付

す
る
こ
と
と
さ
れ
る
。

②

短
期
借
入
金
の
認
可
、
長
期
借
入
金
、
債
券
発
行
に

係
る
例
外

通
則
法
第
四
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
中
期
計

画
の
短
期
借
入
金
の
限
度
額
の
範
囲
内
で
短
期
借
入
金
が

で
き
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
一
方
で
、
同
条
第
五
項
の
規

定
に
よ
り
、
長
期
借
入
金
及
び
債
券
発
行
を
す
る
こ
と
が

で
き
な
い
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
。

し
か
し
、
機
構
は
、
四
五
年
以
内
と
い
う
長
期
に
わ
た

っ
て
高
速
道
路
に
係
る
債
務
の
返
済
に
係
る
業
務
を
行
う

こ
と
と
さ
れ
て
お
り
、
会
社
か
ら
の
貸
付
料
等
の
収
入
に

よ
り
回
収
し
て
い
く
仕
組
み
と
な
る
。
こ
の
よ
う
な
業
務

を
円
滑
に
実
施
す
る
た
め
に
は
、
道
路
関
係
四
公
団
か
ら

承
継
す
る
債
務
及
び
会
社
か
ら
引
き
受
け
る
債
務
に
つ
い

て
返
済
及
び
倍
換
え
を
行
う
こ
と
が
必
要
で
あ
り
、
民
間

金
融
機
関
か
ら
の
長
期
借
入
金
及
び
債
券
発
行
を
行
う
こ

と
が
必
要
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
法
第
二
十
二
条
第
一
項
に

お
い
て
機
構
が
法
第
十
二
条
第
一
項
第
二
号
及
び
第
三
号

に
規
定
す
る
業
務
に
必
要
な
費
用
に
充
て
る
た
め
、
長
期

借
入
金
及
び
債
券
発
行
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
旨
が
規
定

さ
れ
て
い
る
。

ま
た
、
法
第
二
十
四
条
の
規
定
に
よ
り
、
機
構
の
健
全

な
財
務
運
営
を
図
る
必
要
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
毎
事
業
年

度
、
長
期
借
入
金
及
び
債
券
の
返
済
計
画
を
立
て
て
、
国

土
交
通
大
臣
の
認
可
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
と

さ
れ
て
い
る
。

3

債
務
の
政
府
保
証

独
立
行
政
法
人
に
対
し
て
政
府
が
債
務
保
証
を
行
う
こ

と
は
、
法
人
に
対
す
る
政
府
の
財
政
援
助
の
制
限
に
関
す

る
法
律
第
三
条
の
規
定
に
よ
り
原
則
と
し
て
禁
止
さ
れ
て



穴

事
務
所
の
移
転

五

機
構
の
解
散

通
則
法
で
は
、
独
立
行
政
法
人
の
解
散
に
つ
い
て
個
別

法
で
定
め
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
が
、
高
速
道
路
に
係
る

債
務
の
早
期
の
確
実
な
返
済
が
、
今
回
の
民
営
化
の
目
的

の
一
つ
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
目
的
の
実
現
を
担
保
す

る
た
め
、
機
構
の
解
散
に
つ
い
て
の
具
体
的
取
扱
い
が
法

日
本
道
路
公
団
の
主
た
る
事
務
所
は
、
｢国
の
行
政
機

関
等
の
移
転
に
つ
い
て
｣
(昭
和
六
三
年
七
月
一
九
日
閣

議
決
定
)
に
よ
り
、
移
転
要
請
対
象
と
さ
れ
、
平
成
元
年

二
月
九
日
の
第
六
回
国
の
機
関
等
移
転
推
進
連
絡
会
議
に

お
い
て
、
移
転
候
補
地
が
横
浜
市
と
さ
れ
た
。
国
の
行
政

機
能
等
の
移
転
を
所
管
す
る
国
土
交
通
省
と
し
て
、
日
本

い
る
。

し
か
し
、
機
構
は
、
道
路
関
係
四
公
団
か
ら
承
継
す
る

債
務
及
び
会
社
か
ら
引
き
受
け
る
債
務
に
つ
い
て
返
済
及

び
借
換
え
を
行
う
こ
と
が
必
要
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
長
期

借
入
金
や
債
券
発
行
に
よ
り
安
定
し
た
資
金
を
継
続
的
か

つ
大
量
に
調
達
す
る
必
要
が
あ
る
。
こ
の
た
め
、
法
第
二

十
三
条
の
規
定
に
よ
り
、
機
構
の
長
期
借
入
金
及
び
債
券

に
係
る
債
務
に
つ
い
て
、政
府
保
証
を
付
す
こ
と
に
よ
り
、

償
還
確
実
性
を
高
め
る
と
と
も
に
、
資
金
調
達
コ
ス
ト
を

引
き
下
げ
、
円
滑
な
資
金
調
達
を
可
能
と
す
る
こ
と
と
さ

れ
て
い
る
。

な
お
、
現
在
、
日
本
道
路
公
団
は
、
必
要
な
資
金
の
一

部
を
外
貨
建
て
債
券
の
発
行
に
よ
り
賄
っ
て
お
り
、
国
際

復
興
開
発
銀
行
等
か
ら
の
外
資
の
受
入
に
関
す
る
特
別
措

置
に
関
す
る
法
律
第
二
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
く
政
令

に
お
い
て
指
定
さ
れ
、
外
貨
建
て
債
券
に
係
る
債
務
に
つ

い
て
の
政
府
保
証
が
認
め
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、

今
般
の
民
営
化
に
お
い
て
も
こ
の
枠
組
み
が
維
持
さ
れ
る

予
定
で
あ
る
。

第
三
十
一
条
に
規
定
さ
れ
て
い
る
。

同
条
第
一
項
で
は
、
機
構
が
民
営
化
後
四
五
年
以
内
に

解
散
す
る
こ
と
が
定
め
ら
れ
、
同
条
第
二
項
で
は
、
機
構

の
解
散
時
ま
で
に
高
速
道
路
に
係
る
債
務
を
完
済
し
、
資

本
金
相
当
額
以
上
の
額
を
残
余
財
産
と
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
こ
と
が
定
め
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、
同
条
第
三
項
の

規
定
に
よ
り
、
各
出
資
者
に
対
し
て
、
そ
の
出
資
額
に
応

じ
て
当
該
残
余
財
産
を
分
配
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
。

こ
れ
は
、
こ
れ
ま
で
行
わ
れ
て
き
た
償
還
期
限
の
先
送

り
に
対
し
て
厳
し
い
批
判
が
行
わ
れ
て
き
た
こ
と
を
踏
ま

え
、
高
速
道
路
に
係
る
債
務
の
民
営
化
後
四
五
年
以
内
で

の
完
済
に
つ
い
て
、
法
律
上
に
明
文
で
担
保
す
る
こ
と
と

さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、
機
構
に
対
す
る
国
及
び
地

方
公
共
団
体
か
ら
の
出
資
金
は
、
通
常
の
出
資
金
と
は
異

な
り
、
債
務
完
済
後
、
資
本
金
相
当
額
を
各
出
資
者
に
分

配
す
る
こ
と
を
前
提
と
し
て
交
付
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ

る
こ
と
か
ら
、
機
構
の
解
散
時
ま
で
に
資
本
金
相
当
額
以

上
の
額
を
残
余
財
産
と
す
る
旨
が
規
定
さ
れ
て
い
る
。

道
路
公
団
の
業
務
を
承
継
す
る
新
た
な
独
立
行
政
法
人
で

あ
る
機
構
の
設
立
に
当
た
っ
て
、
国
の
行
政
機
能
等
の
移

転
を
促
進
す
る
措
置
を
率
先
し
て
探
る
た
め
、
法
第
五
条

の
規
定
に
よ
り
、神
奈
川
県
に
置
く
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
。

し
か
し
、
道
路
関
係
四
公
団
の
う
ち
規
模
の
大
き
な
日

本
道
路
公
団
及
び
首
都
高
速
道
路
公
団
が
主
た
る
事
務
所

を
東
京
都
に
構
え
て
お
り
、
民
営
化
当
初
は
、
会
社
の
債

務
の
引
受
業
務
等
、
金
融
関
連
業
務
が
大
量
に
発
生
す
る

た
め
、
こ
れ
ら
を
的
確
に
処
理
す
る
た
め
に
、
専
門
家
の

集
中
し
て
い
る
東
京
都
に
お
い
て
業
務
を
行
う
必
要
が
あ

る
等
機
構
の
業
務
を
円
滑
に
行
う
必
要
が
あ
る
こ
と
か

ら
、
法
附
則
第
二
条
の
規
定
に
よ
り
、
政
令
で
定
め
る
日

ま
で
の
間
、
機
構
の
主
た
る
事
務
所
を
東
京
都
に
置
く
こ

と
と
さ
れ
て
い
る
。

次
回
か
ら
は
、
日
本
道
路
公
団
等
の
民
営
化
に
伴
う
道

路
関
係
法
律
の
整
備
等
に
関
す
る
法
律
に
つ
い
て
解
説
す

る
。



不
法
占
用
の
放
置
と
行
政
の
責
任

ー
は
み
出
し
自
動
販
売
機
住
民
訴
訟

へ最
高
裁
〉

道
路
局
道
路
交
通
管
理
課

千
木
良

敦
之

こ
れ
に
対
し
、
控
訴
審
判
決

(東
京
高
裁
平
成
一
二
年

三
月
三
一
日
判
例
地
方
自
治
二
〇
五
号
硯
ペ
ー
ジ
)
は
、

①
知
事
に
対
す
る
請
求
に
つ
い
て
は
、
一
審
同
様
却
下
し

た
が
、
②
自
動
販
売
機
の
所
有
者
等
に
対
す
る
請
求
に
つ

い
て
も
、
占
用
料
を
徴
収
す
る
か
否
か
は
知
事
の
裁
量
の

範
囲
内
で
あ
る
と
し
て
請
求
を
棄
却
し
た
。
最
高
裁
は
、

①
知
事
に
対
す
る
請
求
に
つ
い
て
、
上
告
不
受
理
の
決
定

を
行
い
、
②
自
動
販
売
機
の
所
有
者
等
に
対
す
る
請
求
に

つ
い
て
は
、
原
審
を
支
持
し
た
。

以
下
、
本
件
の
②
に
関
し
最
高
裁

(平
成
一
六
年
四
月

一
三
日
判
時
一
人
五
七
号
館
ペ
ー
ジ
)
の
判
断
を
紹
介
す

る
。

=

事
案
の
棚
覇

本
件
は
、
東
京
都
の
住
民
で
あ
る
上
告
入
ら
が
、
商
品

製
造
業
者
で
あ
る
被
上
告
人
ら
は
自
動
販
売
機
を
東
京
都

の
管
理
す
る
都
道
に
権
原
な
く
は
み
出
し
て
設
置
し
、
こ

れ
に
よ
っ
て
東
京
都
は
都
道
の
占
用
料
相
当
額
の
損
害
を

被
っ
た
と
し
て
、
地
方
自
治
法

(平
成
一
四
年
法
律
第
四

号
に
よ
る
改
正
前
の
も
の
。
以
下
同
じ
。)
二
四
二
条
の

は
じ
め
幅

本
件
は
、
道
路
に
お
け
る
違
法
な
占
用
物
件
の
放
置
に

よ
り
行
政
の
責
任
が
問
わ
れ
た
著
名
な
事
例
で
あ
る
。
具

体
的
に
は
消
費
者
団
体
等
が
、
都
知
事
に
対
し
て
、
都
道

上
に
は
み
出
し
て
設
置
さ
れ
た
自
動
販
売
機
の
占
用
料
不

払
い
に
関
し
て
不
当
利
得
返
還
請
求
権
又
は
損
害
賠
償
請

求
権
を
行
使
し
な
い
こ
と
の
違
法
確
認
を
求
め
、
自
動
販

売
機
を
所
有
等
す
る
商
品
製
造
業
者

(た
ば
こ
又
は
清
涼

飲
料
水
等
の
商
品
の
製
造
業
者
)
に
対
し
、
知
事
に
代
位

し
て
、
不
当
利
得
返
還
請
求
を
行
っ
た
も
の
で
あ
る
。

第
一
審
判
決

(東
京
地
裁
平
成
七
年
七
月
二
六
日
判
時

一
五
四
〇
号
脇
ペ
ー
ジ
)
は
、
①
知
事
に
対
し
、
違
法
に

公
金
の
賦
課
･
徴
収
若
し
く
は
財
産
の
管
理
を
怠
る
事
実

を
対
象
と
し
て
違
法
確
認
を
求
め
た
と
し
て
も
、
当
該
怠

る
事
実
に
該
当
す
る
財
務
会
計
上
の
作
為
義
務
が
個
別
具

体
的
に
特
定
さ
れ
て
お
ら
ず
不
適
法
で
あ
る
と
し
て
却
下

し
た
が
、
②
自
動
販
売
機
の
所
有
者
等
に
対
す
る
知
事
の

代
位
請
求
に
つ
い
て
は
、
占
用
料
相
当
額
を
不
当
利
得
と

し
て
一
部
認
容
し
た
。

二
第

一
項
四
号
に
基
づ
き
、
東
京
都
に
代
位
し
て
、
被

上
告
入
ら
に
対
し
、
不
当
利
得
返
還
等
を
請
求
し
た
住

民
訴
訟
で
あ
る
。

三

訴
訟
の
経
過

提

訴

日

…平
成

六
年
一
月
一
四
日

一
審
判
決

"平
成

七
年
七
月
二
六
日
(東
京
地
裁
)

二
審
判
決

…平
成
一
二
年
三
月
三
一
日
(東
山星
局
裁
)

上
告
審
判
決
"平
成
一
六
年
四
月
二
三
日

(最
高
裁
)

三

最
高
裁
の
判
断

覇
=国
□

I

道
路
が
権
原
な
く
占
有
さ
れ
た
場
合
、
道
路
管
理

者
は
、
占
有
者
に
対
し
、
占
用
料
相
当
額
の
損
害
賠

償
請
求
権
又
は
不
当
利
得
返
還
請
求
権
を
取
得
す
る

か
。

n

道
路
占
用
許
可
を
受
け
る
こ
と
な
く
都
道
に
は
み

出
し
て
設
置
さ
れ
た
た
ば
こ
等
の
自
動
販
売
機
を
設

置
し
た
販
売
商
品
の
製
造
業
者
が
、
東
京
都
の
指
導

に
応
じ
、
費
用
の
負
担
を
し
て
上
記
自
動
販
売
機
を

撤
去
し
た
こ
と
な
ど
判
示
の
事
実
関
係
の
下
に
お
い

て
は
、
東
京
都
が
そ
の
業
者
に
対
し
て
上
記
自
動
販

売
機
の
設
置
に
よ
る
都
道
占
用
料
相
当
額
の
損
害
賠

償
請
求
又
は
不
当
利
得
返
還
請
求
権
を
行
使
し
な
い

こ
と
は
違
法
か
。
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-事
実
関
係
の
概
要
-

①

｢主
婦
連
合
会
｣
、
｢タ
バ
コ
と
健
康
全
国
協
議
会
｣
、

｢日
本
ア
ル
コ
ー
ル
問
題
連
絡
協
議
会
｣
な
ど
の
市
民

団
体

(以
下

｢主
婦
連
等
｣
と
い
う
。)
は
、
自
動
販

売
機
が
道
路
に
は
み
出
し
て
設
置
さ
れ
る
こ
と
は
通
行

の
妨
害
に
な
り
、
ま
た
、
酒
及
び
た
ば
こ
の
自
動
販
売

機
は
未
成
年
者
の
飲
酒
喫
煙
の
防
止
の
観
点
か
ら
望
ま

し
く
な
い
な
ど
と
し
て
、
都
道
に
は
み
出
し
て
設
置
さ

れ
た
自
動
販
売
機

(以
下

｢は
み
出
し
自
動
販
売
機
｣

と
い
う
。)
を
撤
去
さ
せ
る
た
め
の
活
動
を
始
め
る
こ

と
と
し
、
平
成
二
年
八
月
か
ら
九
月
に
か
け
て
行
っ
た

調
査
の
結
果
を
踏
ま
え
、
同
年
一
〇
月
四
日
、
東
京
都

そ
の
他
の
関
係
行
政
機
関
、
酒
類
及
び
た
ば
こ
の
製
造

業
者
等
に
対
し
、
は
み
出
し
自
動
販
売
機
の
撤
去
を
促

す
趣
旨
の
申
入
れ
を
し
た
。
さ
ら
に
、
主
婦
連
等
は
、

被
上
告
入
ら
を
含
む
商
品
製
造
業
者
に
対
し
、
は
み
出

し
自
動
販
売
機
の
撤
去
を
要
請
す
る
な
ど
、
は
み
出
し

自
動
販
売
機
の
撤
去
運
動
を
進
め
た
。

②
東
京
都
は
、
主
婦
連
等
の
前
記
申
入
れ
を
受
け
て
、

平
成
二
年
一
0
月
末
日
こ
ろ
、
自
動
販
売
機
関
係
団
体

に
対
し
、
は
み
出
し
自
動
販
売
機
の
移
設
、
撤
去
等
の

是
正
措
置
を
と
る
こ
と
を
要
請
し
た
。

次
い
で
、
東
京
都
が
、
同
三
年
一
月
か
ら
一
二
月
に

か
け
て
、
道
路
延
長
約
六
〇
四
m
に
わ
た
り
、
は
み
出

し
自
動
販
売
機
の
サ
ン
プ
ル
調
査
を
実
施
し
た
と
こ

ろ
、
同
四
年
六
月
、
一
、
五
三
九
台
が
道
路
に
は
み
出

し
て
い
る
こ
と
が
判
明
し
た
。
そ
こ
で
、
東
京
都
は
、

上
記
調
査
結
果
を
受
け
て
、
商
品
製
造
業
者
及
び
そ
の

上
部
団
体
並
び
に
自
動
販
売
機
関
係
団
体
に
対
し
、
是

正
指
導
を
す
る
と
と
も
に
、
商
品
製
造
業
者
に
対
し
、

は
み
出
し
自
動
販
売
機
の
実
態
を
把
握
し
た
上
で
そ
の

是
正
計
画
を
同
五
年
三
月
末
日
ま
で
に
書
面
で
提
出
す

る
こ
と
を
要
請
し
た
。
ま
た
、
東
京
都
は
、
同
年
五
月

一
四
日
、
商
品
製
造
業
者
か
ら
提
出
さ
れ
た
実
態
調
査

及
び
是
正
計
画
に
つ
い
て
の
報
告
書
を
ま
と
め
る
と
と

も
に
、
個
々
の
は
み
出
し
自
動
販
売
機
に
つ
い
て
そ
の

管
理
者
を
特
定
す
る
こ
と
は
困
難
で
、
そ
の
た
め
に
は

多
数
の
人
員
と
多
額
の
費
用
を
要
す
る
と
想
定
さ
れ
る

も
の
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
関
係
団
体
や
商
品
製
造
業

者
に
対
し
て
協
力
を
要
請
し
、
は
み
出
し
自
動
販
売
機

の
撤
去
等
の
是
正
措
置
の
促
進
を
指
導
し
た
。

さ
ら
に
、
東
京
都
は
、
同
年
一
〇
月
二
〇
日
か
ら
同

年
三
一月
一
〇
日
に
か
け
て
、
再
三
に
わ
た
り
、
商
品

製
造
業
者
及
び
そ
の
上
部
団
体
並
び
に
小
売
店
等
に
対

し
、
は
み
出
し
自
動
販
売
機
の
撤
去
等
の
是
正
措
置
を

速
や
か
に
実
施
す
る
よ
う
に
、
そ
の
方
法
、
費
用
負
担
、

期
限
、
関
係
業
者
の
協
力
等
を
含
め
て
具
体
的
か
つ
明

示
的
な
指
導
を
し
た
。

③
被
上
告
人
ら
は
、主
婦
連
等
の
前
記
申
入
れ
を
受
け
、

ま
た
、
上
部
団
体
や
東
京
都
等
の
関
係
行
政
機
関
か
ら

の
指
導
を
受
け
て
、
は
み
出
し
自
動
販
売
機
の
撤
去
等

に
よ
り
は
み
出
し
の
是
正
を
進
め
よ
う
と
し
た
が
、
道

路
敷
と
私
有
地
と
の
境
界
が
明
確
で
な
い
こ
と
、
他
の

は
み
出
し
物
件
と
自
動
販
売
機
と
の
取
扱
い
の
不
平

等
、
是
正
に
必
要
な
費
用
負
担
、
是
正
不
可
能
な
場
合

の
取
扱
い
な
ど
数
多
く
の
問
題
点
が
あ
っ
た
こ
と
、
ま

た
、自
動
販
売
機
の
利
便
性
や
有
用
性
を
理
由
と
し
て
、

小
売
店
の
ほ
か
一
般
人
に
も
抵
抗
感
が
あ
っ
た
こ
と
な

ど
か
ら
、
そ
の
撤
去
は
、
当
初
必
ず
し
も
円
滑
に
進
ま

な
か
っ
た
。
し
か
し
、
東
京
都
は
、
当
初
の
方
針
を
変

え
ず
、
継
続
し
て
被
上
告
人
ら
の
協
力
を
得
て
そ
の
目

的
の
達
成
を
目
指
し
、
こ
れ
を
受
け
た
被
上
告
人
ら
も
、

小
売
店
等
の
説
得
に
努
め
る
と
と
も
に
、
是
正
に
必
要

な
費
用
の
相
当
部
分
を
負
担
す
る
な
ど
東
京
都
の
是
正

指
導
に
対
し
て
極
め
て
積
極
的
に
対
応
し
、
協
力
を
続

け
た
。
そ
の
結
果
、
本
件
に
お
い
て
上
告
人
ら
の
指
摘

す
る
各
自
動
販
売
機
に
つ
い
て
は
、
平
成
五
年
三

月

ま
で
に
撤
去
さ
れ
、
ま
た
、
そ
の
当
時
約
三
六
、
0
0

0
台
も
あ
っ
た
東
京
都
内
の
は
み
出
し
自
動
販
売
機
の

ほ
と
ん
ど
が
同
六
年
初
め
こ
ろ
ま
で
に
撤
去
さ
れ
た
。

④

被
上
告
人
A
株
式
会
社
、
被
上
告
人
B
株
式
会
社
、

被
上
告
人
C
株
式
会
社
は
各
々
所
有
す
る
自
動
販
売
機

を
、
そ
れ
ぞ
れ
遅
く
と
も
平
成
五
年
三
月
ま
で
に
、
道

路
占
用
許
可
を
受
け
る
こ
と
な
く
都
道
に
は
み
出
し
て

設
置
し
た
。

そ
の
後
、
被
上
告
人
A
株
式
会
社
は
、
同
年
一
○
月
二

〇
日
、
自
動
販
売
機
を
都
道
敷
か
ら
撤
去
し
た
。
次
い

で
、
被
上
告
人
B
株
式
会
社
は
、
同
年
三

月
一
二
日



に
本
件
目
録
三
記
載
の
自
動
販
売
機
を
、
同
月
一
六
日

に
本
件
目
録
四
記
載
の
自
動
販
売
機
を
そ
れ
ぞ
れ
都
道

敷
か
ら
撤
去
し
た
。
ま
た
、
被
上
告
人
C
株
式
会
社
は
、

同
月
一
三
日
、
本
件
目
録
五
記
載
の
自
動
販
売
機
を
都

道
敷
か
ら
撤
去
し
た
。

◎
上
告
人
ら
が
本
件
訴
訟
に
お
い
て
請
求
す
る
平
成
五

年
三
月
三
三
日
又
は
同
年
四
月
一
日
か
ら
上
記
撤
去
の

日
ま
で
の
都
道
の
権
原
の
な
い
占
有
を
理
由
と
す
る
損

害
賠
償
又
は
不
当
利
得
の
額
は
、
本
件
の
自
動
販
売
機

が
い
ず
れ
も
道
路
法
三
二
条
一
項
一
号
及
び
東
京
都
道

路
占
用
料
等
徴
収
条
例

(昭
和
二
七
年
東
京
都
条
例
第

一
〇
〇
号
)
別
表
に
掲
げ
る
広
告
塔
に
該
当
し
、
そ
の

設
置
場
所
は
同
別
表
の
特
別
区
の
一
級
地
に
該
当
す
る

の
で
、
占
用
料
相
当
額
は
一
讃
に
つ
き
一
年
当
た
り
二

0
、
二
0
0
円

(
一
カ
月
当
た
り
約
一
、
六
八
三
円
)

で
あ
る
な
ど
と
し
て
、
そ
の
一
カ
月
当
た
り
の
金
額
に

基
づ
い
て
算
出
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。

一争
点
I
に
係
る
判
断
-

道
路
法
三
二
条
一
項
は
、
道
路
に
広
告
塔
そ
の
他
こ
れ

に
類
す
る
工
作
物
等
を
設
け
、
継
続
し
て
道
路
を
使
用
し

よ
う
と
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
道
路
管
理
者
の
許
可
を

受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
定
め
て
い
る
。
そ
し
て
、
同

法
三
九
条
一
項
は
、
道
路
管
理
者
は
道
路
の
占
用
に
つ
き

占
用
料
を
徴
収
す
る
こ
と
が
で
き
る
旨
を
定
め
て
お
り
、

こ
の
規
定
に
基
づ
く
占
用
料
は
、
都
道
府
県
道
に
係
る
も

の
に
あ
っ
て
は
道
路
管
理
者
で
あ
る
都
道
府
県
の
収
入
と

な
る

(道
路
法
施
行
令
一
九
条
の
四
第
一
項
)。
こ
の
よ

う
に
、
道
路
管
理
者
は
道
路
の
占
用
に
つ
き
占
用
料
を
徴

収
し
て
収
入
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
か
ら
、
道

路
が
権
原
な
く
占
有
さ
れ
た
場
合
に
は
、道
路
管
理
者
は
、

占
有
者
に
対
し
、
占
用
料
相
当
額
の
損
害
賠
償
請
求
権
又

は
不
当
利
得
返
還
請
求
権
を
取
得
す
る
も
の
と
い
う
べ
き

で
あ
る
。

こ
れ
を
本
件
に
つ
い
て
み
る
と
、
被
上
告
入
ら
は
、
前

記
の
と
お
り
、
そ
れ
ぞ
れ
、
各
自
動
販
売
機
を
都
道
に
は

み
出
し
て
設
置
し
た
日
か
ら
撤
去
し
た
日
ま
で
の
間
、
何

ら
の
占
有
権
原
な
く
こ
れ
ら
の
自
動
販
売
機
を
設
置
し
て

は
み
出
し
部
分
の
都
道
を
占
有
し
て
い
た
の
で
あ
る
か

ら
、
東
京
都
は
、
被
上
告
人
ら
に
対
し
、
上
記
各
占
有
に

係
る
占
用
料
相
当
額
の
損
害
賠
償
請
求
権
又
は
不
当
利
得

返
還
請
求
権
を
取
得
し
た
も
の
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。

一争
点
肛
に
係
る
判
断
一

地
方
公
共
団
体
が
有
す
る
債
権
の
管
理
に
つ
い
て
定
め

る
地
方
自
治
法
二
四
〇
条
、
地
方
自
治
法
施
行
令
一
七
一

条
か
ら
一
七
一
条
の
七
ま
で
の
規
定
に
よ
れ
ば
、
客
観
的

に
存
在
す
る
債
権
を
理
由
も
な
く
放
置
し
た
り
免
除
し
た

り
す
る
こ
と
は
許
さ
れ
ず
、
原
則
と
し
て
、
地
方
公
共
団

体
の
長
に
そ
の
行
使
又
は
不
行
使
に
つ
い
て
の
裁
量
は
な

い
。
し
か
し
な
が
ら
、
地
方
公
共
団
体
の
長
は
、
債
権
で

履
行
期
限
後
相
当
の
期
間
を
経
過
し
て
も
な
お
完
全
に
履

行
さ
れ
て
い
な
い
も
の
に
つ
い
て
、
｢債
権
金
額
が
少
額

で
、
取
立
て
に
要
す
る
費
用
に
満
た
な
い
と
認
め
ら
れ
る

と
き
｣
に
該
当
し
、
こ
れ
を
履
行
さ
せ
る
こ
と
が
著
し
く

困
難
又
は
不
適
当
で
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
以
後
そ
の

保
全
及
び
取
立
て
を
し
な
い
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
さ
れ

て
い
る
(地
方
自
治
法
施
行
令
一
七
一
条
の
五
第
三
号
)。

こ
れ
を
本
件
に
つ
い
て
み
る
と
、
前
記
事
実
関
係
等
の

下
に
お
い
て
、
上
告
人
ら
主
張
の
と
お
り
、
は
み
出
し
自

動
販
売
機
の
占
用
料
相
当
額
を
算
定
す
る
と
し
て
も
、
そ

の
金
額
は
、
占
用
部
分
が
一
台
当
た
り
一
甘
と
す
れ
ば
、

一
カ
月
当
た
り
約
一
、
六
八
三
円
に
す
ぎ
ず
、
他
方
、
は

み
出
し
自
動
販
売
機
は
当
時
約
三
六
、
0
0
0
台
も
あ
っ

た
と
い
う
の
で
あ
る
か
ら
、
東
京
都
が
、
は
み
出
し
自
動

販
売
機
全
体
に
つ
い
て
考
慮
す
る
必
要
が
あ
る
中
に
お
い

て
、
一
台
ご
と
に
債
務
者
を
特
定
し
て
債
権
額
を
算
定
す

る
こ
と
に
は
多
く
の
労
力
と
多
額
の
費
用
と
を
要
す
る
も

の
で
あ
っ
た
と
し
て
、
本
件
に
つ
い
て
、
｢債
権
金
額
が

少
額
で
、
取
立
て
に
要
す
る
費
用
に
満
た
な
い
｣
と
認
め

た
こ
と
を
違
法
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
で
き
な
い
。ま
た
、

は
み
出
し
自
動
販
売
機
に
係
る
最
大
の
課
題
は
、
そ
れ
を

放
置
す
る
こ
と
に
よ
り
通
行
の
妨
害
と
な
る
な
ど
望
ま
し

く
な
い
状
況
を
解
消
す
る
た
め
こ
れ
を
撤
去
さ
せ
る
べ
き

で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
あ
っ
た
の
で
あ
る
か
ら
、
対
価
を

徴
収
す
る
こ
と
よ
り
も
、
は
み
出
し
自
動
販
売
機
の
撤
去

と
い
う
抜
本
的
解
決
を
図
る
こ
と
を
優
先
し
た
東
京
都
の

判
断
は
、
十
分
に
首
肯
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
し
て
、



商
品
製
造
業
者
が
、
東
京
都
に
協
力
を
し
、
撤
去
費
用
の

負
担
を
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
は
み
出
し
自
動
販
売
機
の

撤
去
と
い
う
目
的
が
達
成
さ
れ
た
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
の

よ
う
な
事
情
の
下
で
は
、
東
京
都
が
更
に
撤
去
前
の
占
用

料
相
当
額
の
金
員
を
商
品
製
造
業
者
か
ら
取
り
立
て
る
こ

と
は
著
し
く
不
適
当
で
あ
る
と
判
断
し
た
と
し
て
も
、
そ

れ
を
違
法
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
で
き
な
い
。

以
上
に
よ
れ
ば
、
本
件
の
事
実
関
係
の
下
で
は
、
東
京

都
が
被
上
告
人
ら
に
対
し
て
前
記
損
害
賠
償
請
求
権
又
は

不
当
利
得
返
還
請
求
権
を
行
使
し
な
か
っ
た
か
ら
と
い
っ

て
、
こ
れ
を
違
法
と
い
う
こ
と
は
で
き
な
い
。

　
　
　

こ
れ
と
同
旨
の
原
審

(東
京
高
裁
)
の
判
断
は
正
当
と

し
て
是
認
す
る
こ
と
が
で
き
、
論
旨
は
採
用
す
る
こ
と
が

で
き
な
い
。

よ
っ
て
、
裁
判
官
全
員
一
致
の
意
見
で
、
主
文

(上
告

棄
却
)
の
と
お
り
判
決
す
る
。

お
わ
り
に

本
件
は
、
は
み
出
し
自
動
販
売
機
が
既
に
撤
去
さ
れ
た

後
に
、
行
政
が
当
該
自
動
販
売
機
の
所
有
者
か
ら
占
用
料

を
徴
収
し
な
く
て
も
、
違
法
で
は
な
い
と
い
う
判
断
に
至

っ
た
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
背
景
と
し
て
は
、
冒
頭
に
触

れ
た
よ
う
に
、
は
み
出
し
自
動
販
売
機
が
社
会
問
題
化
し

た
こ
と
に
よ
り
、
自
動
販
売
機
の
所
有
者
の
自
主
的
取
組

み
が
促
さ
れ
た
こ
と
が
大
き
く
作
用
し
て
い
る
も
の
と
思

わ
れ
る
。
具
体
的
に
は
、
平
成
六
年
一
月
に
は
、
た
ば
こ

や
酒
類
の
自
動
販
売
機
を
道
路
か
ら
は
み
出
し
て
設
置
し

歩
行
者
の
通
行
を
妨
害
し
た
な
ど
と
し
て
、
市
民
団
体
の

告
発
を
基
に
大
阪
府
警
が
道
路
法
違
反

(不
法
占
用
)
等

の
疑
い
で
大
阪
市
内
の
酒
類
販
売
業
者
一
六
社
･
社
員
四

八
人
、
た
ば
こ
製
造
会
社
一
社
･
社
員
一
三
〇
人
を
書
類

送
検
し
、
平
成
五
年
二
月
に
は
、
飲
料
メ
ー
カ
ー
一
社
を

書
類
送
検
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
動
き
と
併
せ
て
、
平
成

六
年
一
〇
月
に
は
、
飲
料
メ
ー
カ
ー
の
大
半
が
、
は
み
出

し
自
動
販
売
機
を
自
主
的
に
撤
廃
す
る
取
組
を
見
せ
て
い

る
。不

法
占
用
物
件
に
つ
い
て
は
、
各
道
路
管
理
者
の
不

断
の
努
力
に
よ
り
、そ
の
是
正
が
図
ら
れ
て
い
る
も
の
の
、

突
出
看
板
等
全
国
の
道
路
に
は
多
く
の
無
許
可
の
物
件
が

後
を
絶
た
な
い
こ
と
も
事
実
で
あ
る
。
こ
れ
を
放
置
す
る

こ
と
に
よ
り
歩
行
者
等
に
損
害
が
生
じ
た
場
合
は
、
管
理

瑕
疵
が
問
わ
れ
る
こ
と
も
想
定
さ
れ
る
。
引
き
続
き
、
社

会
的
関
心
を
高
め
て
い
く
こ
と
も
含
め
て
行
政
に
よ
る
着

実
か
つ
有
効
な
取
組
み
を
推
進
す
る
こ
と
が
重
要
で
あ

る
。



些れ鬱⑭廳蠣

そ
ー
な
ん
げ
ー
、
富
曲
ち
ゃ
鷲

◆
は
じ
め
に

皆
さ
ん
こ
ん
に
ち
は
。
富
山
県
の

松
井
で
す
。
国
土
交
通
省
の
皆
様
方

に
は
い
つ
も
心
暖
ま
る
応
対
を
し
て

い
た
だ
き
心
か
ら
感
謝
を
申
し
上
げ

ま
す
。
ま
た
、
去
る
一
〇
月
二
三
日

に
発
生
し
た
新
潟
県
中
越
地
震
で
尊

い
人
命
と
多
大
な
る
被
害
を
蒙
っ
た

き＼こそ鵡閼鴇鰯藤 こご滋

吾妻建の富山の家

富
山
県
東
京
事
務
所

松
井

明
澄

方
々
に
対
し
、
心
か
ら
お
見
舞
い
申

し
上
げ
ま
す
。
幸
い
に
も
富
山
県
で

は
こ
の
地
震
に
よ
る
被
害
は
な
か
っ

た
も
の
の
、
あ
ら
た
め
て
防
災
対
策

の
重
要
性
、
災
害
時
の
道
路
の
重
要

性
を
痛
感
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
す
。

さ
て
、
富
山
県
は
相
変
わ
ら
ず
住
み

良
さ
全
国
一
位
を
豪
語
し
て
は
い
る

も
の
の
、
日
頃
の
印
象
は
全
国
中
位

と
ま
っ
た
く
目
立
た
な
い
県
で
す
。

是
非
こ
の
機
会
に
富
山
弁

(傍
線
の

と
こ
ろ
)
を
交
え
な
が
ら
富
山
の
P

R
を
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

◆

｢富
山
は
天
然
の
円
形
劇
場
｣

,
立
山
は
女
性
が
登
っ
て
も

つ
か
え
ん
ち
ゃ
,

立
山

(三
、
0
一
五
m
)
や
剱
岳

(二
、
九
九
九
m
)
を
は
じ
め
と
す

る
三
、
0
0
o
m
級
の
険
し
い
山
々
、

谷
を
深
く
刻
み
こ
み
、
と
う
と
う
と

　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 　
　　　　　　　　　 　　　　 　 　

一
＼ み ′

流
れ
る
急
流
河
川
、
扇
状
地
の
の
び

や
か
な
平
地
は
、
優
れ
た
大
自
然
の

景
観
美
を
生
み
出
し
て
い
ま
す
。
三

方
山
々
に
囲
ま
れ
た
平
野
、
富
山
湾

と
い
う
地
形
は
ま
さ
に

｢天
然
の
円

形
劇
場
｣
の
よ
う
で
す
。
立
山
を
ク

ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
し
て
見
る
と
、
山
の

斜
面
を
ス
プ
ー
ン
で
え
ぐ
り
と
っ
た

よ
う
な
地
形
が
見
ら
れ
ま
す
。
｢山

西から東から

立山と弥陀ヶ原高原



崎
カ
ー
ル
｣
で
す
。
日
本
の
氷
河
研

究
の
先
駆
者
で
地
理
学
者
の
山
崎
直

方
氏
に
ち
な
ん
で
つ
け
ら
れ
た
名
前

で
す
。
ま
た
、
一
七
〇
〇
年
前
と
い

う
日
本
最
古
の
氷
が
確
認
さ
れ
た
雪

渓
の
あ
る
内
蔵
助
カ
ー
ル
な
ど
、
周

辺
に
は
氷
河
に
削
り
取
ら
れ
た
カ
ー

ル
群
が
存
在
し
ま
す
。
そ
の
前
方
に
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　 布教するために用いられた立山曼茶羅絵図

広
が
る
の
は
弥
陀
ヶ
原
台
地
で
す
。

立
山
火
山
の
火
砕
流
で
で
き
た
溶
結

凝
灰
岩
の
台
地
で
す
。
立
山
の
開
山

は
一
〇
世
紀
初
め
頃
と
言
わ
れ
て
お

り
、
富
士
山
、
白
山
と
と
も
に
日
本

三
霊
山
と
し
て
古
く
か
ら
山
岳
信
仰

の
メ
ッ
カ
に
も
な
っ
て
い
た
よ
う
で

す
。
江
戸
時
代
ま
で
は
女
人
禁
制
の

山
で
し
た
。
明
治
の
神
仏
分
離
政
策

す
。
最
も
特
徴
的
な
の
は
、
水
深
三

に
よ
っ
て
初
め
て
女
性
で
も
登
れ
る

0
o
m
付
近
よ
り
深
い
と
こ
ろ
に
あ

よ
う
に
な
っ
た
の
で
す
。
か
つ
て
立

る

｢日
本
海
固
有
冷
水
｣
と
呼
ば
れ

山
の
登
山
口
と
し
て
信
仰
が
栄
え
た

る
冷
水
塊
｢富
山
の
深
層
水
｣
で
す
。

芦
峅
寺
に
あ
る

｢立
山
博
物
館
｣
で

海
水
温
は
水
深
三
〇
0
m
で
二
℃
、

は
、
女
性
の
極
楽
浄
土
へ
の
往
生
を

一
、
0
0
o
m
で
零
度
近
く
で
一
年

願
っ
て
の
儀
式
な
ど
様
々
な
立
山
信

中
温
度
が
変
わ
り
ま
せ
ん
。
こ
の
冷

仰
の
宗
教
祭
祚
を
垣
間
見
る
こ
と
が

水
塊
の
上
に
は
対
馬
暖
流
が
流
れ
込

で
き
ま
す
。

ん
で
い
る
こ
と
か
ら
、
バ
イ
貝
、
べ

ち
な
み
に
、
富
山
県
の
県
章
は

二
ズ
ワ
イ
ガ
ニ
、
ゲ
ン
ゲ
な
ど
の
深

｢立
山
｣
を
モ
チ
ー
フ
し
た
も
の
で

海
性
の
も
の
、
サ
ク
ラ
マ
ス
、
シ
ラ

す
。
ま
た
、
県
鳥

｢
ラ
イ
チ
ョ
ウ
｣
、

エ
ビ
、
ス
ケ
ト
ウ
ダ
ラ
な
ど
冷
水
性

県
獣

｢
ニ
ホ
ン
カ
モ
シ
カ
｣
は
立
山

の
も
の
、
ブ
リ
、
マ
グ
ロ
、
ア
ジ
な

周
辺
に
生
息
し
ま
す
。

ど
の
暖
水
性
の
も
の
な
ど
様
々
な
海

◆

｢富
山
湾
は
天
然
の
い
け
す
｣

,
き
と
き
と
や
ち
ゃ
海
の
幸
,

海
岸
線
延
長
約
九
五
翰
の
富
山
湾

に
は
、
三
五
水
系
三
一
七
河
川
の
河

川
が
注
い
で
い
ま
す
。
海
底
に
は
こ

れ
ら
の
河
川
が
富
山
湾
形
成
の
過
程

で
つ
く
っ
た
と
さ
れ
る

｢海
底
谷
｣

が
複
雑
な
海
底
地
形
を
形
成
し
て
い

ま
す
。
岸
近
く
か
ら
急
激
に
深
く
な

っ
て
お
り
、
水
深
が
一
、
0
0
o
m

以
上
も
あ
る
深
い
湾
と
な
っ
て
い
ま

富山湾の海の幸



の
幸
が
と
れ
ま
す
。

ち
な
み
に
、
県
魚
は

｢ブ
リ
、
ホ

タ
ル
イ
カ
、
シ
ロ
エ
ビ
｣
で
す
。

◆

｢富
山
の
売
薬
｣

'
よ
う
効
く
が
J
じ
ゃ
富
山
の
薬
,

富
山
の
売
薬
の
起
源
は

｢富
山
反

魂
丹
旧
記
｣
に
よ
る
と
備
前
の
国
か

ら
製
法
が
伝
え
ら
れ
、
三
代
藩
主
前

田
正
甫
が
江
戸
城
で
腹
痛
に
苦
し
む

大
名
に
与
え
た
と
こ
ろ
即
効
が
あ
っ

た
の
で
松
井
屋
源
右
衛
門

(私
の
祖

先
で
は
な
い
)
に
作
ら
せ
、
販
売
さ

せ
た
こ
と
に
始
ま
る
そ
う
で
す
。
売

メ¥

薬配置家庭薬
(かつて、 売薬さんがかついで回っ
潮器拳と配置家庭薬)

薬
人
か
ら
徴
収
し
た
諾
役
金
は
江
戸

時
代
後
期
の
富
山
港
財
政
に
大
き
く

寄
与
し
て
い
ま
し
た
。
一
八
四
九
年

に
は
三
、
二
〇
〇
両
に
も
及
ん
だ
そ

う
で
す
。
古
く
は
九
二
七
年
に
編
纂

さ
れ
、
律
令
の
施
行
細
則
を
記
し
た

｢延
喜
式
｣
に
は
越
中
か
ら
都
に
送

ら
れ
て
い
た
薬
物
と
し
て
、
カ
モ
シ

カ
の
角
、
熊
の
い
、
と
り
か
ぶ
と
、

や
ま
い
も
な
ど
一
六
種
類
が
記
さ
れ

て
い
ま
す
。
こ
の
種
の
薬
物
が
比
較

的
多
く
産
出
さ
れ
て
い
た
そ
う
で

す
。
現
在
は
、
｢売
薬
か
ら
バ
イ
オ

へ
｣
を
キ
ャ
ッ
チ
フ
レ
ー
ズ
に
、
こ

れ
ま
で
蓄
積
さ
れ
て
き
た
ポ
テ
ン
シ

ャ
ル
を
い
か
し
、
｢富
山
バ
イ
オ
バ

レ
ー
構
想
｣
を
推
進
し
て
い
ま
す
。

◆

｢水
の
王
国
｣
富
山

,
な
ん
の
せ
飲
ん
で
み
ら
れ

富
山
の
名
水
,

富
山
の
水
は
日
本
名
水
百
選
に
四

ヵ
所
も
選
出
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
の

数
は
熊
本
県
と
と
も
に
日
本

一
で

す
。
深
山
の
沢
で
、
深
層
を
潜
っ
て

涌
き
出
る
富
山
県
の
雪
解
け
水
は
夏

で
も
冷
た
く
て
お
い
し
い
の
で
す
。

い
く
つ
も
の
扇
状
地
が
地
下
水
を
浄

化
し
、
栄
養
を
供
給
し
な
が
ら
う
ま

い
水
を
運
ん
で
い
る
の
で
す
。
立
山

黒
部
ア
ル
ペ
ン
ル
ー
ト
の
立
山
ト
ン

ネ
ル
の
開
通
に
よ
っ
て
涌
き
出
た
立

山
室
堂
の

｢立
山
玉
殿
の
湧
水
｣
、

行
者
に
よ
っ
て
霊
験
あ
ら
た
か
と
伝

え
ら
れ
て
き
た
上
市
町
の

｢穴
の
谷

の
霊
水
｣
、
瓜
を
冷
や
し
た
と
こ
ろ
、

あ
ま
り
の
冷
た
さ
に
自
然
に
瓜
が
割

れ
た
と
い
う
旧
庄
川
町
の

｢瓜
裂
清

水
｣
、
黒
部
川
河
口
付
近
で
自
噴
し

て
い
る
｢黒
部
川
扇
状
地
の
湧
水
群
｣

な
ど
が
あ
り
ま
す
。

◆
お
わ
り
に

雑
駁
な
P
R
と
な
っ
て
し
ま
い
ま

し
た
。
黒
部
峡
谷
、
世
界
遺
産
相

倉

･
菅
沼
合
掌
集
落
、
砺
波
の
散
居

村
な
ど
、
ま
だ
ま
だ
紹
介
し
た
い
こ

と
は
沢
山
あ
り
ま
す
が
、
こ
れ
を
読

ん
で
い
た
だ
き
少
し
興
味
を
増
し
て

い
た
だ
け
れ
ば
幸
い
で
す
。

い
ず
れ
に
し
て
も
、道
路
行
政
は
、

地
方
の
生
活
、
産
業
、
観
光
を
支
え

る
重
要
な
セ
ク
シ
ョ
ン
で
あ
り
ま

す
。
こ
れ
か
ら
も
脈
々
と
息
づ
く
道

路
、
実
り
を
育
む
道
路
行
政
が
展
開

さ
れ
ま
す
こ
と
を
祈
念
し
ま
す
。
最

後
に
い
く
つ
か
登
場
し
た
富
山
弁
を

紹
介
し
て
終
わ
り
に
し
た
い
と
思
い

ま
す
。

･
そ
ー
な
ん
け
ー
ー

そ
う
な
ん
で
す
か
。
語
尾
に

｢け
-
｣
を
つ
け
る
。

･
つ
か
え
ん
ち
ゃ
ー
l

大
丈
夫
で
す
。
語
尾
に

｢ち
ゃ

ー
｣
を
つ
け
る
。

･
き
と
き
と
や
ち
ゃ
ー
!

き
と
き
と
は
鮮
度
が
良
い
こ

tと
0

･
よ
う
効
く
が
ー
じ
ゃ
ー

｢じ
ゃ
｣
は
断
定
の
助
動
詞
。

,
な
ん
の
せ
飲
ん
で
み
ら
れ
!

と
に
か
く
飲
ん
で
み
て
く
だ
さ

　
　



艦れ鬱◎胚鱗
き
ノ

く
ま
も
こ
の
ユ
ニ
バ
ー
サ
ル
デ
ザ
イ
ン

◆
は
じ
め
に

皆
さ
ん
こ
ん
に
ち
は
。
熊
本
県
の

森
と
申
し
ま
す
。
と
ん
び
会
員
は
三

年
目
と
な
り
ま
し
た
が
、
｢と
ん
び

の
広
場
｣
は
初
登
場
と
な
り
ま
す
の

で
よ
ろ
し
く
お
願
い
し
ま
す
。

本
年
七
月
に
出
さ
れ
た

｢国
土
交

通
省
重
点
施
策
｣
の
一
ペ
ー
ジ
に

｢
ユ
ニ
バ
ー
サ
ル
デ
ザ
イ
ン
の
考
え

方
に
基
づ
く
国
土
交
通
政
策
の
構

築
｣
と
記
述
さ
れ
て
お
り
、
政
策
懇

談
会
、
自
律
的
移
動
支
援
プ
ロ
ジ
ェ

ク
ト
等
の
様
々
施
策
を
構
築
さ
れ
る

と
伺
っ
て
お
り
ま
す
。

本
誌
は
道
路
の
専
門
誌
と
言
う
こ

と
で
、
本
県
で
現
在
検
討
中
の

｢道

路
に
関
す
る
ユ
ニ
バ
ー
サ
ル
デ
ザ
イ

ン
指
針
｣
に
つ
い
て
一
部
触
れ
て
み

た
い
と
思
い
ま
す
。

熊
本
県
東
京
事
務
所

森

格

◆
熊
本
県
の
ユ
ニ
バ
ー
サ
ル
デ
ザ
イ

ン
へ
の
取
組
み

熊
本
県
で
は

｢だ
れ
も
が
暮
ら
し

や
す
く
豊
か
な
く
ま
も
と
｣
を
め
ざ

し
て
、
ユ
ニ
バ
ー
サ
ル
デ
ザ
イ
ン
を

県
政
運
営
の
柱
に
掲
げ
て
い
ま
す
。

平
成
一
四
年
二
月
に

｢く
ま
も
と

ユ
ニ
バ
ー
サ
ル
デ
ザ
イ
ン
振
興
指

針
｣
が
策
定
さ
れ
、
様
々
な
施
策
展

開
が
な
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
U
D
関

係
資
料
に
お
い
て
も

｢U
D
早
わ
か

り
ガ
イ
ド
｣
｢
ユ
ニ
バ
ー
サ
ル
デ
ザ

イ
ン
建
築
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
｣
｢既
存

建
築
物
の
ユ
ニ
バ
ー
サ
ル
デ
ザ
イ
ン

評
価
マ
ニ
ュ
ア
ル
｣
｢わ
か
り
や
す

い
広
報
の
視
点
~
ユ
ニ
バ
ー
サ
ル
デ

ザ
イ
ン
の
考
え
方
か
ら
~
｣
｢
ユ
ニ

バ
ー
サ
ル
デ
ザ
イ
ン
事
例
集
｣
等
を

策
定
し
て
い
ま
す
。

◆
道
路
に
も
ユ
ニ
バ
ー
サ
ル
デ
ザ
イ

ン
“

こ
れ
ま
で
も
熊
本
県
で
は
、
｢や

さ
し
い
ま
ち
づ
く
り
｣
を
目
標
に
高

齢
者
や
障
害
者
の
方
に
対
す
る
様
々

な
障
壁
を
取
り
除
く
バ
リ
ア
フ
リ
ー

に
取
り
組
ん
で
き
ま
し
た
。
し
か
し

な
が
ら
、
バ
リ
ア
フ
リ
ー
の
取
り
組

み
は
、
高
齢
者
や
障
害
者
の
方
な
ど

｢特
別
の
配
慮
｣
を
必
要
と
す
る
人

の
た
め
の
取
組
み
と
認
識
さ
れ
る
こ

と
が
少
な
く
あ
り
ま
せ
ん
。
こ
の
よ

う
な
バ
リ
ア
フ
リ
ー
の
問
題
点
を
克

服
し
、障
壁
を
無
く
し
て
い
く
に
は
、

｢特
別
の
配
慮
｣
か
ら

｢す
べ
て
の

人
に
配
慮
｣
と
い
う
ユ
ニ
バ
ー
サ
ル

デ
ザ
イ
ン
の
理
念
へ
と
視
点
を
広

げ
、
そ
の
理
念
を
大
切
に
す
る
こ
と

が
必
要
で
す
。

"私
が
0
0
だ
っ
た
ら
、
ど
う
な

っ
た
ら
便
利
･
快
適
?

“
(例
え
ば
、

高
齢
者
、
子
供
、
女
性

(男
性
)
、

障
害
者
、
外
国
人
な
ど
)
と
誰
も
が

自
分
以
外
の
視
点
を
意
識
し
、
行
動

に
展
開
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い

ま
す
。

ま
た
、
県
民
ア
ン
ケ
ー
ト
に
よ
る

と
、
｢
日
常
に
利
用
す
る
道
路
｣
、

｢歩
行
者

･
自
転
車
が
安
全
に
通
れ

る
道
路
｣
、
｢高
齢
者
や
障
害
者
に
配

慮
し
た
道
路
｣
な
ど
、
ユ
ニ
バ
ー
サ

ル
デ
ザ
イ
ン
の
理
念
を
必
要
と
す
る

道
路
整
備
を
望
む
ニ
ー
ズ
が
高
く
な

っ
て
い
ま
す
。

こ
の
よ
う
な
理
由
に
よ
り
、
本
県

で
は

｢熊
本
県
の
道
路
に
関
す
る
ユ

ニ
バ
ー
サ
ル
デ
ザ
イ
ン
指
針
｣
を
検

討
し
て
ま
す
が
、
こ
の
指
針
を
活
用

す
る
こ
と
に
よ
り
、
ユ
ニ
バ
ー
サ
ル

デ
ザ
イ
ン
に
配
慮
し
た
道
路
整
備
へ

の
取
組
み
が
な
さ
れ
る
こ
と
を
期
待

し
て
い
ま
す

(図
1
)
。

西から東から



道路U D の取組み方と道路整備の進め方

道路U Dの取組み方 道路整備の進め方と
と重要な施設 フィードバックの考え方

U D として必要な視点
他の

◎ い い わ が ぐんなことで ってい か る
他の

道路整備◎ いろいろな人がどんなことで困っているか理解する。
◎ 使う人の立場になって考える。
◎ いろいろな人と協力する。
@ 地域や道路規模 特 性に合ったものとする。
◎ 基準などを遵守する。
◎ 道路を大切に使うために何が必要か理解する。

課題の

◎ 次の段階で進化できる工夫をする。 性

U D を実現するための行動例 要に応

階に◎ ワークショップの開催 (タウンウオッチングなど)
◎ アンケート調査の実施
◎ U D勉強会の開催
◎ 歩行者 ･自転車交通量調査の実施
◎ チェックリスト (アウトカム指標) による成果達成
の 事前 ･事後評価の実施
◎ アダプトプログラムの実施 ェ

道路U D で重要な施設
管理

L歩行空間 i 匝霊園 t 案内標識 i 区璽回

図 1 道路U Dの取組み方と道路整備の進め方

①
歩
行
空
間
の
ユ
ニ
バ
ー
サ
ル
デ
ザ

. ･ イ ノハ サ
、 設 視 全 歩 ン 介テ ル

置 覚 性 行 ( 空 デ
障 を 者 写 間 ザ

己 害 向 と 真 の イ

令
こ
ん
な
も
の
が
道
路
の
ユ
ニ
バ
ー

･
歩
行
者
と
自
転
車
を
区
分
し
安

･
視
覚
障
害
者
誘
導
ブ
ロ
ッ
ク
の

･
景
観
へ
配
慮
し
た
色
彩
と
ガ
タ

ツ
キ
、
滑
り
の
少
な
い
舗
装
材

上
一 ↓ ≧≧　 　 　

写真 1 歩行空間のユニバーサルデザイン

②
横
断
施
設
の
ユ
ニ
バ
ー
サ
ル
デ
ザ

イ
ン

(写
真
2
)

･
車
椅
子
な
ど
道
路
横
断
に
配
慮

し
た
車
道
と
歩
道
の
段
差

･車
道
に
も
視
覚
障
害
者
誘
導
ブ

ロ
ッ
ク
の
設
置

~
･ ･ イ

車道にもネ見覚障害者 ロ 車 し 車 ン

誘導ブロック ッ 道 た 椅 (
ク に 車 子 写
の も 道 な 真

写真2 横断歩道のユニバーサルデザイン ブ

フ
ィ
ー
ド
バ
ッ
ク
(次
へ
の
展
開
)

(得
ら
れ
た
ノ
ウ
ハ
ウ
･新
た
な
課
題
の
活
用
)



③
案
内
標
識
の
ユ
ニ
バ
ー
サ
ル
デ
ザ

④
交
通
結
束
の
ユ
ニ
バ
ー
サ
ル
デ
ザ

イ
ン

(写
真
3
)

･
絵
記
号
や
英
文
表
記
に
よ
る
誰

も
が
分
り
や
す
い
表
示

･
色
と
明
る
さ
で
読
み
や
す
く
景

観
に
配
慮

案内標識のユニバーサルデザイン

　

　

　
　　

1モノ
頸

イ
ン

(写
真
4
)

･
道
の
駅
で
高
齢
者
、
車
い
す
な

ど
の
利
用
者
の
視
点
か
ら
施
設

の
利
用
し
や
す
さ
、
案
内
の
わ

か
り
や
す
さ
を
実
証

写真4 交通結束のユニバーサルデザイン

◆
終
わ
り
に

今
回
は
、
｢道
路
に
関
す
る
ユ
ニ

バ
ー
サ
ル
デ
ザ
イ
ン
指
針
｣
に
つ
い

て
、
現
在
検
討
中
の
一
部
を
ご
紹
介

し
ま
し
た
。
誌
面
の
都
合
も
あ
り
、

あ
ま
り
詳
し
い
こ
と
は
記
載
で
き
ま

せ
ん
で
し
た
が
、
く
ま
も
と
の
U
D

に
つ
い
て
、
よ
り
詳
し
い
内
容
を
お

知
り
に
な
り
た
い
場
合
は

｢熊
本
県

U
D
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
耳
g
蘂
に
Q
も
嗣
勲

き
ヨ
"
ヨ
o
け
｣
b
"

を
ぜ
ひ
ご
覧
下

さ
い
。

　
　
　

　　頭

くまもとユニバーサルデザインのロゴマークと由来

熊本県で、 U D を広く普及するために使用しているロゴマークです。 県民一人ひとりの
心が互いに支え合い、 一つの大きな “ちから" となって、 誰もが暮らしやすい豊かな社会
づくりを目指していく姿を表現しています。

れ

ど

で
暮

な

ク
が

一
も

計

マ
誰

の
設

ゴ

、

々

、

ロ
て

人
え

淺

等

て
と

べ
画

、し
'　

　
　

用
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道
路
空
間
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ラ
イ
ン
化
イ
ン
博
多

『道
｣
か
ら

｢ま
ち
づ
く
り
｣
へ

特
定
非
営
利
活
動
法
人
N
P
O
博
多
ま
ち
づ
く
り
事
務
局
長

稲
舛

積

背
景

博
多
は
日
本
最
古
の
都
市
と
言
わ
れ
、
歴
史
の
中
で
自

治
都
市
･
国
際
都
市
･
商
都
市
･
双
子
都
市
な
ど
と
形
容

さ
れ
た
、
高
密
度
の
住
商
混
在
地
域
で
あ
っ
た
。
こ
れ
ら

を
象
徴
的
に
体
現
し
て
き
た
の
が
博
多
部
で
あ
る
が
、
し

か
し
こ
れ
ら
は
過
去
の
栄
光
と
な
り
つ
つ
あ
っ
た
。
人
や

商
業
が
流
出
し
駐
車
施
設
や
ワ
ン
ル
ー
ム
マ
ン
シ
ョ
ン
ば

か
り
が
増
え
四
小
学
校
が
一
つ
に
統
合
さ
れ
る
と
い
う
、

地
域
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
が
崩
壊
し
て
い
く
ほ
ど
の
博
多
部
の

空
洞
化
が
進
ん
で
い
た

(表
ー
)。
昭
和
五
七
年
、
博
多

存
亡
の
危
機
感
に
地
域
住
民
は
勝
手
連
的
に
立
ち
上
が

り
、
博
多
部
四
地
区
の
ま
ち
づ
く
り
協
議
会
設
立
~
そ
の

連
合
体
で
あ
る
博
多
部
ま
ち
づ
く
り
協
議
会
設
立
~
そ
の

事
務
局
の
N
P
O
法
人
化
と
進
化
を
遂
げ
て
き
た
。
こ
れ

ま
で
は
ま
ち
づ
く
り
運
動
と
し
て
の
二
〇
年
間
で
、
今
年

は
ま
ち
づ
く
り
実
践
の
第

一
歩
と
な
る
二
一
年
目
で
あ

る
。
そ
の
第
一
段
が
こ
の

｢博
多
社
会
実
験
｣
で
あ
る
。

霊

………………15,1-5人
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成
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ニ
ー
ズ
を
拾
い
上
げ
道
路
行
政
の
新
た
な
方
向
と
展
開
を

探
る

｢社
会
実
験
｣
が
、
福
岡
市
の
博
多
部
一
帯
で
行
わ

れ
た
。
タ
イ
ト
ル
は

｢道
路
空
間
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
イ
ン

フ
ラ
化
イ
ン
博
多
｣
で
あ
る
。
目
指
し
た
も
の
は
、
車
優

先
と
交
通
管
理
や
道
路
管
理
な
ど
で
何
重
に
も
規
制
さ
れ

た
都
心
部
の
道
空
間
に
ま
ち
づ
く
り
の
視
点
を
当
て
、
道

を
地
域
に
解
放
し
て
み
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
ま

た
、
こ
の
実
験
の
受
託
者
で
あ
る

｢N
P
O
博
多
ま
ち
づ

く
り
｣
の
根
本
的
テ
ー
マ
は
地
域
社
会
に
協
働
の
視
点

(有
機
的
な
横
割
り
関
係
)
を
当
て
る
こ
と
で
あ
り
、
博

多
部
ま
ち
づ
く
り
憲
章

(参
照
ー
)
の
実
現
に
向
け
、
当

実
験
で
地
域
と
企
業
と
行
政
に
よ
る
協
働
を
実
践
し
た
。

三

目
指
し
た
成
果

大
き
く
は
、
地
域
社
会
を
構
成
す
る
い
ろ
い
ろ
な
人
々

(官
民
)
の
意
識
改
革
で
あ
り
、
そ
の
中
身
は
二
つ
あ
る
。

一
つ
は
、
道
を
地
域
に
解
放
す
る
こ
と
で
地
域
住
民
と
公

共
の
関
係
に
リ
ア
リ
テ
ィ
を
実
感
す
る
こ
と
を
期
待
し
、

も
う
一
つ
は
、
地
域
住
民
と
企
業
と
福
岡
市
や
警
察
に
よ

る
協
働
ま
ち
づ
く
り
の
実
践
を
通
じ
て
、
そ
の
可
能
性
を

共
有
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
実
験
後
に
、
そ
の
評
価
ワ
ー

ク
シ
ョ
ッ
プ

(写
真
1
)
を
行
っ
た
。
具
体
的
成
果
と
し

て
、
実
験
で
行
っ
た
も
の
な
ど
か
ら
本
格
実
施
の
可
能
性

を
こ
こ
で
探
る
こ
と
に
な
る
。
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^

さも　　

四

意
義

当
実
験
の
大
き
な
意
義
は
、
道
路
単
体
で
考
え
る
の
で

は
な
く
、
ま
ち
づ
く
り
と
い
う
全
体
の
中
で
考
え
た
と
こ

ろ
で
、
公
共
と
い
う
道
路
か
ら
~
民
地
と
の
際
か
ら
~
民

地
と
い
う
連
続
を
図
る
ね
ら
い
が
あ
っ
た
。
そ
し
て
こ
の

連
続
と
展
開
が
博
多
都
全
体
と
な
り
、
最
終
的
に
は
福
岡

都
心
部
を
構
成
し
て
い
る
那
珂
川
の
両
側

(双
子
都
市
)

の
一
体
的
再
生
を
見
据
え
て
い
る
。
実
験
内
容
の
コ
ン
セ

プ
ト
は
道
路
を
単
な
る
通
過
･
通
行
の
公
共
空
間
と
す
る

の
で
は
な
く
、
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
イ
ン
フ
ラ
と
す
る
こ
と

で
あ
っ
た
。博
多
都
ま
ち
づ
く
り
憲
章
に
準
じ
て
言
え
ば
、

第
一
条
の
定
住
と
第
二
条
の
商
業
で
は
、
住
み
た
く
な
る

こ
と
や
店
を
出
し
た
く
な
る

(儲
か
る
)
こ
と
を
誘
導
す

る
道
づ
く
り
で
あ
る
。
ま
た
、
第
三
条
の
交
流

(都
心
部

の
命
)
を
し
や
す
く
し
、
第
四
条
の
自
治
で
は
道
路
の
地

域
管
理
の
可
能
性
を
探
り
、
以
上
の
こ
と
が
第
五
条
の
文

化
が
育
ま
れ
る
こ
と
に
繋
が
る
こ
と
を
見
据
え
て
い
る
。

五

実
験
の
形

実
験
は
平
成
一
五
年
九
月
二
六
日
か
ら
一
〇
月
五
日
の

一
0
日
間
行
っ
た
が
、
こ
の
中
で

｢博
多
灯
明
ウ
ォ
ッ
チ

ン
グ

(
一
〇
月
四
日
の
一
日
間
)｣
｢博
多
川
灯
明

(
一
〇

月
二
日
か
ら
四
日
ま
で
の
三
日
間
)｣
が
一
体
的
に
行
わ

れ
、
こ
の
三
つ
を
総
称
し

｢博
多
と
う
り
ゃ
ん
せ
プ
ロ
ジ

ェ
ク
ト
二
〇
〇
三
｣
と
し
た
。
こ
れ
ら
を
一
体
的
に
行
う
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照
1
)

博
多
部
ま
ち
づ
く
り
憲
章

一

み
ん
な
が
楽
し
く
暮
ら
し
住
み
続
け
ら
れ
る
、
定

住
環
境
が
豊
か
な
博
多
に
し
よ
う
。

二

創
意
と
工
夫
に
あ
ふ
れ
進
取
の
気
性
と
先
端
情
報

に
富
ん
だ
、
商
業
が
元
気
な
博
多
に
し
よ
う
。

三

老
若
男
女
が
自
由
関
達
に
働
き
学
び
遊
ぶ
、
誰
も

が
交
流
す
る
開
か
れ
た
博
多
に
し
よ
う
。

四

自
ら
律
し
自
ら
治
め
る
、
自
治
を
尊
ぶ
、
自
治
を

誇
れ
る
博
多
に
し
よ
う
o

五

山
笠
を
は
じ
め
伝
統
と
歴
史
的
遺
産
を
継
承
し
発

展
さ
せ
る
、
文
化
あ
ふ
れ
る
博
多
に
し
よ
う
。



こ
と
に
よ
っ
て
、
多
く
の
人
が
実
験
を
見
た
り
体
験
す
る

こ
と
が
で
き
、
相
乗
的
効
果
が
あ
っ
た
。
N
P
O
博
多
ま

ち
づ
く
り
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
体
制
は
、
そ
の
核
と
し
て
三

者
に
よ
る
協
働
体
を
つ
く
り
、
そ
れ
は
N
P
O
事
務
局
と

学
生
時
代
か
ら
の
博
多
の
応
援
団
が
い
る
コ
ン
サ
ル
と
ア

ー
ト
集
団
の
構
成
だ
っ
た
。

○
実
験
1

呉
服
町
バ
ス
停

既
存
バ
ス
停
と
一
体
的
に
休
息
所

(屋
根
が
あ
り
椅
子

テ
ー
ブ
ル
を
設
置
)
を
つ
く
り
、
街
の
景
観
を
考
え
、
カ

フ
ェ
的
な
使
い
方
な
ど
楽
し
い
バ
ス
待
ち
時
間
づ
く
り
を

行
っ
た
。
目
的
は
、
公
共
交
通
機
関
を
も
っ
と
利
用
し
や

す
く
す
る
も
の
で
あ
る

(写
真
2
)。

○
実
験
2

川
端
バ
ス
停

既
存
バ
ス
停
の
両
サ
イ
ド
に
、
木
製
パ
ー
ゴ
ラ
風
の
地

域
案
内
所

(写
真
3
)
と
レ
ン
タ
サ
イ
ク
ル
所

(写
真
4
)

を
つ
く
っ
た
。
歩
道
上
の
案
内
所
は
、
建
物
内
か
ら
外
に

出
た
来
訪
者
へ
の
サ
ー
ビ
ス
で
あ
り
、
に
ぎ
わ
い
の
演
出

に
も
な
る
。
ま
た
、
道
路
空
間
で
の
木
肌
の
構
築
物
は
、

ア
ス
フ
ァ
ル
ト
や
コ
ン
ク
リ
ー
ト
や
鉄
な
ど
と
は
あ
き
ら

か
に
異
な
り
、人
へ
の
優
し
さ
を
感
じ
る
も
の
で
あ
っ
た
。

レ
ン
タ
サ
イ
ク
ル
は
、
地
下
鉄
駅
や
バ
ス
停
か
ら
の
細
や

か
な
交
通
と
し
て
の
連
続
で
あ
り
、
当
初
は
観
光
客
な
ど

を
予
想
し
た
が
、
近
所
の
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
や
商
業
者
の
利

用
が
多
か
っ
た
。
カ
ー
シ
ェ
ア
リ
ン
グ
な
ら
ぬ
サ
イ
ク
ル

シ
ェ
ア
リ
ン
グ
と
も
言
う
べ
き
か
。

○
実
験
3

輪
タ
ク

川
端
バ
ス
停
で
は
輪
タ
ク

(写
真
5
)
も
行
っ
た

(輪

タ
ク
を
特
別
に
規
制
す
る
法
律
や
窓
口
は
現
在
無
い
)
。

乗
客
は
、
観
光
客
な
ど
の
来
訪
者
や
高
齢
者
を
予
定
し
て

い
た
が
、
子
供
達
に
は
大
人
気
で
あ
っ
た
。
一
〇
日
間
で

三
一0
~
一
三
八
人
の
乗
客
が
あ
っ
た
が
、
乗
客
の
話
だ

と
車
や
歩
行
と
は
違
っ
た
発
見
が
あ
っ
た
そ
う
で
す
。

○
実
験
4

奈
良
屋
の
須
崎
問
屋
街

一
方
通
行
の
歩
道
区
切
り
の
な
い
幅
員
八
メ
ー
タ
ー
道

路
で
、
歩
道
空
間
を
仮
設
の
花
壇
な
ど
で
区
切
っ
た
。
車

道
は
道
沿
い
民
地
の
使
わ
れ
方
を
考
慮
し
て
蛇
行
さ
せ
、

歩
道
幅

(二
･
五
m
)
が
ゆ
っ
く
り
取
れ
る
と
こ
ろ
に
バ



ン
コ

(縁
台
)
を
並
べ
た

(写
真
6
)。
貸
し
車
庫
を
力

五
〇
食
で
販
売
し
、
大
い
に
好
評
で
あ
っ
た
。
日
常
と
は

○
実
験
5

大
浜
ギ
ャ
ラ
リ
ー

フ
ェ
に
変
身
さ
せ

(写
真
7
)
、
道
沿
い
の
米
屋

.
魚

違
う
に
ぎ
わ
い
に
、
地
域
の
方
々
も
考
え
る
と
こ
ろ
が
あ

低
木
の
街
各
封
を
反
多
設
し

屋
･
お
茶
屋
の
連
携
で
鯛
茶
漬
け
な
ど
を
つ
く
り
、
限
定

　
　

　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　

っ
た
よ
う
で
今
後
の
ま
ち
づ
く
り
展
開
に
期
待
で
き
る
。写真9

　　
ド
モ
鮒
妻戴
き
き
轤
鬆
瀕
さげきゞ
湖
“ミ

＼
＼
ふ
だ
ねシ

　
　
　

　
　
　
　
　

低
木
の
街
路
樹
を
仮
移
設
し
、
そ
こ
を
ウ
ッ
ド
デ
ッ
キ

状
に
し
て
バ
ン
コ
設
置

(写
真
8
)
や
パ
ー
ゴ
ラ
風
の
屋

外
ギ
ャ
ラ
リ
ー

(写
真
9
)
を
つ
く
っ
た
。
狭
い
歩
道
も

広
々
と
し
、
大
人
の
空
間
だ
け
で
な
く
子
供
達
の
遊
び
場

に
も
な
っ
て
い
た
。

○
実
験
6

御
供
所
花
い
っ
ぱ
い

新
し
く
開
通
し
た
道
路
の
未
整
備
部
分
を
地
域
住
民
と

　

　

瀞
=̂)

一丁
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一
緒
に
花
い
っ
ぱ
い
を
行
い
、
バ
ン
コ
を
設
置
し
た
東
屋

を
つ
く
っ
た
。人
気
の
な
い
寒
々
と
し
た
空
間
だ
っ
た
が
、

緑
だ
け
で
は
な
い
花
で
飾
ら
れ
る
と
、
そ
れ
だ
け
で
犯
罪

が
減
る
の
で
は
と
思
え
る
美
し
さ
で
あ
っ
た

(写
真
中
)。

○
実
験
7

冷
泉
公
園
内
の
不
法
駐
輪
指
導

再
整
備
さ
れ
た
都
心
部
で
は
広
い
公
園
で
、
歩
道
と
一

体
的
に
デ
ザ
イ
ン
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
自
転
車
や
バ
イ

ク
の
不
法
駐
輪
が
多
く
、
せ
っ
か
く
の
公
園
デ
ザ
イ
ン
を

台
無
し
に
し
て
い
た
。
こ
こ
で
は
地
域
自
治
会
が
駐
輪
の

指
導
を
行
い
、
近
所
の
駐
輪
場
な
ど
の
紹
介
を
行
っ
た
。

本
当
は
、
公
園
に
接
し
て
い
る
道
路
上
の
コ
イ
ン
パ
ー
キ

ン
グ
を
臨
時
の
駐
輪
場
に
し
た
か
っ
た
が
行
政
と
の
調
整

が
で
き
な
か
っ
た
。

○
実
験
8

川
端
カ
フ
ェ

本
来
は
冷
泉
公
園
内
に
設
置
を
予
定
し
て
い
た
が
地
元

の
了
解
が
取
れ
ず

(他
の
店
と
の
競
合
問
題
)、
隣
接
す

る
上
川
端
商
店
街
の
空
き
地
に
設
置
し
た
。
こ
の
場
所
は

前
後
を
ア
ー
ケ
ー
ド
と
博
多
川
歩
道
に
接
し
て
お
り
、
道

と
川
と
い
う
公
共
空
間
に
挟
ま
れ
て
い
る
。
民
地
内
中
央

に
路
地
を
つ
く
り
、
人
が
そ
こ
を
通
行
す
る
こ
と
で
店
の

売
上
に
も
繋
が
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
か
っ
た
。
時
間

が
無
く
、
演
出
が
思
う
よ
う
に
な
ら
な
か
っ
た
の
は
残
念

だ
っ
た
。

穴

実
験
機

実
施
に
あ
た
っ
て
は
、
｢
で
き
な
い
の
で
は
と
心
配
し

た
｣
と
か

｢本
当
に
疲
れ
た
で
し
ょ
う
｣
な
ど
の
言
葉
を

い
た
だ
く
ほ
ど
、
言
う
に
言
わ
れ
ぬ
困
難
が
あ
っ
た
。
そ

れ
は
博
多
社
会
実
験
実
行
委
員
会
を
構
成
す
る
全
員
の
合

意
づ
く
り
で
、
博
多
部
四
地
区
内
の
合
意
、
市
役
所
や
区

役
所
の
各
部
局
の
合
意
、県
警
本
部
や
区
警
察
署
の
合
意
、

そ
し
て
こ
の
三
セ
ク
タ
ー
間
の
す
り
あ
わ
せ
な
ど
、
実
験

実
施
直
前
ま
で
こ
の
こ
と
に
大
部
分
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
と
時

間
が
と
ら
れ
た
。
思
う
に
、
道
路
空
間
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ

イ
ン
フ
ラ
化
は
、
通
行
通
過
に
邪
魔
な
も
の
を
排
除
す
る

と
い
う
道
路
交
通
法
と
は
根
本
的
に
真
正
面
か
ら
対
立
す

る
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
う
い
う
中
、
特
に
行
政
関
係
者
に

あ
っ
て
は
、こ
れ
ま
で
と
実
験
と
こ
れ
か
ら
を
考
え
る
時
、

｢発
想
の
転
換
の
必
要
性
｣
や

｢ま
ち
づ
く
り
の
視
点
｣

と
法
律
の
狭
間
で
悩
ま
れ
た
よ
う
で
あ
る
。
い
ず
れ
に
せ

よ
当
実
験
が
実
施
で
き
た
の
は
、
官
民
関
係
な
く
、
地
域

を
良
く
し
よ
う
と
気
持
ち
を
共
有
で
き
て
い
た
か
ら
だ

と
、
関
係
者
の
方
々
に
心
か
ら
感
謝
申
し
上
げ
た
い
。

七

展
開

点
か
ら
線
、
線
か
ら
面
、
博
多
部
か
ら
福
博
へ
と
、
博
多

版
B
I
D
な
ど
の
可
能
性
を
探
り
な
が
ら
、
国
土
交
通
省
と

も
協
働
し
、
こ
れ
か
ら
も
本
気
で
日
本
最
古
の
都
市
で
あ
る

｢博
多
再
生
の
ま
ち
づ
く
り
｣
に
邁
進
し
て
い
き
た
い
。




